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（別紙） 

様式１－２－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人国際観光振興機構 

評価対象中期目

標期間 

見込評価（中期目標期間実績

評価） 

第４期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。） 

中期目標期間 平成３０～令和４年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 観光庁 担当課、責任者 国際観光課長 齋藤 敬一郎 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 久保 麻紀子 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

３．評価の実施に関する事項 

令和４年７月４日に「独立行政法人国際観光振興機構外部有識者会議」を開催し、外部有識者２名、法人の理事長、法人の監事より意見聴取を行った。 

※外部有識者 1名については会議当日は欠席のため、事前に意見を書面にて受領。 

 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

特になし。 
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様式１－２－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

A：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 （参考：見込評価）※期間実績評価時に使用 

 

評定に至った理由 項目別評定は全般的に A評定が多くを占めており、全体の評定を引き下げる事象もなかった。また、有識者委員３名からの評価は自己評価（Ａ評定）が妥当との意見も踏ま

え、評価基準に基づき Aとした。 

（Ａ４点×３項目×２（重要度が高い項目のため）＋Ａ４点×７項目＋Ｂ３点×２項目）÷（１２項目＋３）＝３．８７ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い項目については加重を２倍としている。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 コロナ前は特に訪日プロモーション業務や国際会議の誘致・開催支援等で高い実績を挙げており、令和元年の過去最高の訪日旅行者数 3,188 万人の達成に大きく貢献した。ま

た、コロナ禍においても、オンライン等で工夫を凝らし、コロナ収束後を見据え、訪日意欲・関心の維持・向上や、新たなテーマの事業にも積極的に取り組んだ。以上を踏ま

え、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められると評価した。 

 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

令和２・３年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、各国・地域における入国規制・ロックダウン・イベント開催制限、我が国における出入国規制やイベン

ト等活動制限、旅行業界の廃休業等の影響により、機構の業務実施に大きな支障が出たことから、「独立行政法人の評価に関する指針（平成 31 年 3 月 12 日改定：総務大臣決

定）」３．各評価の目的・趣旨・基本方針（１）年度評価⑤「予測しがたい外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して当該法人が自主的な努力を行って

いた場合には、評定において考慮するものとする」を踏まえ評価を行った。 

 

３．課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

該当なし 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

該当なし 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 特になし 

 

 

その他特記事項 特になし 
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様式１－２－３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表様式 

 

中期目標 年度評価 中期目標期間

評価 

項目別

調書№ 

備考欄  中期目標 年度評価 中期目標期間

評価 

項目別

調書№ 

備考欄 

 平成

３０

年度 

令和

元 

年度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

見込

評価 

期間

実績

評価 

  平成

３０

年度 

令和

元 

年度 

令和

２ 

年度 

令和

３ 

年度 

令和

４ 

年度 

見込

評価 

期間実

績評価 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項  

 訪日プロモーション等業務 Ａ Ａ Ｂ  Ｂ   Ａ    Ⅰ-1    （1）組織運営の効率化  

Ａ Ｂ Ａ  Ａ   Ａ     Ⅱ   

（1）訪日プロモーション業

務 
               

   
（2）業務運営の効率化 

① 国別戦略に基づくプロ

モーションの徹底 

Ａ〇 

重 

Ｓ〇 

重 

Ｂ〇 

重 

Ｂ〇 

重 
  Ａ〇    

   
①効率化目標の設定等 

② デジタルマーケティン

グの本格導入 

Ａ〇 

重 

Ａ〇 

重 

Ｂ〇 

重 

Ｂ〇 

重 
  Ａ〇    

   
②調達等合理化の取り組み 

③訪日外国人旅行者の戦

略的誘客の実現 

Ａ〇 

重 

Ａ〇 

重 

Ｂ 

重 

Ｂ〇 

重 
  Ａ〇    

   （3）業務の電子化及びシス

テムの最適化 

 （2）国際会議等の誘致・開

催支援業務 

Ｓ 

重 
Ａ Ｂ  Ｂ   Ａ    

  Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

国内受入環境整備支援業務 Ａ Ａ Ａ  Ａ   Ａ   Ⅰ-2 

   （1）予算（人件費の見積り

を含む）、収支計画及び資金

計画 

       別紙 

①②③ 

 

（3）国内受入環境整備支援

業務 
＿ ＿ ＿          

   （2）財政運営の適正化 

（3）自己収入の確保 
Ａ Ａ Ａ  Ａ    Ａ   Ⅲ 

 

① 観光案内所の整備支援業

務 
Ｂ Ａ Ａ  Ａ   Ａ    

   Ⅳ．短期借入金の限度額 
       Ⅳ 

 

 

②通訳案内士試験業務 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｂ    

   Ⅴ．不要財産又は不要財産に

なることが見込まれる財産の

処分に関する計画 

        

Ⅴ 

 

 
         

   Ⅵ．重要な財産を譲渡し、又

は担保にする計画 

       Ⅵ  

             Ⅶ．剰余金の使途        Ⅶ  

            Ⅳ．その他の事項 

             （1）内部統制の充実及び情

報セキュリティ対策の推進 
Ｂ Ｂ Ａ Ａ   Ａ   Ⅷ-1  

 

            （2）活動成果等の発信 Ａ Ａ Ａ Ａ   Ａ   Ⅷ-2  

            （3）関係機関との連携強化 Ａ Ａ Ａ Ａ   Ａ   Ⅷ-3  

            （4）人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ   Ｂ   Ⅷ-4  

             （5）独立行政法人国際観光

振興機構法（平成 14 年法律 ― ― ―         Ⅷ-5 
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第 181 号）第 11 条第 1項に

規定する積立金の使途 

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ 訪日プロモーション等業務（一定の事業等のまとまり） 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国際観光振興機構法 第 9条 第 1号 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前 中期目

標期 間最終

年度値等） 

平成３０年度

（達成率） 

令和元年度

（達成率） 

令 和 ２ 年 度

（達成率） 

令和３年度

（達成率） 

令

和

４

年

度 

 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令

和

４

年

度 

① 

国
別
戦
略
に
基
づ
く 

 
 

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
徹
底 

SNS 

ファン数 

10,000,000 人 6,858,547

人 

7,694,188 人 

（113.1%） 

8,908,041 人 

（112.8%） 

9,646,443 人 

（104.9%） 

10,407,372

人 

（108.4%） 

 予算額（千

円） 

10,819,614 18,103,290 23,471,419 28,099,950  

ウェブサイト等

の年間ユーザー

数 

50,000,000 人  40,608,600 人 

（128.9%） 

46,693,086 人 

（133.4%） 

13,571,067 人 

（33.1%） 

45,852,440

人 

（101.9%） 

 決算額（千

円） 

9,870,520 

 

10,634,599 8,284,776 12,632,351  

商談件数 33,600 件以上 36,418 件 41,973 件 

（124.9%） 

42,686 件 

（127.0%） 

6,669 件 

（19.8%） 

12,660 件 

（37.7%） 

 経常費用

（千円） 

9,912,911 

 

10,553,368 8,250,270 12,524,356  

商談参加者の評

価 

4 段階評価で最

上位の評価を得

る割合が 45％以

上を目指す 

 42.7% 

（94.8%） 

62.4% 

（138.7%） 

53.9% 

（119.8%） 

63.1% 

（140.2%） 

 経常利益

（千円） 

10,131,224 

 

11,098,538 9,127,28

1 

14,330,236  

招請したメディア

が作成した番組・

記事の接触者数 

360,000,000 人 

以上 

 1,716,902,227

人 

（476.9%） 

1,026,266,946

人 

（285.1%） 

139,847,498 人 

（38.8%） 

327,329,533

人 

（90.9%） 

 行政コスト 

（千円） 

- 10,560,776 

 

8,252,081 12,530,866  

②
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

の
本
格
導
入 

 

SNS 

ファン数 

10,000,000 人 6,858,547

人 

7,694,188 人 

（113.1%） 

8,908,041 人 

（112.8%） 

9,646,443 人 

（104.9%） 

10,407,372

人 

（108.4%） 

 行政サービ

ス実施コス

ト 

（千円） 

9,641,452 

 

- - 

 

- 

 

 

ウェブサイト等 

の年間ユーザー 

数 

50,000,000 人  40,608,600 人 

（128.9%） 

46,693,086 人 

（133.4%） 

13,571,067 人 

（33.1%） 

45,852,440

人 

（101.9%） 

 従事人員数      
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③ 

訪
日
外
国
人
旅
行
者
の
戦
略
的
誘
客
の 

実
現 

個別コンサルテ

ィング件数 

4,000 件以上 3,618 件 4,092 件 

（113.7％） 

3,749 件 

（101.3％） 

2,748 件 

（72.3%） 

3,169 件 

（81.3%） 

       

情報提供に対す

る事業パートナ

ーの評価 

4 段階評価で最

上位の評価を得

る割合が 50%以

上を目指す 

 54.2％ 

（108.4％） 

69.2％ 

（138.4％） 

 68.5% 

（137.0%） 

62.8% 

（125.6%） 

       

セミナー等の開

催回数 

25 回以上 

 

38 回 

（152.0％） 

44 回 

（176.0％） 

28 回 

（112.0%） 

 

36 回 

（144.0%） 

       

④ 

国
際
会
議
等
の
誘
致
・
開

催
支
援
業
務 

商談件数 3,400 件以上 3,407 件 4,148 件 

（122.0％） 

4,963 件 

（146.0％） 

 

432 件 

（12.7%） 

1,504 件 

（44.2%） 

       

商談参加者の評

価 

4 段階評価で最

上位の評価を得

る割合が 30%以

上を目指す 

 

45.6％ 

（151.9％） 

51.2％ 

（170.7％） 

70.0% 

（233.3%） 

53.3% 

（177.7%） 

       

注１）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

注２）上記以外に必要と考える情報があれば欄を追加して記載しても差し支えない 
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

① 国別戦略に基づ

くプロモーションの

徹底 

現地目線のきめ細

かなプロモーション

を推進するため、訪

日プロモーション重

点市場毎に、最新旅

行トレンドを把握

し、ターゲット層等

を明確にした国別戦

略を策定するととも

に、個々の事業ごと

に目標（KPI）を設

定し、事業成果の厳

格な管理・PDCA サ

イクル化を更に徹底

する。また、各国の

状況に精通している

外国人有識者の知見

を活用する。 

さらに、滞在期間

が長く、旅行消費額

も多い欧米豪旅行者

の旅行意欲をかき立

てる魅力的なコンテ

ンツを発掘し、イン

ターネット等の様々

なツールを駆使して

発信することによ

り、日本を旅行先と

して認知・意識して

いない層を取り込む

プロモーションを実

施する。 

 

(1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

① 国別戦略に基づ

くプロモーションの

徹底 

訪日プロモーショ

ン事業の実施主体と

して、最新の旅行ト

レンドを把握しなが

ら訪日プロモーショ

ン重点市場毎に戦略

を策定し、ターゲッ

ト層を明確にしたう

えで、ブロガーやメ

ディアの招請、ウェ

ブサイトやソーシャ

ルネットワークの活

用等により日本の認

知度を高めるととも

に、有力旅行会社キ

ーパーソンの日本へ

の招請、商談会の開

催等により訪日旅行

商品の造成を促進す

る。 

取組を進めるうえ

では、政府目標の動

向を踏まえ、個々の

事業ごとに招請した

メディアによる番

組・記事の接触者数

等の定量的目標

（KPI）を設定し、

事業成果を厳格に管

理する等、PDCA サ

イクル化を徹底し、

適正かつ効果的に事

業を実施する。ま

＜主な定量的指標＞ 

 

① 国別戦略に基づく

プロモーションの徹底 

・中期期間中に、 機

構のソーシャルネ ッ

トワークサービス の 

フ ァ ン 数 を 1,000

万人にする。 

 

 ・中期期間中に、 機

構が作成するウェ ブ

サイト等の年間ユ ー

ザー数を 5,000 万 人

にする。 

 

 ・機構が提供する訪 

日旅行商品の販売、造

成のための商談件 数

を年 33,600 件以 上

とする。 

 

 ・商談参加者の評価

が、4 段階評価で最上

位の評価を得る割 合

が 45％以上となるこ

とを目指す。  

 

・機構が招請したメ 

ディアが作成した番 

組・記事の接触者数 

を年 3.6 億人以上と 

する。 

 

 

②デジタルマーケティ

ングの本格導入 

・中期目標期間中に、

機構のソーシャルネッ

＜新型コロナウイルス感

染症による影響と機構の

対応＞ 

・ 中期期間開始以降、令

和元年度までは、大き

な外的要因による制約

なく訪日外客の受入

や、各種プロモーショ

ン事業の実施が行えて

きたところであるが、

令和 2年度以降（中国

等一部市場については

令和元年度第 4四半期

も影響あり）の新型コ

ロナウイルス感染症の

世界的拡大により、 

- 一部の例外を除く

国際往来の停止や

制限（日本側及び

相手市場側） 

- 市場における度重

なるロックダウン

等や我が国におけ

る緊急事態宣言等

による外出制限・

イベントの開催制

限や中止 

- 旅行関連事業者の

相次ぐ廃業、休業 

等のインバウンドへ極

めて大きな影響が生じ

た。 

（参考）中期計画期間

中の訪日客数の推移 

平成 30 年：

3,119 万 1,856 人（対前年

8.7％増） 

令和元年：

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

（1）① 国別戦略に基づくプ

ロモーションの徹底 

・ コロナ前は、各種プロモ

ーションの適正かつ効率

的な実施で、過去最多の

訪日旅行者数（平成 30

年 3,119 万人、令和元年

3,188 万人）へ貢献し

た。数値目標を概ね高水

準で達成し、年度評価で

平成 30 年度 A、令和元

年度 Sと高評価を取得し

た。 

・ コロナ禍では商談会やメ

ディア招請等の実施等に

影響甚大も、オンライン

等で工夫を凝らし、コロ

ナ収束後を見据え、訪日

意欲・関心の維持・向上

や、新たなテーマの事業

に取り組み、数値目標は

令和 2年度から令和 3年

度では改善し、中期数値

目標も令和 3年度末時点

で半数が達成した。 

 

（1）②デジタルマーケティ

ングの本格導入 

・ コロナ前は、訪日外国人

旅行者の旅行トレンドを

把握する等データ分析に

基づくマーケティング、

外国人視点によるウェブ

サイト等のコンテンツの

充実等に取り組み、数値

目標も達成し、年度評価

評定 A 評定  

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×３項目×２（重要度の高い項目のた

め）＋Ａ４点×１項目）÷（４項目＋３）＝４ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、

Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、

重要度の高い項目については加重を２倍として

いる。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 訪日プロモーション業務において、機構は設

定した数値目標のうち、9項目において令和 3年

度の時点で対中期目標達成率が 100％を超えて

いるのが 12 項目中 8 項目（うち 120％越えが 5

項目）。各種プロモーションの適正かつ効率的に

実施したことにより、令和 1 年度には 3,188 万

人という過去最多の訪日外国人旅行者数に貢献

した。 

 また、コロナ禍においても、オンライン等を駆

使し、コロナ収束後を見据え、新たなテーマの事

業に積極的に取り組んだ。 

以上のことを踏まえ、中期計画における所期

の目標を上回る成果が得られる見込であると認

められることから、A 評価とする。 

  

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

た、各国の状況に精

通している外国人有

識者等の知見を活用

する。 

さらに、滞在期間

が長く、旅行消費額

も多い欧米豪を中心

とした旅行者の旅行

意欲をかき立てる魅

力的なコンテンツを

発掘し、デジタルマ

ーケティングやその

他市場ごとに有効な

メディア等を活用し

て、旅行先として多

様な魅力を有する日

本を認知・認識さ

せ、訪日無関心層を

訪日関心層へと態度

変容させるためのプ

ロモーションを実施

する 

数値目標 

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

1,000 万人にする。 

・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間ユーザー数を 

5,000 万人にする。 

・中期目標期間中、

機構が提供する訪日

旅行商品の販売、造

成のための商談件数

を年平均 33,600 件

以上とする。 

・中期目標期間中、

商談参加者の評価

が、4 段階評価で最

トワークサービスのフ

ァン数を 1,000 万 人

にする。 

 

 ・中期目標期間中

に、機構が作成するウ

ェブサイト等の年間ユ

ーザー数を 5,000 万

人 にする。 

 

 

③訪日外国人旅行者の

戦略的誘客の実現 

・中期目標期間中に、

事業パートナーに対す

る海外事務所員や本部

職員による個別コ ン

サルティングを 4,000 

件以上とする。 

 

・事業パートナーに対

する調査において、機

構からの情報提供が、

4段階評価で最上 位の

評価を得る割合が 

50％以上となることを

目指す。 

 

・地方公共団体・DMO 

等国内関係主体を対象

に、各種研修会、ワー

クショップ、セミ ナ

ー等を年間 25 回以上

開催し、地方への誘客

等につながる的確な情

報やノウハウ を提供

する。 

 

 

④国際会議等の誘致・

開催支援業務 

・中期目標期間中、海

3,188 万 2,049 人（対前年

2.2％増） 

令和 2 年：

411 万 5,828 人（対前年

87.1％減） 

令和 3 年：24

万 5,862 人（対前年 94.0％

減） 

・ その結果、計画やその

数値目標達成の前提と

なる、 

- 直接に訪日を促す

広告宣伝 

- 人が集う形態をと

るセミナーや商談

会 

- 実際の訪日を前提

とする招請関連事

業 

等の実施が困難となっ

た他、訪日が難しい環

境下でウェブサイト等

を通じて日本の観光情

報にアクセスする需要

が減少する等、機構の

事業は甚大な影響を被

った。 

・ 一方で、短期的にはコ

ロナ禍において訪日外

客を受け入れできない

中でも、将来のインバ

ウンドの再開に向けた

準備として海外の業界

関係者及び消費者にお

ける情報ニーズは非常

に高く、また、一部諸

外国は我が国に先行し

て国際観光を再開しつ

つあったため、競合国

に市場が奪われるリス

クに対応するべく消費

も平成 30年度 A、令和

元年度 Aと高評価を取得

した。 

・ コロナ禍では、水際規制

でウェブサイトや SNS の

アクセス需要に影響があ

る中、SNS は令和 3年度

に中期の数値目標を達

成、ウェブサイトユーザ

ー数も令和 2年度は目標

未達となるも、令和 3年

度は改善し年度の数値目

標を達成。質的にも基盤

整備によりデータ分析に

基づくマーケティング・

プロモーションを実施す

る体制を強化した。 

 

（1）③訪日外国人旅行者の

戦略的誘客の実現 

・ 地域連携部を設置し体制

を強化した上、情報提供

や相談対応により、地方

が行うプロモーションの

質の向上を支援し地方へ

の旅行者誘客に向け取り

組むとともに、オールジ

ャパン体制でプロモーシ

ョンを実施した。コロナ

前は年度数値目標も達成

し、年度評価で平成 30

年度、令和元年度 Aを取

得した。 

・ コロナ禍では、水際規制

による活動減少や出張困

難等で特に海外事務所と

の個別コンサルの機会が

減る中、オンラインでの

リアルタイム発信等の工

夫も行い戦略的に情報発

信した。数値目標は、個

別コンサル件数は令和 2
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化するとともに ICT

専門人材を配置し、

訪日外国人旅行者の

移動履歴等ビックデ

ータの解析により旅

行トレンドを把握す

る等データ分析に基

づくマーケティング

の実施や、外国人視

点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの

充実を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

海外現地目線の訪

日プロモーションを

推進するため、本

部・海外事務所にお

いてマーケティング

等の専門人材を配置

し、より効果的な訪

日外国人旅行者の誘

客を行う。 

また、海外におけ

る現地関係者や民間

企業との連携を強化

することにより、イ

ベントやセミナーの

開催、情報発信等オ

上位の評価を得る割

合が 45％以上とな

ることを目指す。 

・中期目標期間中、

機構が招請したメデ

ィアが作成した番

組・記事の接触者数

を年平均 3.6 億人

以上とする。 

 

②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS 

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

化するとともに ICT 

専門人材を配置し、

機構のウェブサイト

や SNS（フェイスブ

ック等）の活用等に

より、訪日外国人旅

行者の移動履歴等ビ

ックデータを収集・

分析し、市場別プロ

モーションの最適

化、ウェブサイトの

コンテンツの充実を

進める等、デジタル

技術とデータ分析に

基づくマーケティン

グ及びプロモーショ

ンを実施する。 

数値目標  

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

外の国際会議・インセ

ンティブ旅行主催者等

と、機構、国内 の地

方公共団体及び民間事

業者等との商談件数を

年平均 3,400 件以上

とする。 

 

・商談参加者に対する

調査において、商談の

評価が、4段階評価で

最上位の評価を得 る

割合が 30％以上とな

ることを目指す。 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

①国別戦略に基づくプ

ロモーションの徹底 

訪日プロモーション

事業の実施主体とし

て、最新の旅行トレン

ドを把握しながら訪日

プロモーション重点市

場毎に戦略を策定し、

ターゲット層を明確に

したうえで事業を進め

ているか。また、政府

目標の動向を踏まえ、

個々の事業ごとに招請

したメディアによる番

組・記事の接触者数等

の定量的目標（KPI）

を設定し、事業成果を

厳格に管理する等、

PDCA サイクル化を徹

底し、適正かつ効果的

者に向けて日本への興

味関心を維持・喚起す

る必要があり、コロナ

禍でオフライン事業に

一部制約がある中で

も、ウェビナーやオン

ラインによる情報発信

の強化等、従来とは違

った事業展開も含め対

応を行った。また、中

長期的には、コロナ回

復後を見据えたこれま

でとは異なる新たな市

場変化への対応も含め

た環境整備を行った。

具体的には以下の項目

について重点的に取り

組んだ。 

＜令和2年度後半の主な重

点取組＞ 

1. 将来の訪日需要喚

起に向けた情報収

集・分析及び情報

発信の強化 

2. 将来の訪日需要喚

起に向けたプロモ

ーション基盤の整

備 

3. DMO や地方自治体

等の訪問・コンサ

ルティング・情報

発信の強化及び国

内インバウンド関

者との関係強化 

4. オンラインセミナ

ー等を通じた海外

市場動向等に関す

る最新情報の日本

の地方・観光関連

事業者等への提供 

5. 将来の富裕層等の

誘客や新たなマー

ケット開拓にも資

する海外の組織・

キーパーソンとの

関係構築及び旅行

業界との関係再構

築・関係強化

  

年度から令和 3年度は改

善し、研修会・セミナー

はコロナ禍も目標を大幅

達成し、令和 3年度末時

点で中期の数値目標も達

成した。 

 

（2）国際会議等の誘致・開

催支援業務 

・ 海外においては各種

MICE 関連団体等との国

際ネットワークを活用し

た情報の収集力・分析力

を強化するとともに、国

内においては大学・学

会・産業界等主催者と連

携し、コロナ前は数値目

標も高い水準で達成し、

年度評価も平成 30年度

S等高い評価を取得し

た。令和元年は、アジア

主要 5カ国における国際

会議の開催件数に占める

割合は政府目標の「3

割」を超えた。 

・ また、コロナ禍では、水

際規制や見本市の中止等

も相次ぐ中、商談件数は

年度数値目標未達となる

も、オンライン等での創

意工夫で令和 2年度から

令和 3年度にかけ改善、

参加者満足度は令和 3年

度末時点で中期数値目標

を大幅に超過する高い水

準となった。 

 

・ 以上を踏まえ、訪日プロ

モーション等の業務につ

いて、中期計画における

所期の目標を達成してい

ると判断した。 
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ールジャパン体制で

の誘客を図る。 

さらに、地方への

訪日外国人旅行者の

誘客のために、地方

自治体・DMO 等との

連携の促進や地方支

援を専任とする部署

の体制強化により、

地域への誘客・消費

につながる外国人目

線のニーズ等の的確

かつ迅速な情報提供

や地域の観光資源を

掘り起こしプロモー

ションしていくため

のノウハウの提供等

を通じて、地方が行

うプロモーションの

質の向上を支援す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 万 人にす

る。（再掲） 

 ・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間ユーザー数を 

5,000 万人 にす

る。（再掲） 

 

③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

海外現地目線の訪

日プロモーションを

推進するため、本

部・海外事務所にお

いてマ ーケティン

グ等の専門人材を配

置し、事業パートナ

ーに対するコンサル

ティングを 実施す

る等、より効果的な

訪日外国人旅行者の

誘客を行う。  

また、在外公館、

他の独立行政法人、

地方自治体、民間企

業等との連携を積極

的に 行い、イベン

トやセミナーの開

催、情報発信等オー

ルジャパン体制での

誘客を図る。 

さらに、地方への

訪日外国人旅行者の

誘客のために、地方

運輸局、地方自治

体・DMO 等との連

携、地方支援を専任

とする部署の体制強

化、地方におけるセ

ミナー等の開催 を

通じて、外国人目線

に事業を実施している

か。更に、各国の状況

に精通している外国人

有識者等の知見を活用

しているか。 

 

②デジタルマーケティ

ングの本格導入 

デジタルマーケティ

ングを活用して訪 日

外国人旅行者の移 動

履歴等ビックデー タ

の解析により旅行 ト

レンドを把握し、 外

国人視点によるウ ェ

ブサイト等のコン テ

ンツの充実を進め て

いるか。 データ分析

を基に した自治体等

へのコ ンサルティン

グやウ ェブサイト等

を通じ て行う自治体

等の情 報発信の品質

向上を 支援している

か。 

 

③訪日外国人旅行者の

戦略的誘客の実現 

在外公館や地方自治

体等と連携し、オール

ジャパン体制で訪日外

国人旅行者の戦略的誘

客が実現しているか。

地方への訪日外国人旅

行者の誘客のために、

地域への誘客・ 消費

につながる外国人目線

ニーズ等の情報提供や

相談対応、地域の観光

資源をプロモーション

していくための助言等

を通 じて、地方が行

6. 機構のガバナン

ス・機能強化 

 

＜令和3年度の主な取組方

針＞ 

（海外向け） 

1. 日本で開催される

主要イベントと連

携した情報発信 

2. コロナの状況や出

入国規制の変化に

対応した、SNS・

ウェブサイトによ

る情報発信その他

の各種取組の機動

的な実施 

3. 上質な観光サービ

スを求める旅行者

やテーマ特化型旅

行者の誘客に資す

る関係者との連携

強化 

4. E コマースによる

地域産品の物販を

絡めた地域の観光

情報の発信 

5. コロナ禍における

訪日旅行の不安払

拭に向けた情報発

信 

（国内向け） 

1. 海外事務所・本部

職員による国内イ

ンバウンド関係者

（賛助団体・会

員・その他）に対

するコンサルティ

ング・支援、海外

市場動向に関する

情報提供の拡充 

2. プロモーションの

本格的再開に向け

た良質な観光コン

テンツの収集と分

類・整理・活用 

3. 機構ウェブサイト

日本語化等国内向

け情報発信の実施 

4. 出入国規制の動向

やコロナ禍の旅行

需要の動向に関す

る情報収集と国内

インバウンド関係

者への展開 

なお、新型コロナウイルス感

染症により影響が生じている

が、「独立行政法人の評価に関

する指針」（総務大臣決定）に

おいて、「予測し難い外部要因

により業務が実施できなかっ

た場合や、外部要因に対して

当該法人が自主的な努力を行

っていた場合には、評定にお

いて考慮するものとする。」と

ある点を考慮する。 
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(2) 国際会議等の誘

致・開催支援業務 

 我が国の MICE 

（Meeting, 

Incentive Travel, 

Convention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推

進基本計画」に位置

づけられている「ア

ジア主要国における

国際会議の開催件数

に占める割合 3 割

以上・アジア最大の

開催国」を達成する

ため、引き続き国際

会議誘致に関する取

組を強化する。ま

た、今後これまで以

上にインバウンドを

伸ばしていくために

は、国際会議のみな

らず、MICE 全体に

対する誘致策を促進

する必要があること

から、国際会議以外

の分野についても取

組を強化する。これ

らの取組に際して

は、2019 年のラグ

ビーワールドカッ

プ、2020 年の東京

オリンピック・パラ

リンピック、2021 

年のワールドマスタ

ーズという大型スポ

ーツイベントが集中

的に日本で開催さ

れ、日本への注目が

集まる機会を捉え、

ニーズ等の情報提供

や相談対応、地域の

観光資源をプロモー

ションしていくため

の助言等を実施し、

地方が行うプロモー

ションの質の向上を

支援する。 

 

数値目標 

・中期目標期間中

に、事業パートナー

に対する海外事務所

員や本部職員による

個別コ ンサルティ

ングを 4,000 件以

上とする。 

・事業パートナーに

対する調査におい

て、機構からの情報

提供が、4段階評価

で最上 位の評価を

得る割合が 50％以

上となることを目指

す。 

・地方公共団体・

DMO 等国内関係主体

を対象に、各種研修

会、ワークショッ

プ、セミ ナー等を

年間 25 回以上開催

し、地方への誘客等

につながる的確な情

報やノウハウ を提

供する。 

 

 

(2) 国際会議等の誘

致・開催支援業務 

我が国の MICE 

（Meeting, 

Incentive Travel, 

うプロモーションの質

の向上を支援している

か。 

 

（2）国際会議等の誘

致・開催支援業務 

「観光立国推進基本計

画」（平成 29 年 3 月 

28 日閣議決定）に位置

づけられている「アジ

ア主要国に おける国

際会議の開 催件数に

占める割合 3 割以上・

アジア最大の開催国」

の達成（目標：2020 年

まで）に貢献するよう、

関係者と連携して国 

際会議誘致に関する取

り組みを強化している

か。 また、ミーティン

グ、インセンティブに

ついては、デスティネ

ーションとしての日本

の認知度向上 に訴求

力のある海外 MICE 見

本市等の ベントや媒

体を活用し、露出効果

の最大化を図っている

か。 

5. コロナによる環境

変化も踏まえた

MICE 誘致・開催

に係る初級から上

級までの体系的な

人材の育成 

（機構の機能等の強化） 

1. 誘客再開に向けた

機構のマーケティ

ング機能強化 

2. 内部統制の強化 

 

・ 以上のような状況であ

ったことから、以下に

おいては、コロナ前の

平成 30 年度～令和元

年度、コロナ禍の令和

2年度以降を分けて記

述を行っていくことと

する。 

 

＜主な業務実績＞ 

（1）①国別戦略に基づく

プロモーションの徹底  

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、海外の旅行会

社等の訪日旅行商品

造成・販売支援や観

光情報の発信等の各

種取組を通じて、過

去最多の訪日外国人

旅行者数（平成 30年

3,119 万人、令和元年

3,188 万人）達成に貢

献した。事業の実施

にあたっては、訪日

プロモーション重点

市場ごとに戦略を策

定し、ターゲット層

を明確にした商談会

やメディア招請等の

機会を有効活用し、
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効果的なプロモーシ

ョン活動を行い、大

型スポーツイベント

開催後も見据えた 

MICE の誘致につな

げる必要がある。 

上記を踏まえ、具

体的な活動として

は、海外においては

各種 MICE 関連団体

等との国際ネットワ

ークを活用し、世界

の MICE 市場の動向

及び競合する都市や

団体による誘致活動

に関する情報の収集

力・分析力を強化

し、今後の市場トレ

ンドの把握や課題の

整理・解決を図ると

ともに、デスティネ

ーションとしての日

本への関心を喚起す

るコンテンツの作成

や、デジタルマーケ

ティングを活用した

プロモーションを展

開する等の取組を実

施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、大

学・産業界等国内主

催者との一層の関係

強化・支援強化に取

り組む。これらの活

動に際し、地域のコ

ンベンションビュー

ローとの役割分担を

明確にして効率化を

図る一方、我が国の

ナショナルコンベン

ションビューローと

Convention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推

進基本計画」（平成 

29 年 3 月 28 日閣

議決定）に 

位置づけられている

「アジア主要国にお

ける国際会議の開催

件数に占める割合 3 

割以上・アジア最大

の開催国」の達成に

貢献するよう、引き

続き国際会議誘致に

関する取組を強化す

る。また、今後これ

まで以上にインバウ

ンドを伸ばしていく

ためには、国際会議

のみならず、MICE 

全体に対する誘致策

を促進する必要があ

ることから、ミーテ 

ィング、インセンテ

ィブ等国際会議以外

の分野についても取

組を強化する。これ

らの取組に際して

は、2019 年のラグ

ビーワールドカッ

プ、2020 年の東京

オリンピック・パラ

リンピック、2021 

年のワールドマスタ

ーズという大型スポ

ーツイベントが集中

的に日本で開催さ

れ、日本への注目が

集まる機会を捉え、

効果的なプロモーシ

ョン活動を行い、大

地方への誘客促進や

季節分散を図るとと

もに、定量的目標

（KPI）を設定し、事

業成果を厳格に管理

する等、PDCA サイク

ル化を徹底し適正か

つ効果的に事業を展

開した。 

・ コロナ禍（令和 2年

度以降）において

は、旅行業界向けに

は収束後を見据え、

海外の旅行会社の訪

日旅行商品の造成・

販売に係る知識や意

欲の向上及び継続的

な情報発信による訪

日意欲・関心の維

持・向上等を目指

し、日本の最新情報

を提供するため、ウ

ェビナーの実施・ニ

ュースレター配信・

商談会開催及び参加

等を行った。特に、

オンラインによる商

談会を積極的に実施

し、収束後の訪日旅

行商品の造成・送客

につながる情報提供

及び貴重なネットワ

ーキングの機会を提

供することができ

た。また、一般消費

者向けには SNS や在

京メディア・インフ

ルエンサー等を重点

的に活用して、訪日

旅行の情報発信を行

った。 



13 

しての機能を強化す

る。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

イベントや媒体との

連携により、露出効

果の最大化を図る。

加えて産業界と連携

し、海外に対する訴

求を強化する。 

なお、これらの各種

取組に当たっては、

成果の最大化の観点

から、支援対象等の

選択と集中の徹底及

び効率的な実施に留

意することとする。 

型スポーツイベント

開催後も見据えた 

MICE の誘致につな

げるよう留意する。

上記を踏まえ、具体

的な活動としては、

海外においては 

ICCA（国際会議協

会：International 

Congress and 

Convention 

Association）等と

の国際ネットワーク

を活用し、世界の 

MICE 市場の動向及

び競合する都市や団

体による誘致活動に

関する情報の収集

力・分析力を強化

し、今後の市場トレ

ンドの把握や課題の

整理・解決を図ると

ともに、日本の 

MICE ブランド・コ

ンセプトに基づき、

デスティネーション

としての日本への関

心を喚起するコンテ

ンツやデジタルマー

ケティングを活用し

たプロモーションを

展開する等の取組を

実施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、

MICE アンバサダー

等国内主催者との一

層の関係強化・支援

強化に取り組む。こ

れらの活動に際し、

地域のコンベンショ

ンビューローとの役

（1）②デジタルマーケテ

ィングの本格導入  

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、訪日外国人旅

行者の旅行トレンド

を把握する等データ

分析に基づくマーケ

ティング、外国人視

点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの

充実に取り組むとと

もに、機構のノウハ

ウを提供することに

より、自治体等の情

報発信の品質の向上

も支援した。 

・ コロナ禍（令和 2年

度以降）において

は、機構の SNS のフ

ァン数については、

新たな市場での SNS

アカウントの開設

や、各 SNS アカウン

トで日々創意工夫を

凝らした投稿を行っ

たこと等が寄与し、

コロナ禍において日

本の観光情報にアク

セスする需要が減少

する中でも、目標を

上回るファン数の増

加を実現した。ま

た、デジタルマーケ

ティングへの対応に

ついて、組織体制の

整備に加え、高度専

門人材の知見や、SNS

やウェブサイトユー

ザーの動向を把握す

るデータ基盤を整備
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割分担を明確にして

効率化を図る一方、

我が国のナショナル

コンベンションビュ

ーローとしての機能

を強化する。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

海外 MICE 見本市等

のイベントや媒体を

活用し、露出効果の

最大化を図る。加え

て産業界と連携し、

海外に対する訴求を

強化する。 

なお、これらの各

種取組に当たって

は、成果の最大化の

観点から、支援対象

等の選 

択と集中の徹底及び

効率的な実施に留意

することとする。 

 

数値目標 

・中期目標期間中、

海外の国際会議・イ

ンセンティブ旅行主

催者等と、機構、国

内 の地方公共団体

及び民間事業者等と

の商談件数を年平均 

3,400 件以上とす

る。 

・商談参加者に対す

る調査において、商

談の評価が、4段階

することで、データ

分析に基づくマーケ

ティング・プロモー

ションを実施する体

制を強化した。 

（1）③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現  

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、戦略的な訪日

外国人旅行者の誘客

のため、在外公館、

他の独立行政法人、

地方自治体、民間企

業等との連携を通じ

て、オールジャパン

体制でプロモーショ

ンを行うとともに、

情報提供や相談対応

により、地方が行う

プロモーションの質

の向上を支援し、地

方への旅行者の誘客

に向けた取組を行っ

た。 

・ コロナ禍（令和 2年

度以降）において

は、コロナ禍におけ

るインバウンドに関

する情報を、オンラ

インも活用して様々

な機会を通じて各地

の事業パートナーに

提供するとともに、

収束後を見据え、地

方自治体等との連携

によりオールジャパ

ン体制で日本の魅力

を戦略的に発信し

た。 
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評価で最上位の評価

を得 る割合が 30％

以上となることを目

指す。 

 

（2）国際会議等の誘致・

開催支援業務   

・ コロナ前（平成 30～

令和元年度）におい

ては、海外において

は各種 MICE 関連団体

等との国際ネットワ

ークを活用した情報

の収集力・分析力を

強化するとともに、

国内においては大

学・学会・産業界等

主催者と連携し、国

際会議の誘致やイン

センティブ旅行誘致

等の活動を強化し

た。海外競合国・地

域との誘致競争が激

しさを増す中、日本

における国際会議開

催件数は、527 件

（ICCA 統計（平成 31

年）前年比 7.1％増、

アジア・太平洋地域

で 2位、世界総合ラ

ンキング第 8位）と

なった。アジア主要 5

カ国における国際会

議の開催件数に占め

る割合は 30.1％とな

り、政府目標の「3

割」を超えた。 

・ コロナ禍（令和 2年

度以降）において

は、海外で開催され

る大型見本市や機構

が開催する予定であ

ったセミナーや商談

会が中止となり、商

談件数の数値目標は

達成できなかった
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が、国際会議の実施

形態も急激に変わる

中、アンバサダープ

ログラムによる国際

会議の誘致件数は令

和元年度と同数の 5

件となる等、国内主

催者の国際会議の誘

致・開催活動の支援

を引き続き行った。

また、商談参加者の

満足度は数値目標を

上回り、研修参加者

等からも高い評価を

得た。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

（1）①国別戦略に基づく

プロモーションの徹底 

・ 機構 SNS ファン数：

令和 3年度時点累計 

1,041 万人（対中期目

標達成率 104.1％） 

  （各年度達成率 平

成 30：113.1％、令

和元：112.8％、令

和 2：104.9％、令

和 3：108.4％） 

・ 機構作成ウェブサイ

ト等の年間ユーザー

数：期間中最高実績 

4669 万人（対中期目

標達成率 93.4％） 

  （各年度達成率 平

成 30：128.9％、令

和元：133.4％、令

和 2：33.1％、令和

3：101.9％） 

※ 個人情報規制の影

響がない場合の令

和 3年度実績推
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計：最大 5,080 万

人（対中期目標達

成率 101.6％） 

・ 機構提供商談件数：

平成 30～令和 3年度

平均 2 万 5,997 件

（対中期目標達成率

77.4％） 

  （各年度達成率 平

成 30：124.9％、令和元：

127.0％、令和 2：

19.8％、令和 3：37.7％） 

・ 商談参加者評価 4段

階評価最上位評価割

合：平成 30～令和 3

年度平均 55.5％（対

中期目標達成率

123.3％） 

  （各年度達成率 平

成 30：94.8％、令和元：

138.7％、令和 2：

119.8％、令和 3：

140.2％） 

・ 招請メディアによる

番組・記事接触者

数：平成 30～令和 3

年度平均約 8.0 億人

（対中期目標達成率

222.9％） 

  （各年度達成率 平

成 30：476.9％、令和元：

285.1％、令和 2：

38.8％、令和 3：90.9％） 

 

（1）②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

・ [再掲] 機構 SNS ファ

ン数：令和 3年度時

点累計 1,041 万人

（対中期目標達成率

104.1％） 
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 （各年度達成率 平

成 30：113.1％、令和元：

112.8％、令和 2：

104.9％、令和 3：

108.4％） 

・ [再掲 ]機構作成ウェ

ブサイト等の年間ユ

ーザー数：期間中最

高実績 4,669 万人

（対中期目標達成率

93.4％） 

   （各年度達成率 平

成 30：128.9％、令和元：

133.4％、令和 2：

33.1％、令和 3：

101.9％） 

※ 個人情報規制の影

響がない場合の令

和 3年度実績推

計：最大 5,080 万

人（対中期目標達

成率 101.6％） 

 

（1）③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

・ 事業パートナーへの

個別コンサルティン

グ件数：期間中最高

実績（平成 30年度）

4,092 件（対中期目標

達成率 102.3％）  

  （各年度達成率 平

成 30：113.7％、令和元：

101.3％、令和 2：

72.3％、令和 3：81.3％） 

・ 地方公共団体等向け

各種研修会、セミナ

ー等開催件数：平成

30～令和 3年度平均

36.5 回 （対中期目標

達成率 146.0％） 
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  （各年度達成率 平

成 30：152.0％、令和元：

176.0％、令和 2：

112.0％、令和 3：

144.0％） 

・ 機構による情報提供

の 4 段階評価最上位

評価割合：平成 30～

令和 3年度平均

63.7％（対中期目標

達成率 127.4％） 

  （各年度達成率 平

成 30：108.4％、令和元：

138.4％、令和 2：

137.0％、令和 3：

125.6％） 

 

（2）国際会議等の誘致・

開催支援業務 

・ 機構、国内の地方公

共団体及び民間事業

者等による商談件

数：平成 30～令和 3

年度平均 2,762 件

（対中期目標達成率

81.2％） 

  （各年度達成率 平

成 30：122.0％、令和元：

146.0％、令和 2：

12.7％、令和 3：44.2％） 

・ 商談参加者による 4 

段階評価最上位評価

割合：平成 30～令和

3年度平均 55％（対

中期目標達成率

183.3％） 

  （各年度達成率 平

成 30：151.9％、令

和元：170.7％、令

和 2：233.3％、令

和 3：177.7％） 
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４．その他参考情報 

特になし。 
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(1)―①国別戦略に基づくプロモーションの徹底 

１．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

①国別戦略に基づく

プロモーションの徹

底 

現地目線のきめ細

かなプロモーション

を推進するため、訪

日プロモーション重

点市場毎に、最新旅

行トレンドを把握

し、ターゲット層等

を明確にした国別戦

略を策定するととも

に、個々の事業ごと

に目標（KPI）を設定

し、事業成果の厳格

な管理・PDCA サイク

ル化を更に徹底す

る。また、各国の状

況に精通している外

国人有識者の知見を

活用する。 

さらに、滞在期間

が長く、旅行消費額

も多い欧米豪旅行者

の旅行意欲をかき立

てる魅力的なコンテ

ンツを発掘し、イン

ターネット等の様々

なツールを駆使して

発信することによ

り、日本を旅行先と

して認知・意識して

いない層を取り込む

プロモーションを実

(1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

①国別戦略に基づく

プロモーションの徹

底 

 訪日プロモーシ

ョン事業の実施主体

として、最新の旅行

トレンドを把握しな

がら訪日プロモーシ

ョン重点市場毎に戦

略を策定し、ターゲ

ット層を明確にした

うえで、ブロガーや

メディアの招請、ウ

ェブサイトやソーシ

ャルネットワークの

活用等により日本の

認知度を高めるとと

もに、有力旅行会社

キーパーソンの日本

への招請、商談会の

開催等により訪日旅

行商品の造成を促進

する。 

取組を進めるうえ

では、政府目標の動

向を踏まえ、個々の

事業ごとに招請した

メディアによる番

組・記事の接触者数

等の定量的目標

（KPI）を設定し、

事業成果を厳格に管

理する等、PDCA サ

イクル化を徹底し、

＜主な定量的指標＞ 

・中期期間中に、 機

構のソーシャルネ ッ

トワークサービス の 

フ ァ ン 数 を 1,000

万人にする。 

 

 ・中期期間中に、 機

構が作成するウェ ブ

サイト等の年間ユ ー

ザー数を 5,000 万 人

にする。 

 

 ・機構が提供する訪 

日旅行商品の販売、造

成のための商談件 数

を年 33,600 件以 上

とする。 

 

 ・商談参加者の評価

が、4 段階評価で最上

位の評価を得る割 合

が 45％以上となるこ

とを目指す。  

 

・機構が招請したメ 

ディアが作成した番 

組・記事の接触者数 

を年 3.6 億人以上と 

する。 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

＜主要な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和元年度）においては、海

外の旅行会社等の訪日旅行商品造成・販売支援や観

光情報の発信等の各種取組を通じて、過去最多の訪

日外国人旅行者数（平成 30 年 3,119 万人、令和元

年 3,188 万人）達成に貢献した。事業の実施にあた

っては、訪日プロモーション重点市場毎に戦略を策

定し、ターゲット層を明確にした商談会やメディア

招請等の機会を有効活用し、地方への誘客促進や季

節分散を図るとともに、定量的目標（KPI）を設定

し、事業成果を厳格に管理する等、PDCA サイクル化

を徹底し適正かつ効果的に事業を展開した。国別戦

略に基づく各市場に向けた主な取組事例は以下の

とおり。 

 

【日本の認知度向上にむけた情報発信の強化】 

（取組例） 

・ 平成 29 年度から令和元年度に制作したグロー

バルキャンペーン事業の動画を活用し、令和

元年度にオンラインで広告を展開した。広告

の実施にあたっては最も効果的な媒体、実施

時期、ターゲット、利用クリエイティブを設

定し、「Google Display Network」,

「YouTube」,「Crimtan」,「RTL」,

「Adobe」,「National Geographic」,「Conde 

Nast Traveler」,「Trip Advisor」の媒体を

使用し、広告配信とリマーケティングを行っ

た。その結果、総インプレッション数 29 億

4,539 万 2,255 回、動画視聴回数 1億 2,574

万 3,138 回、クリック数 1,388 万 1,069 回を

達成した。 

・ 令和元年度、欧米豪市場向けプロモーションの

一環として、グローバルチャンネルである

「BBC」、「CNN」、「Euronews」の 3社において、

日本の紹介番組を放映した。ニュースメディア

ならではの視点で、ターゲットのより深い興

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【数値目標】 

（SNS ファン数） 

・ 機構の SNS ファン数

は、平成 30 年度に

769 万人、令和元年度

に 891 万人、令和 2

年度に 965 万人、令

和 3年度に 1,041 万

人となり、コロナ前

だけでなく、コロナ

禍において日本の観

光情報にアクセスす

る需要が減少する中

でも、年度の目標数

を上回った。中期目

標の達成としては令

和 3年度時点で 1,041

万人となり、中期目

標の 1,000 万人を上

回っている。（数値目

標達成率 104.1％） 

（ウェブサイト等の年間

ユーザー数） 

・ 機構が作成するウェ

ブサイト等の年間ユ

ーザー数は、平成 30

年度に 4,061 万人、

令和元年度に 4,669

万人、令和 2年度に

1,357 万人、令和 3年

度に 4,585 万人とな

り、コロナの多大な

影響を受けた令和 2

年度は目標を下回っ

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

数値目標については、コロナによる不可抗

力の外部要因による事業影響のため、ウェ

ブサイト等の年間ユーザー数、商談件数、

メディア招請接触者媒体者数については

特に大きな影響があった。また、ウェブサ

イト等の年間ユーザー数については、世界

の個人情報保護規制により一部の数値集

計ができなくなる外部要因があった。 

 機構作成ウェブサイト等の年間ユーザー

数、機構提供商談件数、招請メディアによ

る番組・記事接触者数について、外部要因

の影響がないコロナ前の平成 30 年度、令

和元年度の２ヵ年において、それぞれ目標

達成率 120％を超えている点は評価でき

る。特に、招請メディアによる番組・記事

接触者数については、中期の数値目標の達

成率は令和 3 年度時点でも 222.9%と、コ

ロナ前の実績により極めて高い達成率と

なっている。コロナ禍においても、ウェブ

サイト等の年間ユーザー数については、ア

クセス需要が減少する中で、東京 2020 オ

リンピック・パラリンピック大会開催にあ

わせた特設ウェブサイトへの誘引強化等

の工夫を凝らした結果、令和 3年度は年度

目標を達成したことに加え、個人情報保護

規制の影響がない場合の令和 3 年度の推

計値としては、最大 5,080 万人で、中期の

数値目標を上回る値となっている。 

また、商談件数について、コロナ禍にお

いては、コロナの影響により大規模なイベ

ントの中止、延期等を世界的に余儀なくさ

れたことに加え、旅行関連業界全体が大き

な影響を受け、廃業・休業する会社も多く、

商談会参加者の確保が難しい状況もあっ

たが、オンライン開催等の工夫を凝らした
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施する。 

 

適正かつ効果的に事

業を実施する。ま

た、各国の状況に精

通している外国人有

識者等の知見を活用

する。 

さらに、滞在期間

が長く、旅行消費額

も多い欧米豪を中心

とした旅行者の旅行

意欲をかき立てる魅

力的なコンテンツを

発掘し、デジタルマ

ーケティングやその

他市場ごとに有効な

メディア等を活用し

て、旅行先として多

様な魅力を有する日

本を認知・認識さ

せ、訪日無関心層を

訪日関心層へと態度

変容させるためのプ

ロモーションを実施

する 

 

数値目標 

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

1,000 万人にする。 

・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間ユーザー数を 

5,000 万人にする。 

・中期目標期間中、

機構が提供する訪日

旅行商品の販売、造

成のための商談件数

を年平均 33,600 件

以上とする。 

①国別戦略に基づくプ

ロモーションの徹底 

訪日プロモーション

事業の実施主体とし

て、最新の旅行トレン

ドを把握しながら訪日

プロモーション重点市

場毎に戦略を策定し、

ターゲット層を明確に

したうえで事業を進め

ているか。また、政府目

標の動向を踏まえ、

個々の事業ごとに招請

したメディアによる番

組・記事の接触者数等

の定量的目標（KPI）を

設定し、事業成果を厳

格に管理する等、PDCA 

サイクル化を徹底し、

適正かつ効果的に事業

を実施しているか。更

に、各国の状況に精通

している外国人有識者

等の知見を活用してい

るか。 

味・関心に訴える番組制作を行うとともに、3

社を同時に活用することで、各社のエリア及び

ターゲット特性を捉え、より広いリーチを達成

することが出来た。なお、「BBC」は令和元年度

に制作した桜動画を活用し、9月～10 月まで

956 本の CM を放送した（CM 視聴可能世帯数 3

億 3,047 万 5 千世帯）。 

BBC：4分番組を 5本制作、11 月 12 日～2月 4

日で 4分版 110 回、23分編成版 24回放送（番

組視聴可能世帯数 4億 3,000 万世帯） 

CNN：90 秒番組を 3本制作、10 月 19 日～12 月

15 日に 249 回放送（番組視聴可能世帯数 4 億

5,000 万世帯） 

Euronews：3 分番組を 7本制作、1月 3日～12

月 22 日に 112 回放送（番組視聴可能世帯数 3

億 7,651 万 2,000 世帯） 

 

【有力旅行会社・キーパーソンの日本への招請、商

談会の開催、出展を通じたプロモーション等】 

（取組例） 

・ 令和元年、東アジア市場の旅行会社 76 社を招い

て大規模商談会「VISIT JAPAN Travel Mart 2019 

-EAST ASIA-」を開催した。四国地方の国内セラ

ーも多く参加した本商談会では、1,672 件の商

談が活発に行われ、商談会後のファムトリップ

では全 5コースに分かれて四国全県を巡り、食

や自然、地域ならではの体験等、多様なコンテ

ンツの知識を深め、夏期シーズン以降の商品造

成を図った。 

・ 令和元年、豪州（メルボルン、シドニー）にお

いて、現地旅行会社やメディア等を対象とした

セミナー・商談会「ジャパン・ロードショー

（Japan Roadshow） 2019」を開催した。メルボ

ルンでは、日本から 54団体、現地から 134 人、

シドニーでは日本から 56団体、現地から 188 人

が参加した。（いずれも過去最大規模での開催）。

同商談会では、ウィンタースポーツだけでなく、

ラグビーワールドカップ等のイベントや年間を

通じた魅力を伝えるプレゼンテーションを実施

する等、グリーンシーズンも含めた情報提供を

実施した。また、2月にブリスベン、12 月にシ

たが、令和 3年度は

各種取組の工夫によ

り目標を上回った。

中期目標（年 5,000

万人）の達成として

は令和元年度に最高

値を記録し、数値目

標達成率 93.4％とな

っており、令和 4年

度において目標達成

を目指しているとこ

ろ。 

・ なお、EUや英国等等

一部の国において

は、ユーザー数の計

測に必要となる

Cookie 情報の取得に

ついてユーザーの同

意を義務づける個人

情報保護規制（GDPR

等）が導入されてお

り、ウェブサイトに

訪問したユーザーが

Cookie 情報の取得に

同意しない場合はユ

ーザー数として計測

できなくなってい

る。このため、上述

の年間ユーザー数は

実際のユーザー数よ

りも過少となってお

り、当該同意規制の

対応のために導入し

ている Cookie 同意ツ

ールの同意率（※）

をもとに推計する

と、年間ユーザー数

は最大 5,080 万人と

推計できる（参考

値）。（数値目標達成

率 101.6％（参考

値）） 

結果、令和 3年度は令和 2年度の実績を大

きく上回る結果を得た点は評価できる。 

なお、コロナでの事業実施に影響がある

事業類型がある中、数値目標にはなかった

ものの、例えば、令和 3年度、オリパラを

契機としたメディアミックスでの情報発

信として、グローバルメディアにて TVCM

を放映、その他バナーや動画を使ったオン

ライン広告や屋外広告も実施し、訪日プロ

モーション動画視聴者数が 3.1 億回以上

を記録したり、来日制限があった海外メデ

ィア向けには、在京メディア招請に加え、

有力メディアに対し、ニュースレター等で

の情報提供や個別アプローチを実施して

媒体接触者数 13.4 億人を記録したりと、

コロナ禍でもできる事業類型については

工夫を凝らして実施し成果を上げた点は

大きく評価できる。 

 また、SNS ファン数については、コロナ

禍でアクセス需要が減少する中、訪日への

興味関心維持のための SNS キャンペーン

等の工夫を凝らした結果、年度数値目標を

達成し、中期の数値目標も令和３年度時点

で既に達成している。 

 その他、商談参加者の評価が４段階のう

ち最上位の評価を得た割合は、中期の数値

目標に対して、令和 3 年度までの時点で

123.3%（達成率）となり、高い満足度が得

られている。 

また、定性的にも日本の認知度向上にむ

けた情報発信の強化として、コロナ前には

動画やオンライン広告等によるグローバ

ルキャンペーンを行い、コロナ禍において

は在留外国人をインフルエンサーとして

活用した新たな情報発信に取り組む等、情

報提供の強化を図った。更に、コロナ禍に

おける持続可能な開発目標（SDGs）への意

識の高まり等を踏まえ、令和 3年に「SDGs

への貢献と持続可能な観光（サステナブ

ル・ツーリズム）の推進に係る取組方針」

を策定し、サステナブル・ツーリズムの観

点から訪日旅行の魅力を紹介する取組を
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・中期目標期間中、

商談参加者の評価

が、4 段階評価で最

上位の評価を得る割

合が 45％以上とな

ることを目指す。 

・中期目標期間中、

機構が招請したメデ

ィアが作成した番

組・記事の接触者数

を年平均 3.6 億人

以上とする。 

ドニーにおいても同セミナー・商談会を開催し

た。ブリスベンでは日本 40 団体・現地 133 人、

シドニーでは日本 53 団体・現地 186 人が参加

し、各地で活発にネットワーキングが行われた。

機構のプレゼンテーションでは、機構が発行し

た地方の体験コンテンツを収録した冊子「100 

Experiences in Japan」に掲載されている体験

型観光を抜粋して紹介し地方の魅力発信を強化

した。 

・ 英国旅行業協会（ABTA：Association of 

British Travel Agents）の年次総会「The 

Travel Convention」が令和元年 10月 7日～9

日まで東京にて開催された。同総会はアジア初

開催の ABTA の一大イベントであり、ABTA に加

盟する旅行会社の幹部及び旅行メディアの編集

長等約 450 人のキーパーソンが一堂に会した。

機構は、ウェルカムレセプションや日帰りツア

ーを主催する等、開催を支援するとともに、会

期中のセミナーでのプレゼンテーションや、会

期前後の旅行会社及びメディア招請等の実施を

通して、ABTA のキーパーソンに訪日旅行の魅

力をアピールし、英国からの訪日旅行の拡大に

向けて働きかけを行った。 

 

【RWC2019 開催を契機としたプロモーション】  

RWC2019 開催を契機とした以下のようなプロモ

ーションを実施することで、欧米豪主要国から

の訪日外国人旅行者数の増加に貢献した。また

前回イングランド大会と比べた際の、各開催都

市の観客動員数シェアの分散化にも貢献した

（前回イングランド大会時はロンドンが全体の

約 50.1％のシェア。今回大会では最大の横浜

で 23.6％となった。）。 

（令和元年 9月から 10月期の主要国の訪日外国

人旅行者の推移） 

市場 
令和元年 9

月～10 月 

平成 30 年 9

月～10 月 

対前年同期

比 

英国 118,000 人 63,754 人 85.1％増 

フランス 66,000 人 54,463 人 21.2％増 

※ 同意率は同意数÷

Cookie 同意バナ

ー表示回数により

算出。ただし

Cookie 同意バナ

ー表示回数の計測

方法とウェブサイ

トユーザー数を計

測する

GoogleAnalytics

の計測方法が異な

るため、ウェブサ

イトユーザー数を

割り戻しても正確

性は担保されな

い。 

・ コロナ禍において

は、直接の訪日を促

す広告宣伝やキャン

ペーンの影響を大き

く受ける傾向にあ

り、観光目的の訪日

が難しい中で、より

成果が見込める訪日

旅行回復期に事業を

実施するため、令和 2

年度に予定していた

事業の相当程度を中

止、延期等せざるを

得なかったこと、ま

た、実際に訪日を予

定する旅行者が実用

情報にアクセスする

需要が減少したこ

と、GDPR 等各国の個

人情報保護規制への

対応等により、実際

のユーザー数を全て

捕捉できない状況が

生じたこと等の事情

により、ウェブサイ

ト等の年間ユーザー

行った点等は、先進的な取組として高く評

価する。 

また、令和４年７月４日に開催した外部

有識者会議においても「自己評価は妥当」、

「機構の中期計画見込みについては、自己

評価どおりでよい」といったコメントがあ

り、何れの委員も自己評価に対しては適切

な評価である旨評価されていた。 

以上を踏まえ、機構は中期計画における

所期の目標を上回る成果が得られる見込

であると認められるため、Ａ評価とする。 

 

＜指摘事項、業務運営上の課題及び改善方

策＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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豪州 112,100 人 96,061 人 16.7％増 

ニュージーラ

ンド 

27,000 人 14,571 人 85.3％増 

（取組例） 

・ 機構の運営するメディア向けサイト JOMC（ジ

ャパン・オンライン・メディア・センター）に

RWC2019 特設ページを開設した。メディアの取

材や記事執筆に寄与する開催 12 都市の観光情

報等を自治体と連携して収集し、特設ページに

おいて、各都市のイベント情報、撮影スポッ

ト、メディアツアー等を紹介した。併せてメデ

ィア対応窓口（メディア・ホットライン）も設

置したことにより海外メディアの記事化につな

がった。 

・ ワールドラグビー主催の RWC2019 放送メディア

向け説明会議の開催に合わせてレセプションを

主催し、海外メディア 40人の招待と併せ、大

会関係者、自治体職員等の計 82 人が参加し

た。レセプションでは海外メディアへ訪日プロ

モーションを行うとともに、開催 12 都市の自

治体職員がメディアと直接ネットワーキングす

る機会を設けた。（対象国・地域：英国、アイ

ルランド、フランス、イタリア、豪州、ニュー

ジーランド、米国、ラテンアメリカ） 

 

【一般消費者向けの博覧会への参加、航空会社との

共同広告等を通じたプロモーション】 

（取組例） 

・ 令和元年度、台湾（台北市・高雄市・台中市）

において旅行博に出展した。展示ブースでは台

湾で人気上昇中のアクティビティ（マラソン、

サイクリング等）のスケジュールを網羅したパ

ネルを展示した一方、ステージでは津軽三味線

の演奏、参加企業の独自ゲームイベント、現地

旅行会社の訪日旅行のプレゼンテーション等を

開催し、各自治体や企業が日本の魅力を発信す

るジャパンエリア全体への集客と回遊性を高め

た結果、台北 5万 9,872 人、台中 5万 5,680

人、高雄 5万 1,952 人が来場した。 

数の令和 2年度実績

は、年度目標を下回

る結果となった。 

・ 令和 3年度は、令和 2

年度と同様の状況で

あったが、東京 2020

大会開催にあわせた

機構のウェブサイト

内に設置したオリパ

ラ特設ページへの誘

引広告の強化や、オ

リパラ開催後も日本

への興味関心を継続

させるために、特設

ページ訪問者へのリ

ターゲティング広告

等を実施したことに

加え、中国市場での

フォトコンテスト事

業で多くのウェブサ

イトユーザー数を獲

得したことにより、

令和 2年度を大きく

上回る成果となり、

また、年度目標も達

成した。 

（商談件数） 

・ 機構が提供する訪日

旅行商品の販売・造

成のための商談件数

は、平成 30 年度に 4

万 1,973 件、令和元

年度に 4万 2,686

件、令和 2年度に

6,669 件、令和 3年度

に 1万 2,660 件実施

し、コロナ前におい

ては、年度の目標を

上回ったが、コロナ

禍においては、年度

の目標を下回る結果

となった。中期目標
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【東北への誘客拡大に向けた取組】 

（取組例） 

・ 令和元年度に、米国、豪州、英国、中国、香港、

台湾、タイ、シンガポール市場を対象に、OTA

（Expedia、Ctrip、TripAdvisor）と連携し、東

北地域の魅力を発信する特設サイトを制作し

た。同サイトを通じて当該エリアへの送客促進

を図る共同プロモーションを実施することで、

計 3万 9,465 泊の宿泊予約を獲得した。 

 

【外国人有識者等の知見を活用した取組】 

（取組例） 

 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、豪

州、イタリア、スペイン、ロシア市場の海外

アドバイザリーボードメンバーに対して、平

成 30年度は海外旅行には積極的だが訪日旅行

に関心が無い層（欧米豪市場）を対象とした

グローバルキャンペーンにおける具体的な体

験コンテンツの評価について、令和元年度は

富裕層へのコミュニケーション手法について

意見照会を行い、外国人視点でのアドバイス

を受け、適切にプロモーションに反映させ

た。    

 

【災害発生地域に関する取組】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度、台風 21 号による被害を受けた関

西地域における観光需要を促進するため、タイ

より雑誌、オンラインメディア、ブロガー等の

メディア 14 人を兵庫県、京都府、滋賀県へ招

請した。六甲山スノーパークでの雪ぞり体験、

有馬温泉や城崎温泉、天橋立等への訪問の他、

伊根湾では遊覧船乗船、近江八幡では水郷巡り

を体験する等、各地で取材を行った。また、自

治体や関係企業等と連携して実施し、招請中は

ＳＮＳでリアルタイムの情報発信が行われた

他、招請後は各メディアにて当該訪問エリアの

魅力が情報発信された。なお、招請に当たって

はバンコク-関空便を 10月末に新規就航したノ

の達成としては令和 3

年度時点で年平均 2

万 5,997 件となり、

目標の年平均 3万

3,600 件を下回ってい

る（数値目標達成率

77.4％）が、コロナ

前の年平均は 4万

2,329 件と中期の目標

値を大幅に上回って

いる。 

・ コロナ禍において

は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響に

より大規模なイベン

トの中止、延期等を

世界的に余儀なくさ

れたことに加え、旅

行関連業界全体が大

きな影響を受け、廃

業・休業する会社も

多く、商談会参加者

の確保が難しい状況

もあった。こうした

事情により、令和 2

年度実績は、年度目

標を下回る結果とな

ったが、令和 3年度

については、オンラ

イン開催やハイブリ

ッド開催での取組を

増やしていくことに

より、令和 2年度の

実績を大きく上回る

結果を得た。 

（商談参加者評価） 

・ 商談参加者に対する

調査において、4段階

評価で最上位の評価

を得た割合は、平成

30 年度に 42.7％、令

和元年度に 62.4％、
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ックスクート社と連携して実施し、メディアに

よる同便の利用促進に向けた情報発信を行っ

た。 

 

コロナ禍（令和 2年度以降）においては、旅行業

界向けには収束後を見据え、海外の旅行会社の訪日

旅行商品の造成・販売に係る知識や意欲の向上及び

継続的な情報発信による訪日意欲・関心の維持・向

上等を目指し、日本の最新情報を提供するため、ウ

ェビナーの実施・ニュースレター配信・商談会開催

及び参加等を行った。特に、オンラインによる商談

会を積極的に実施し、収束後の訪日旅行商品の造

成・送客につながる情報提供及び貴重なネットワー

キングの機会を提供することができた。また、一般

消費者向けには SNS やインフルエンサー等を重点

的に活用して、訪日旅行の情報発信を行った。国別

戦略に基づく各市場に向けた主な取組事例は以下

の通り。 

 

【SNS・ニュースレター等における情報発信】 

（取組例：SNS） 

・ コロナ禍において、世界に寄り添い、再び明る

い未来が来ることを願うメッセージを込めた動

画「hope lights the way」を制作した。令和

元年 6月 29 日以降、本部及び海外事務所の各

SNS 及び YouTube チャンネル、機構が出展する

イベント、セミナー、海外メディア等において

配信し、合計再生回数約 58 万回を達成した。

視聴者からは多くの好意的なコメントが寄せら

れ、訪日旅行への関心維持及び興味促進につな

がった 

・ シンガポール市場にて、令和 2年度、会員制コ

ミュニティサイト「JAPAN By Japan」や

Facebook、EDM 等のオウンドメディアを活用し

て、「花のある風景」、「インスタ映え絶景」、

「きれいになる女子旅」、「子供と一緒に学び

旅」、「極上ご褒美旅」の 5つのテーマでキャン

ペーンを展開した。テーマ毎に、特設ページの

開設や SNS 懸賞キャンペーン等を実施し、5つ

の特設ページのページビューは合計で 38 万

令和 2年度に

53.9％、令和 3年度

に 63.1％となり、年

度の目標に対し、大

きく上回った。中期

目標の達成としては

令和 3年度時点で

55.5％となり、中期

の目標の 45%以上を大

きく上回っている。

（数値目標達成率

123.3％） 

（メディア招請接触者媒

体者数） 

・ 機構が招請したメデ

ィアが作成した番

組・記事の接触者数

は、平成 30 年度に 17

億 1,690 万 2,227

人、令和元年度に 10

億 2,626 万 6,946

人、令和 2年度に 1

億 3,984 万 7,498

人、令和 3年度に 3

億 2,732 万 9,533 人

実施し、コロナ前に

おいては、各年度の

目標を上回った。 

・ コロナ禍において

は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響下

で国境をまたぐ往来

が実質的にできず、

メディアの訪日招請

自体が不可能な状況

であったため、過去

に実施した事業の成

果に頼らざるを得

ず、令和 2年度実績

は、年度目標を下回

る結果となった。令

和 3年度について
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4,981 回、懸賞キャンペーン参加数は 1万

1,137 人となり、コロナ禍においても多くのシ

ンガポール人が参加し、訪日旅行への興味維持

及び関心向上を促した。令和 3年度には、

JAPAN by Japan 会員向けに 27 回のニュース

レターを発信、延べ約 73万人にリーチした。

同コミュニティサイト内で実施しているテーマ

別キャンペーンのテーマに関するコンテンツの

発信等の情報発信の他、誕生月の会員に向けて

その月のお勧めの日本での過ごし方等を紹介

し、特別な機会の訪日を検討してもらえるよう

発信を行った。 

（取組例：広告） 

・ 令和 3年度重点 22市場において、旅行先とし

ての日本の安心・安全の情報発信及び訪日旅行

のイメージ訴求を目的に、不安払拭動画等を活

用したオンライン広告宣伝を実施した。結果と

して、7億 6500 万回以上のインプレッション

数を獲得した。これにより、コロナ禍における

マーケットとのコミュニケーションの継続及び

将来的な訪日意欲の維持・向上を 22 市場にお

いて横断的に図ることができた。 

・ 令和 3年度、オリパラを契機としたメディアミ

ックスでの情報発信として、オリンピアンを起

用したプロモーション動画のテレビ CM を NBC

や EUROSPORT 等のグローバルメディアで 1，

136 本配信した他、米・中・英・仏・独・香・

韓・台等でオンライン広告も実施して完全視聴

者数を 1億 4,077 万 8,833 回 達成した。ま

た、NBC(米)、Eurosport(欧)等グローバルメデ

ィアと連携しテレビ番組を制作・放映した他、

公式スポンサーである VISA と連携してアスリ

ートが日本各地で観光体験をするプロモーショ

ン動画を制作し、配信。テレビ番組視聴者数は

5，250 万人、CM 視聴者数は約 1．2億人に達し

た。米・中・英・仏・独・香・韓・台等でオン

ライン広告も実施して 1．4億回を上回る動画

完全視聴者数を達成した。 

（取組例：ウェブサイト） 

も、引き続き訪日招

請自体が不可能な状

況であったが、在日

のメディア招請等で

工夫を行った結果、

前年度を上回る結果

となった。他方で、

中期目標の達成とし

ては令和 3年度時点

で年平均 8.0 億人（5

年間平均としては 6.4

億人以上が確定）と

なり、中期の目標の

年平均 3.6 億人を大

きく上回っている。

（数値目標達成率

222.9％） 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以

下のような成果を挙げた

（個々の詳細な取組は主

な業務実績を参照）。 

（コロナ前） 

・ 日本の認知度向上に

むけた情報発信の強

化（例：動画やオン

ライン広告等による

グローバルキャンペ

ーン） 

・ 有力旅行会社の招

請、商談会の開催、

出展を通じたプロモ

ーション （例：東

アジア商談会） 

・ RWC2019 を契機とした

プロモーション

（例：特設サイトや

レセプション等によ

るメディア向け情報

発信等） 
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・ 日本の有名観光地の VRツアー画像等のコンテ

ンツを集めた特設ウェブサイト「I miss 

Japan」を令和 2年 6月下旬より公開し、情報

発信を行った。コロナ禍の日泰間の渡航規制の

段階に合わせて、各観光事業者の感染防止対策

の様子や新しい観光地の魅力の発信、過去の人

気記事のまとめや、日本各地の観光施設からの

メッセージの掲載企画等を順次公開し、合計 4

万 6,000 ページビューを獲得した。メッセージ

の掲載企画については、タイ現地で TrueID や

MTHAI といった大手メディアを含む 19媒体に

取り上げられ、訪日旅行への関心維持と終息後

の訪日意欲の向上につながった。また、以上サ

イトに掲載されている「I miss Japan」ロゴを

活用した投稿をバンコク事務所 Facebook 上に

て行い、約 24万人にリーチし、タイの消費者

より 320 件以上の訪日旅行の思い出が写真とと

もに投稿され、大きな反響を得た。 

・ オリパラ特設ウェブサイトは、誘引広告を強化

したため令和 3年 6月以降ユーザー数が伸長

し、4月 1日～9月 15 日の間、サイト全体で 5

万 2,158ＵＵ（ユニックユーザー）が訪問した

（コンシューマー: 5 万 1,048ＵＵ、メディ

ア : 1,110ＵＵ）。大会までに日本で楽しめる

スポーツ・アクティビティ、47 都道府県紹

介、アクセシビリティ等の記事を中心に 89本

拡充を行った。 

（取組例：海外インフルエンサーの活用） 

・ 令和 2年度、インフルエンサーの訪日招請を予

定していた事業ではあるが、コロナ禍において

手法を変更し、中国大手メディア新浪網と連携

し、自身の SNS フォロワー数が約 2,000 万と中

国で影響力の大きいインフルエンサーである曾

舜晞氏を登用した情報発信・拡散事業を実施し

た。曾氏が日本旅行の思い出やお薦めの観光地

を紹介する対談形式のトーク番組を生配信した

動画は 2,000 万回以上もの視聴回数を記録し、

同氏の紹介した日本の観光地をぜひ訪日したい

との反響を多数得る等、訪日意欲の維持と向上

に貢献した。また、ハッシュタグ「＃日本不見

・ 一般消費者向け博覧

会への参加、航空会

社との共同広告等を

通じたプロモーショ

ン（例：台湾旅行博

出展） 

・ 東北への誘客拡大に

向けた取組 （例：

OTA 連携共同プロモー

ション） 

・ 外国人有識者等の知

見を活用した取組

（例：海外アドバイ

ザリーボード意見の

事業への反映） 

・ 災害発生地域に関す

る取組（例：台風 21

号被災地へのメディ

ア招請） 

（コロナ禍） 

・ 在留外国人をインフ

ルエンサーとして活

用した新たな情報発

信（例：SNS キャンペ

ーン） 

・ オリパラを契機とし

たメディア向け情報

発信（例：聖火リレ

ー取材ツアー、ニュ

ースレター発信） 

・ 訪日旅行再開に向け

た旅行会社等を対象

とした情報発信及び

関係強化（例：ウェ

ビナー、オンライン

商談会、ニュースレ

ター配信、バーチャ

ルツアー） 

・ 高付加価値旅行の取

組の強化、日本にお

けるサステナブル・

ツーリズムやアドベ
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不散＃」（日本、必ず会おう）をつけて写真・

記事・動画で訪日旅行の思い出を投稿するキャ

ンペーンを実施した結果、閲覧者は延べ約 3億

人に達した。一般消費者の多くがそれぞれの訪

日体験をシェアすることで、訪日意欲の維持・

向上につながった。また、本キャンペーン期間

中の 1月末～3月 14 日の間に機構 SNS（微博）

が 13万人以上のフォロワー数を獲得した結

果、ファン数は 86万 2,951 人（令和 2年度末

時点）となり、訪日関心層の維持及び拡大につ

ながった。 

 

【アジアキャンペーンのためクリエイティブ、ウェ

ブサイト等の制作】 

（取組例） 

・ 令和 2年度及び 3年度において、アジア 10市

場（中国・台湾・香港・韓国・タイ・ベトナ

ム・シンガポール・マレーシア・インドネシ

ア・フィリピン）を対象に、地方誘客と消費額

の向上を目的に、日本各地の体験型コンテンツ

を訴求する大規模キャンペーンを実施するた

め、地方の体験型アクティビティをエリア・季

節・パッションに分類して訴求するウェブサイ

ト及び動画と静止画のクリエイティブを制作

し、誘引広告を実施した。選定したコンテンツ

は、観光客往来再開後には本ウェブサイトより

海外オンライントラベルエージェントの商品ペ

ージへリンクすることで販売促進に繋げてい

く。 

 

【在留外国人をインフルエンサーとして活用した

新たな情報発信】 

（取組例）  

・ コロナ禍で外国在住のインフルエンサー等の招

請ができないことから、在留外国人の発信力の

活用を目的に、日本の魅力を伝える写真や動画

の SNS 投稿を促進するキャンペーンを令和 2年

度と令和 3年度に実施した。過去の訪日旅行の

想い出のみならず、日本に住む外国人目線で発

掘された幅広い日本の魅力を、在留者の SNS に

ンチャートラベルの

魅力発信 

・ バーチャルライブツ

アー配信を活用した

地域の産品紹介を絡

めた観光情報の発信

（例：中国バーチャ

ルライブツアー配

信） 

・ 新型コロナウイルス

感染症を受けた正確

な情報発信（例：コ

ロナ関連情報発信サ

イトを通じた水際情

報等提供） 

・ コロナからの回復と

今後の拡大に向けた

訪日マーケティング

戦略の策定 

 

【総合評価】 

・ コロナ前は、各種プ

ロモーションの適正

かつ効率的な実施

で、過去最多の訪日

旅行者数（平成 30年

3,119 万人、2令和元

年 3,188 万人）へ貢

献。数値目標を概ね

高水準で達成、年度

評価で平成 30年度

A、令和元年度 Sと高

評価を取得。 

・ コロナ禍では商談会

やメディア招請等の

実施等に影響甚大

も、オンライン等で

工夫を凝らし、コロ

ナ収束後を見据え、

訪日意欲・関心の維

持・向上や、新たな

テーマの事業に取り
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よる人的つながりを活用して母国に住む友人等

へ幅広く拡散することができた。令和 3年度の

投稿件数は、2カ月間で 1万 2,604 件となっ

た。日本の観光魅力情報の継続的な発信に寄与

しただけでなく、コロナ禍において最新で信頼

できる情報が求められるなか、日本に住む家族

や友人による発信として、母国の人的ネットワ

ークへの波及効果やコロナ後の VFR（Visit 

Friends and Relatives）へ大きな影響を与え

た。 

 

【外国人有識者等の知見を活用した取組】 

（取組例） 

 米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、豪

州、イタリア、スペイン、ロシア市場の海外

アドバイザリーボードメンバーに対して、令

和 2～3年度に新型コロナウイルスによる影響

下での情報発信の在り方、富裕層の誘客及び

地方への送客を目的としたプロモーション等

について意見照会を行い、外国人視点でのア

ドバイスを受け、適切にプロモーションに反

映させた。 

 

【オリパラを契機としたメディア向け情報発信】 

（取組例） 

・ 東京 2020 大会の聖火リレーグランドスタート

の機会を海外から注目される重要な機会と捉

え、グランドスタート及び東北等の観光魅力を

取材するツアーを、中国、フランス、スペイ

ン、ブラジル等の在京新聞社・テレビ局に所属

する 11 人対象に令和 3年 3月 24 日～26 日に

実施した。聖火リレーの取材を軸に、福島県・

宮城県・岩手県の震災からの復興ストーリー

や、観光魅力に関する発信を行った。 

・ オリパラを契機としたメディア向け情報発信と

して、米・中・英・仏での 1,500 人以上の有望

メディア向けに旬の観光情報とオリパラ競技会

場周辺等を紹介したニュースレターを令和 3年

～令和 4年 9月にかけて  各市場 6回（合計

組み、数値目標は令

和 2年度から令和 3

年度では改善。中期

数値目標も現時点で

半数が達成。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回

る成果が得られたと評価。 
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24 回）配信し、オンラインでの情報提供を実

施した結果、日本を紹介する記事が 13億人以

上にリーチした。  

 

【オリパラ開催に向けた自治体・DMO・関係機関等

との関係構築及び新規連携先開拓】  

（取組例） 

・ 令和 2年度、日本全国の魅力を発信するため

JOMC 素材で 47都道府県を紹介する動画を制作

し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック

組織委員会の大会認定メディアへのコンテンツ

提供サービス（Olympic Broadcasting 

Services）を通じ、世界中の認定メディアに配

信された。 

・ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック組織

委員会の聖火リレー公式 SNS に JOMC 素材を提

供し、その内 22 コンテンツが採用され、SNS

投稿で活用された。 

・ 東京 2020 大会期間中にメディアの取材活動の

支援拠点として開催都市である東京都が設置し

た東京都メディアセンター（TMC）にて、機構

では地方プロモーションブースを自治体・DMO

と共同で設置し、東京都と連携し、多面的な情

報発信を実施した。 

【訪日旅行再開に向けた旅行会社等を対象とした

訪日旅行商品造成のための情報発信及び関係強化】 

（取組例：ウェビナーの実施） 

・ フランスの旅行販売員が登録している旅行販売

員向けポイントサイト Miles Attack 社と協力

し、在仏の地方自治体（東京都、金沢市、松江

市、沖縄県）のレップ及び日系航空会社と連携

したウェビナーを、令和 3年 1月初旬から約 1

カ月間で計 5回実施し、参加した会員にポイン

トを付与する仕組みにして受講を促進した結

果、訪日旅行商品を取り扱う旅行会社を中心に

合計 379 人が参加した。ウェビナー中にチャッ

ト機能で多くの質問が寄せられる等双方向性の

ある活発なものとなり、参加した現地旅行会社

の最上位満足度も 75％に達する等、訪日が不
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可能な状況下であっても終息後に向けた訪日旅

行商品の造成を促進することができた。 

（取組例：商談会） 

・ 令和 4年 1月～3月にかけて、両者の事前要望

を踏まえて日本のサプライヤーと米国のバイヤ

ーをマッチングした上で商談を行う Japan 

Showcase を主催した。米国の旅行需要の高ま

りを受け、オンラインによる 2回の商談会の開

催に加え、感染症対策に最大限配慮しつつオフ

ラインでも 5回の商談会を開催した結果、合計

4,180 件の商談が行われた。参加者の満足度

（アンケート 4段階中の最上位評価）も 81%と

なり、参加者から高い評価を得た。  

（取組例：ニュースレター配信） 

・ 令和 3年 5月～令和 4年 3月まで計 7回、メ

キシコ国内の旅行業界関係者、及び旅行業界

専門メディア関係者 1,399 人に対して、訪日

観光情報の提供を目的としたスペイン語ニュ

ースレターを配信した。季節に応じた旬な観

光地、昨今オープンした商業施設・ホテル、

日本のローカルフードに関する情報等の発信

を通じて、日本各地の魅力を紹介した。ま

た、11 月のメキシコ事務所開設時には、現地

メディア 988 人にプレスリリースを配信し、

21 件の記事露出に繋がった。 

（取組例：バーチャルツアーの実施） 

・ 令和 3年 1月～3月にかけて 4つの地方自治

体（沖縄県、石川県、岐阜県、長野県）と連

携し、米国の旅行会社を対象に、将来の訪日

旅行商品の造成を目的とした BtoB 向けバーチ

ャルツアーを実施した（4回：724 人）。臨場

感や双方向性が従来のウェビナーに比べると

高く、参加者から今後も続けてほしい等のコ

メントが寄せられ、人の移動の制限がされて

いる中、オンラインを駆使した新たな訪日旅

行商品の造成への手法となった。 

 

【高付加価値旅行の取組の強化】 
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（取組例）  

・ 令和 3年 7月 20 日～22日、「ILTM Asia 

Pacific Virtual 2021」に計 15 社（宿泊施

設、DMC 等）と共同出展で参加した。本イベン

トは世界の富裕層旅行業界において最も歴史と

権威のある BtoB 商談イベントの一つであり、

例年はシンガポールで開催されているが、本年

はオンライン開催となった。3日間に渡ってア

ジア・オセアニアを中心とした富裕旅行バイヤ

ーと合計 512 件の商談が行われ、共同出展者か

らは今後のビジネスに繋がる有望な商談ができ

た他、コロナ禍でも将来に向けた情報交換の絶

好の機会となったという意見が寄せられ、訪日

旅行再開の時期に向け国内の富裕旅行関係者と

一体となった取組を行うことができた。 

 

【Adventure Travel World Summit（ATWS)2021 を

契機とした日本のアドベンチャートラベル（AT）の

魅力発信】 

（取組例） 

・ 令和 3年 9月 20 日～24日、アドベンチャート

ラベル（AT）の世界大会「Adventure Travel 

World Summit Virtual - Hokkaido, Japan（以

下 ATWS 北海道／日本）」に参加し、プレゼンテ

ーションやデジタルブース「Japan Lounge」の

運営等を行った。プレゼンテーションでは日

本・北海道の紹介、デジタルブースでは動画や

商品掲載による ATツアー・コンテンツ情報の

提供、さらにはメディアを中心とした参加者と

の情報交換を実施した。バーチャル開催のメリ

ットを最大限活かし、海外参加者に日本の AT

の魅力発信を行っただけでなく、国内関係者と

のネットワーク構築により、ATWS2023 に向け

た日本全国一体となった取組を推進するきっか

けを作ることができた。 

 

【日本におけるサステナブル・ツーリズムの魅力発

信】 

（取組例） 
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・ コロナ禍における持続可能な開発目標（SDGs）

への意識の高まり等を踏まえ、令和 3年 6月に

「SDGs への貢献と持続可能な観光（サステナ

ブル・ツーリズム）の推進に係る取組方針」を

策定した。同方針に基づき、サステナブル・ツ

ーリズムの 3要素（環境・文化・経済）を体現

する 50 の観光コンテンツ（施設・アクティビ

ティ等）を収集・選定し、それらを紹介するデ

ジタルパンフレットを英語で制作した。サステ

ナブル・ツーリズムに知見のある有識者、高付

加価値旅行コンソーシアム、他国 NTO にヒアリ

ングを行った上で、観光コンテンツ選定基準や

ターゲット、コンセプト、発信内容を検討・整

理し、サステナブル・ツーリズムの観点から訪

日旅行の魅力を紹介する訴求あるプロモーショ

ン・ツールとなった。 

・ 令和 3年度にパリ事務所が、市場調査結果等を

踏まえ、フランス市場に向けて、サステナブ

ル・ツーリズムの旅先としての日本のイメージ

訴求を行うリーフレット及びウェブページ制作

を行うとともに、フランスのサステナブル・ツ

ーリズム専門ガイドブック Guide Tao（Viatao

社）と連携した情報発信を実施した。 

 

【バーチャルライブツアー配信を活用した地域の

観光魅力・産品を紹介する新たな情報発信】 

（取組例） 

・ 中国市場において、令和 3年 9月～令和 4年 3

月にかけて、全国 8ブロック（北海道、東北・

新潟、関東、北陸・中部、近畿、中国・四国、

九州、沖縄）を対象に、在日中国人インフルエ

ンサーを活用したバーチャルライブツアーを

計 8回実施した。ライブ配信を通じて延べ 135

万 4,500 人に各地の観光魅力・産品を紹介した

ほか越境 EC サイト上で地域産品を購入できる

仕組みを導入した。全国規模かつ長期にわたっ

てお土産も買えるバーチャルライブツアーの

取組は、中国の大手 EC プラットフォームでは

初めてであり、コロナ禍において、新たな観光

プロモーション手法を通じて、旅行目的地とし
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ての日本への関心を維持することに寄与した。 

 

【新型コロナウイルス感染症を受けた正確な情報

発信】 

（取組例） 

・ 令和 2年度には新型コロナウイルス関連の情報

（入国規制や入国手続き等）を正確に分かりや

すく提供することを目的としたコロナ特設ペー

ジを、英語グローバルサイト及び中国語（簡体

字）・中国語（繁体字）・韓国語ハイブリッドサ

イトにて公開した。また、令和 3年度には、将

来的な訪日需要回復期を見据え、新型コロナウ

イルス関連の情報を正確に分かりやすく提供す

ることを目的としたコロナ関連情報発信サイト

を、英語グローバルサイト及び中国語（簡体

字）・中国語（繁体字）・韓国語ウェブサイトに

て公開した。公開後も外務省・厚労省の公式情

報をベースに、最新の水際対策措置等の情報を

掲載した。コロナ特設ページは、各言語で 23

ページからなり、年間ユニークユーザー数は

12 万 4,354 人となった。 

「 コ ロ ナ 特 設 ペ ー ジ 」 ：

https://www.japan.travel/en/coronavirus/ 

「 コ ロ ナ 関 連 情 報 発 信 サ イ ト 」：

https://www.japan.travel/en/practical-

coronavirus-information/  

・ 旅行先に清潔・安心・安全を求めるインド市場

に対して、終息後を見据えて日本の「清潔さ」

や「安心・安全」を認知させるための日本の安

全対策や新幹線の掃除風景等を含んだ合計 3本

の動画制作を行い、「Goodness of Japan （日

本の良さ） 」というキャンペーンを展開し

た。キャンペーンにはインドで知名度の高い元

大相撲力士である田代良徳氏を起用し、訪日非

認知層の多いインドの消費者を対象とした動

画、及び静止画撮影を、新型コロナウイルス感

染症対策を十分に実施したうえで、令和 2年

10 月～12月に東京、大阪、京都、沖縄にて実

施した。令和 3年度に静止画を用いた広告を実
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施し、動画を Youtube 上で公開したところ、

440 万回を超える再生数を得た。 

 

【コロナからの回復と今後の拡大に向けた訪日マ

ーケティング戦略の策定】 

（取組例） 

・ 令和 3年度において、本部と海外事務所間でき

め細やかに連携を取り、コロナからの回復及び

今後の訪日外客数・訪日外国人旅行消費額・訪

日外国人地方延べ宿泊数増加に向けた次期訪日

マーケティング戦略（仮称）の検討を進めた。

市場別戦略については、2つの定量調査の結果

と海外事務所の知見を踏まえ各市場のターゲッ

トごとの戦略を、市場横断戦略（高付加価値旅

行、特定テーマ）及び MICE 戦略は有識者や関

係団体の意見や各部知見を参考に今後の取組方

針の検討を進めた。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ 機構 SNS ファン数：令和 3年度時点累計 

1,041 万人（対中期目標達成率 104.1％） 

   （各年度達成率 平成 30年度：113.1％、令

和元年度：112.8％、令和 2年度：104.9％、

令和 3年度：108.4％） 

・ 機構作成ウェブサイト等の年間ユーザー数：

期間中最高実績 4,669 万人（対中期目標達

成率 93.4％） 

   （各年度達成率 平成 30年度：128.9％、令

和元年度：133.4％、令和 2年度：33.1％、令

和 3年度：101.9％） 

※ 個人情報規制の影響がない場合の令和 3年

度実績推計：最大 5,080 万人（対中期目標

達成率 101.6％） 

・ 機構提供商談件数：平成 30 年度～令和 3年度

平均 25,997 件（対中期目標達成率 77.4％） 

   （各年度達成率 平成 30年度：124.9％、令

和元年度：127.0％、令和 2年度：19.8％、令

和 3年度：37.7％） 
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・ 商談参加者評価 4段階評価最上位評価割合：

平成 30 年度～令和 3年度平均 55.5％（対中

期目標達成率 123.3％） 

   （各年度達成率 平成 30年度：94.8％、令

和元年度：138.7％、令和 2年度：119.8％、

令和 3年度：140.2％） 

・ 招請メディアによる番組・記事接触者数：平

成 30年度～令和 3年度平均約 8.0 億人（対中

期目標達成率 222.9％） 

   （各年度達成率 平成 30年度：476.9％、令

和元年度：285.1％、令和 2年度：38.8％、令

和 3年度：90.9％） 

 

 

2．その参考情報 

特になし 
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(1)―②デジタルマーケティングの本格導入 

１．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

 訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS 

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

化するとともに ICT 

専門人材を配置し、

訪日外国人旅行者の

移動履歴等ビックデ

ータの解析により旅

行トレンドを把握す

る等データ分析に基

づくマーケティング

の実施や、外国人視

点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの

充実を進める。 

 

(1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

②デジタルマーケテ

ィングの本格導入 

訪日外国人旅行者

の旅行に関する主要

な情報収集の手段が

ウェブサイトや SNS 

等に移行しているこ

とを踏まえ、デジタ

ルマーケティングの

専任部署の体制を強

化するとともに ICT 

専門人材を配置し、

機構のウェブサイト

や SNS（フェイスブ

ック等）の活用等に

より、訪日外国人旅

行者の移動履歴等ビ

ックデータを収集・

分析し、市場別プロ

モーションの最適

化、ウェブサイトの

コンテンツの充実を

進める等、デジタル

技術とデータ分析に

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間中に、

機構のソーシャルネッ

トワークサービスのフ

ァン数を 1,000 万 人

にする。 

 

 ・中期目標期間中に、

機構が作成するウェブ

サイト等の年間ユーザ

ー数を 5,000 万人 に

する。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

デジタルマーケティン

グを活用して訪 日外

国人旅行者の移 動履

歴等ビックデー タの

解析により旅行 トレ

ンドを把握し、 外国人

視点によるウ ェブサ

イト等のコン テンツ

の充実を進め ている

か。 データ分析を基に 

した自治体等へのコ 

＜主な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和

元年度）においては、訪日

外国人旅行者の旅行トレ

ンドを把握する等データ

分析に基づくマーケティ

ング、外国人視点によるウ

ェブサイト等のコンテン

ツの充実に取り組むとと

もに、機構のノウハウを提

供することにより、自治体

等の情報発信の品質の向

上も支援した。（再掲）  

 

【体制強化】 

・ 平成 30 年度から令和

元年度にかけて、デジ

タルマーケティング

部門の人材強化のた

め、関連企業から ICT

に精通した専門要員

の派遣を受け入れ、専

門人材を確保するた

め、デジタルマーケテ

ィングの経験を有す

る経験者採用を実施

し、人材確保を図っ

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【数値目標】 

（SNS ファン数）（再掲） 

・ 機構の SNS ファン数は、

平成 30 年度に 769 万人、

令和元年度に 891 万人、

令和 2 年度に 965 万人、

令和 3 年度に 1,041 万人

となり、コロナ前だけで

なく、コロナ禍において

日本の観光情報にアクセ

スする需要が減少する中

でも、年度の目標数を上

回った。中期目標の達成

としては令和 3 年度時点

で 1,041 万人となり、中

期目標の 1,000 万人を上

回っている。（数値目標達

成率 104.1％） 

 

（ウェブサイト等の年間ユー

ザー数）（再掲） 

・ 機構が作成するウェブサ

イト等の年間ユーザー数

は、平成 30 年度に 4,061

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 数値目標については、コロナによる不可抗力

の外部要因による事業影響のため、ウェブサイ

ト等の年間ユーザー数については特に大きな影

響があった。また、世界の個人情報保護規制によ

り一部の数値集計ができなくなる外部要因があ

った。外部要因の影響がないコロナ前の平成 30

年度、令和元年度の 2 ヵ年において、それぞれ

目標達成率 120％を超えている点は評価できる。

コロナ禍においても、アクセス需要が減少する

中で、従来から行っているデータ分析に基づく

マーケティング、外国人視点によるウェブサイ

ト等のコンテンツの充実に加えて、コロナ特設

ページの開設や、東京 2020 オリンピック・パラ

リンピック大会開催にあわせた特設ページへの

誘因強化等の創意工夫の結果、令和３年度は年

度目標を達成したことに加え、個人情報保護規

制の影響がない場合の令和３年度の推計値とし

ては、最大 5,080 万人で、中期の数値目標を上

回る値となっている。 

 なお、コロナでの事業実施に影響がある事業

類型がある中、数値目標にはなかったものの、例

えば、令和３年度、オリパラを契機としたメディ

アミックスでの情報発信として、グローバルメ

ディアにて TVCM を放映、その他バナーや動画を

使ったオンライン広告等も実施し、訪日プロモ
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基づくマーケティン

グ及びプロモーショ

ンを実施する。 

 

数値目標  

・中期目標期間中

に、機構のソーシャ

ルネットワークサー

ビスのファン数を 

1,000 万 人にす

る。（再掲） 

 ・中期目標期間中

に、機構が作成する

ウェブサイト等の年

間 ユ ー ザ ー 数 を 

5,000 万人 にする。

（再掲） 

ンサルティングやウ 

ェブサイト等を通じ 

て行う自治体等の情 

報発信の品質向上を 

支援しているか。 

た。 

 

【データ分析に基づくマ

ーケティング・プロモーシ

ョン】 

（取組例） 

・ 機構内外のデータを収

集・蓄積してプロモー

ションに活用するデー

タ・マネジメント・プ

ラットフォーム

（DMP）を本格稼働さ

せるとともに、機構の

プロモーション業務の

うちデジタルマーケテ

ィングとの親和性の高

い事業において、各市

場の特性を踏まえプロ

モーションを平成 30

年度～令和元年度に実

施した。また地域支援

ウェブサイト「日本の

魅力を、日本のチカラ

に。」において、機構

オウンドメディアのユ

ーザーニーズを把握

し、ウェブサイトや

Facebook 等 SNS 投稿

におけるユーザーの反

応をまとめる等した記

事「デジタルマーケテ

ィング連載」を開始し

た。 

・ ウェブサイトの閲覧状

況等のオンラインデー

タを集約・可視化する

いわゆる、「ダッシュ

ボード」について、令

和元年度には機構グロ

ーバルウェブサイトの

訪問者数のデータと訪

万人、令和元年度に 4,669

万人、令和 2年度に 1,357

万人、令和 3年度に 4,585

万人となり、コロナの多

大な影響を受けた令和 2

年度は目標を下回った

が、令和 3 年度は各種取

組の工夫により目標を上

回った。中期目標（年

5,000 万人）の達成として

は令和元年度に最高値を

記録し、数値目標達成率

93.4％となっており、令

和 4 年度において目標達

成を目指しているとこ

ろ。 

・ なお、ＥＵや英国等等一

部の国においては、ユー

ザー数の計測に必要とな

るCookie情報の取得につ

いてユーザーの同意を義

務づける個人情報保護規

制（GDPR 等）が導入され

ており、ウェブサイトに

訪 問 し た ユ ー ザ ー が

Cookie 情報の取得に同意

しない場合はユーザー数

として計測できなくなっ

ている。このため、上述の

年間ユーザー数は実際の

ユーザー数よりも過少と

なっており、当該同意規

制の対応のために導入し

ているCookie同意ツール

の同意率（※）をもとに推

計すると、令和 3 年度の

年間ユーザー数は最大

5,080 万人と推計できる

（参考値）。（数値目標達

成率 101.6％（参考値）） 

※ 同意率は同意数÷

Cookie 同意バナー表

ーション動画視聴者数が 3.1 億回以上記録する

等、コロナ禍でもできる事業類型については工

夫を凝らして実施し成果を上げた点は高く評価

できる。 

 また、SNS ファン数については、コロナ禍でア

クセス需要が減少する中、訪日への興味関心維

持のための SNS キャンペースや新たな市場での

SNS アカウント開設、各市場のニーズに合致した

多種多様な投稿等の創意工夫により、令和３年

度時点で 1,041 万人となり、中期の数値目標も

令和３年度時点で既に達成している。 

 また、定性的にも、体制強化として、経験者・

高度人材の採用の実施や民間企業からの派遣受

入、デジタルマーケティングセンターの設置を

行ったほか、ダッシュボード機能の拡充、また、

海外メディアに観光画像・映像を提供するジャ

パン・オンライン・メディア・センターは、2020

年の東京オリンピック・パラリンピックに向け

て利用可能な素材を拡充し、対象者を海外メデ

ィアに限ってきたが、国内メディア、旅行事業

者、公的機関も利用できるようにし、データ分析

に基づくマーケティング・情報発信の高度化を

図る等、デジタルマーケティングの高度化に資

する取組を行った点は評価できる 

 また、令和４年７月４日に開催した外部有識

者会議においても、「自己評価は妥当」、「機構の

中期計画見込については、自己評価どおりでよ

い」といったコメントがあり、何れの委員も自己

評価に対しては適切な評価である旨評価されて

いた。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を上回る成果が得られる見込であると認められ

るため、Ａ評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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日中の外国人旅行者の

移動履歴データを組み

合わせた分析を可能と

する等の機能拡充を図

った。 

・ 平成 30 年度には西日

本豪雨からの復興を目

的としたプロモーショ

ンにおいて、機構が

DMP に蓄積するオーデ

ィエンスデータを活用

し、機構サイト訪問者

やアプリ所有者といっ

た、既に日本に対して

一定の興味・関心を持

っているユーザーを抽

出することで、的確且

つ効率的なデジタル広

告（動画配信）を実施

した結果、当初の計画

を 130％増で上回り、

650 万回以上の動画再

生を実現した。 

 

【情報発信の強化】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度、英語グ

ローバルウェブサイト

について、アクセスデ

ータの解析によりユー

ザーのニーズを明確に

し、人気の高かった

「Cuisine」及び

「Relaxation」に関す

る記事の比率を高め、

より嗜好に合う内容に

改良した。 

・ 画像・映像ウェブサイ

ト「ジャパン・オンラ

イン・メディア・セン

示回数により算出。

ただしCookie同意バ

ナー表示回数の計測

方法とウェブサイト

ユーザー数を計測す

る GoogleAnalytics

の計測方法が異なる

ため、ウェブサイト

ユーザー数を割り戻

しても正確性は担保

されない。 

・ コロナ禍においては、直

接の訪日を促す広告宣伝

やキャンペーンの影響を

大きく受ける傾向にあ

り、観光目的の訪日が難

しい中で、より成果が見

込める訪日旅行回復期に

事業を実施するため、令

和 2 年度に予定していた

事業の相当程度を中止、

延期等せざるを得なかっ

たこと、また、実際に訪日

を予定する旅行者が実用

情報にアクセスする需要

が減少したこと、GDPR 等

各国の個人情報保護規制

への対応等により、実際

のユーザー数を全て捕捉

できない状況が生じたこ

と等の事情により、ウェ

ブサイト等の年間ユーザ

ー数の令和2年度実績は、

年度目標を下回る結果と

なった。 

・ 令和 3 年度は、令和 2 年

度と同様の状況であった

が、東京 2020 大会開催に

あわせた機構のウェブサ

イト内に設置したオリパ

ラ特設ページへの誘引広

告の強化や、オリパラ開
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タ ー  Japan Online 

Media Center」につい

て、平成 30 年度に約 1

万 4,000 点の映像・画

像ダウンロード機能に

加え、国内外のメディ

アにとって記事化しや

すいよう画像・映像デ

ータをテキストととも

に提供するパッケージ

型のコンテンツを用意

した。 

 

【外国人視点によるウェ

ブサイト等のコンテンツ

の充実】 

（取組例） 

・ 英語グローバルウェブ

サイトにおいて、平成

30 年度以降に外国人

の視点で魅力的な画像

を集め、日本の観光に

精通したネイティブラ

イターによる英語記事

を掲載したするととも

に、アクセス解析の結

果からユーザーニーズ

を明らかにしてコンテ

ンツ拡充を行った。そ

の結果、グローバルウ

ェブサイトの直帰率は

減少、ページ平均滞在

時間、1訪問あたりの

閲覧ページ数、モバイ

ル及びタブレットから

の閲覧率についてはそ

れぞれの数値が増加

し、ユーザーニーズに

合った情報提供が実現

した。また、海外事務

所が運営する多言語ウ

催後も日本への興味関心

を継続させるために、特

設ページ訪問者へのリタ

ーゲティング広告等を実

施したことに加え、中国

市場でのフォトコンテス

ト事業で多くのウェブサ

イトユーザー数を獲得し

たことにより、令和 2 年

度を大きく上回る成果と

なり、また、年度目標も達

成した。 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げた（個々の

詳細な取組は主な業務実績を

参照）。 

（コロナ前） 

・ 体制強化（例：経験者採

用、民間企業からの派遣

受入） 

・ データ分析に基づくマー

ケティング・プロモーシ

ョン （例：DMP 本格稼働、

地域情報発信支援） 

・ 情報発信の強化 （例：

JOMC（ジャパン・オンライ

ン・メディア・センター）

でのメディア等への画像

等の提供） 

・ 外国人視点によるウェブ

サイト等のコンテンツの

充実  

・ 災害発信時の訪日外国人

への対応強化 （例：

Twitter アカウント開設、

アプリ情報配信） 

・ 関係団体への情報提供 

・ 地方自治体等の情報発信

の品質向上支援 
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ェブサイトについても

令和 2年度末までに順

次リニューアル公開し

た。 

 

【災害発信時の訪日外国

人への対応強化】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度に災害等

非常時に外国人旅行者

に安全情報を提供する

公式 Twitter アカウン

ト「Japan Safe 

Travel」を開設し、24

時間体制で情報を更新

した。また、機構が運

営するスマートフォン

向けアプリ「Japan 

Official Travel 

App」においても、プ

ッシュ通知機能の拡大

や避難所情報の掲載

等、災害関連情報の拡

充を行った。 

・ 令和元年度には、従来

の機構が運営するスマ

ートフォン向けアプリ

「Japan Official 

Travel App」等に加

え、新たに中国語での

情報発信を行う公式

Weibo アカウントを開

設し災害関連情報の拡

充を行った。また 10

月に発生した台風 19

号や新型コロナウイル

ス感染症に関する情報

発信等、自然災害や感

染症を中心に、公式

Twitter 並びに公式

（コロナ禍） 

・ 体制強化（例：デジタルマ

ーケティングセンター設

置、高度人材） 

・ データ分析に基づくマー

ケティング・情報発信の

高度化 （例：ダッシュボ

ード機能拡充、JOMC 機能

拡充、グローバルキャン

ペーン、オリパラ事業等

での活用） 

・ SNS・ウェブサイト、 オン

ライン広告、メディア・イ

ンフルエンサー等におけ

る BtoC 向け情報発信 

・ 地方自治体等の情報発信

の品質向上支援 （例：コ

ンサルティング等） 

 

【総合評価】 

・ コロナ前は、訪日外国人

旅行者の旅行トレンドを

把握する等データ分析に

基づくマーケティング、

外国人視点によるウェブ

サイト等のコンテンツの

充実等に取り組み、数値

目標も達成し、年度評価

も平成 30 年度 A、令和元

年度 Aと高評価を取得。 

・ コロナ禍では、水際規制

でウェブサイトや SNS の

アクセス需要に影響があ

る中、SNS は令和 3年度に

中期の数値目標を達成、

ウェブサイトユーザー数

も令和 2 年度は目標未達

となるも、令和 3 年度は

改善し年度の数値目標を

達成。質的にも基盤整備

によりデータ分析に基づ

くマーケティング・プロ
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Weibo アカウントや機

構アプリを活用し、訪

日外国人に対して情報

発信を行った。あわせ

て、航空・鉄道等の交

通事業者や空港会社等

と連携したプロモーシ

ョンを行い、旅ナカ層

への機構アプリの浸透

を図った。 

 

【関係団体への情報提供】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度に「外国

人旅行者を魅了するウ

ェブサイトの作り方

（英語実例集）」を作

成し、地域インバウン

ド促進サイト『日本の

魅力を、日本のチカラ

に』に掲載する等、全

国の自治体や DMO や都

道府県、政令指定都市

に積極的に展開を行っ

た。また機構が保有す

るデジタルマーケティ

ングのノウハウを活用

し、地方における訪日

外国人誘客を促進し

た。具体的には、

Google Analytics を

用いたウェブサイトア

クセス分析や機構が実

践しているデジタルマ

ーケティングの PDCA

サイクルの手法等を、

機構 マーケティング

研修会を通じて、地方

自治体をはじめとする

モーションを実施する体

制を強化した。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。 

 



44 

インバウンドに取組む

団体に提供した。 

 

【地方自治体等の情報発

信の品質向上支援】  

（取組例） 

・ 令和元年度より実施し

ている、地方自治体、

DMO 等を対象としたデ

ジタルマーケティング

支援メニューを継続募

集した。支援メニュー

は、「ジャパン・マン

スリー・ウェブマガジ

ン（Japan Monthly 

Web Magazine）記事広

告」、「JNTO 英語グロ

ーバルウェブサイト

『Travel Japan』情報

発信コンサルティン

グ」及び「JNTO デジ

タル広告商品」で構成

され、インバウンドに

従事する事業者・団体

の活動を支援すること

を目的としている。

「JNTO デジタル広告

商品」は、機構ウェブ

サイトや外部データ

(属性、興味・関心、

購買データ等)等、機

構がこれまでに DMP

（※）に収集・蓄積し

たデータを活用するこ

とにより、日本に関心

の高いユーザーに対し

て効果的に情報発信す

ることができるメニュ

ーとなっており、ター

ゲットとする市場を選

定した上でデジタル広
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告による情報発信が可

能となっている（対象

国欧米・アジア等 19 

カ国）。令和 2年度は

新たに、広告配信先に

Facebook と Instagram 

の枠を設けた他、オプ

ションとして、広告配

信後、広告を閲覧した

ユーザーのその後の訪

日有無について検証す

るメニューを追加し

た。支援メニューの受

注件数は 9件、収入額

は約 1,800 万円、令和

3年は 13件、収入額

は約 5,073 万円とな

った。 

（※）機構内外のデー

タを収集・蓄積してプ

ロモーションに活用す

るデータ・マネジメン

ト・プラットフォーム

をいう。 

・ 令和元年度には「マー

ケティング研修会」の

うち 5 都市において、

機構と運輸局が連携

し、訪日インバウンド

誘致の取組を行ってい

る実務者を対象に、移

動履歴等ビックデータ

や各種統計データを用

いて地域別の訪日外国

人旅行者の動向に関す

る分析手法の講演を行

った。 

 

 

コロナ禍（令和 2年度以

降）においては、機構の SNS
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のファン数については、新

たな市場でのSNSアカウン

トの開設や、各 SNS アカウ

ントで日々創意工夫を凝

らした投稿を行ったこと

等が寄与し、コロナ禍にお

いて日本の観光情報にア

クセスする需要が減少す

る中でも、目標を上回るフ

ァン数の増加を実現した。

また、デジタルマーケティ

ングへの対応について、組

織体制の整備に加え、高度

専門人材の知見や、SNS や

ウェブサイトユーザーの

動向を把握するデータ基

盤を整備することで、デー

タ分析に基づくマーケテ

ィング・プロモーションを

実施する体制を強化した。

（再掲）  

 

【体制強化】 

・ 令和 2年度には、デジ

タルマーケティングへ

の対応を更に強化する

ため、「デジタルマー

ケティング室」を「デ

ジタルマーケティング

センター」に改組する

とともに、「データ分

析・活用」、「ソーシャ

ルメディア」、「ウェブ

サイト制作」、「デジタ

ル戦略」等の分野別に

高度専門人材を外部か

ら登用し、その助言や

コンサルティングを踏

まえて実施する体制を

強化した。その成果と

して、機構本部の



47 

Facebook アカウント

のエンゲージメント率

（投稿に対する反応

率）の改善に向けて、

高度専門人材のコンサ

ルティングにより、 

－広告出稿期間中に、

各投稿に対するエン

ゲージメント率の結

果等を見ながら、広告

配信先の 

ターゲット設定や

予算配分を柔軟に変

更。 

－過去に実施した投

稿実績から評価の

高い素材を集中的

に活用等を実践し

たところ、Facebook

広告（コンサル前

9.9％→コンサル後

23.2％）や本部の

Facebook アカウン

ト （ コ ン サ ル 前

6.69％→コンサル

後 8.52％）における

エンゲージメント

率が大きく改善す

る実績を生んだ他、

職員向け勉強会や

現地職員研修の実

施、ガイドラインの

作成等を含め、組織

全体のデジタルマ

ーケティング知識

と実践力の向上が

図られた。 

 

【データ分析に基づくマ

ーケティング・情報発信の

高度化】 
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（取組例） 

・ 令和 2年度にはダッシ

ュボードの活用を促す

ため職員向けの勉強会

を実施した他、ダッシ

ュボードのデータを活

用しながら、消費者の

訪日までの動きと機構

が行うプロモーション

内容を整理したカスタ

マージャーニーマップ

の作成を複数市場で行

い、データ分析に基づ

いたターゲットの明確

化及びアプローチ手法

の検討を行った。令和

3年度にはさらに「ダ

ッシュボード」の機能

拡充を図った。具体的

には、地方自治体や 

DMO 等に対するコンサ

ルティングや機構のプ

ロモーションに活用す

るため、ウェブサイト

訪問者のアンケート回

答結果や回答者のサイ

ト上の行動を分析する

機能を開発した。ま

た、これまでは市場性

により他市場と同様に

開発ができなかった中

国市場の検索傾向分析

データ機能を新たに開

発し、当該市場におけ

る旅行検索同行動向の

分析を可能にした。  

・ 令和 2年度には、国内

外メディア及び旅行会

社等向けに訪日旅行に

関する画像・動画、記

事執筆にあたり参考と



49 

なる情報を掲載した

「ジャパン・オンライ

ン・メディア・センタ

ー（Japan Online 

Media Center：

JOMC）」について検索

機能やユーザー・ナビ

ゲーションの向上等機

能拡充を行った。 

・ 令和 3 年度に新たに制

作したグローバルキャ

ンペーン動画（15本）

及び静止画（56 枚）を

活用して、欧米豪 13カ

国とインドの訪日無関

心層を対象にオンライ

ン広告（動画広告及び

バナー広告）を DMP に

蓄積したリマーケティ

ングリストを利用して

展開し、日本の多様な

アクティビティ体験の

魅力を多言語にて発信

した。広告表示回数約

14 億インプレッショ

ン、動画再生数約 1．3

億回を達成した他、リ

ニューアルしたキャン

ペーンサイトに約 180

万の流入が図られ、広

告実施によるキャンペ

ーンサイトへの誘引を

きっかけとした訪日促

進の強化を図った。 

 

【SNS・ニュースレター

（BtoC）等における情報発

信】 

令和 3年度におい

て、各海外事務所、

本部において、将来
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的な訪日需要回復期

を見据えて、訪日意

欲を維持・向上のた

め、Instagram、

Facebook をはじめと

する SNS やニュース

レター等を通じた情

報発信を展開した。

SNS では、風景、食、

アート等の投稿を計 1

万 6,062 回行った

他、一般消費者参加

型キャンペーンの実

施等により、新規フ

ォロワーの獲得に努

めた結果、ファン数

は 1,040 万 7,372 人

となった。 

（取組例） 

・ 令和 3年度にインドネ

シア市場向け公式

Instagram 及び

Facebook を活用した

広告事業を実施した。

インフルエンサーとの

コラボレーション動画

等を活用し、季節ごと

の美しい風景や食に関

する情報を発信した

他、オリジナル動画制

作、クイズ、

Instagram ストーリー

投稿等の一般消費者型

キャンペーンには計

6,251 人が参加し、将

来の訪日旅行意欲を向

上させるための継続的

な情報発信を行うこと

ができた。 
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【地方自治体等の情報発

信の品質向上支援】 

機能やアルゴリズムの

変化のスピードが速い

SNS 運用における最新

の機構の運用知見やデ

ジタルマーケティング

全般について、地方自

治体・DMO 等を対象に

コンサルティングを随

時実施する等、地方の

情報発信の品質向上に

向けた支援を実施し

た。 

（取組例） 

・ 令和 2年度には、訪日

外国人旅行者向けに観

光プロモーション動画

を作成する際の留意点

等をまとめた「インバ

ウンド向けプロモーシ

ョン動画の作り方」を

作成し、地方自治体・

DMO 等を対象に機構ウ

ェブサイト等を通じて

周知を図った。また、

地方自治体や DMO 等に

対してデジタルマーケ

ティング手法に関する

コンサルティングを随

時実施する等、地方の

情報発信の品質向上に

向けた支援を実施し

た。令和 3年度には、

コロナ禍における情報

発信手段としての重要

性が高まっている SNS

において、主要プラッ

トフォームの運用マニ

ュアルを更新した。 
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＜数値目標の達成状況＞ 

・ [再掲] 機構 SNS ファ

ン数：令和 3年度時点

累計 1,041 万人（対

中期目標達成率

104.1％） 

 （各年度達成率 平

成 30年度：

113.1％、令和元年

度：112.8％、令和

2年度：104.9％、

令和 3年度：

108.4％） 

・ [再掲] 機構作成ウェ

ブサイト等の年間ユー

ザー数：期間中最高実

績 4669 万人（対中

期目標達成率

93.4％） 

 （各年度達成率 平

成 30年度：

128.9％、令和元年

度：133.4％、令和 2

年度：33.1％、令和

3年度：101.9％） 

 個人情報規制の

影響がない場合

の令和 3年度実

績推計：最大

5,080 万人（対中

期目標達成率

101.6％） 

 

 

 

２．その他参考情報 

特になし 
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(1)―③訪日外国人旅行者の戦略的誘客の実現 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

海外現地目線の訪

日プロモーションを

推進するため、本部・

海外事務所において

マーケティング等の

専門人材を配置し、

より効果的な訪日外

国人旅行者の誘客を

行う。 

また、海外におけ

る現地関係者や民間

企業との連携を強化

することにより、イ

ベントやセミナーの

開催、情報発信等オ

ールジャパン体制で

の誘客を図る。 

 さらに、地方への

訪日外国人旅行者の

(1) 訪日プロモーシ

ョン業務 

 

③訪日外国人旅行者

の戦略的誘客の実現 

海外現地目線の訪

日プロモーションを

推進するため、本部・

海外事務所において

マーケティング等の

専門人材を配置し、

事業パートナーに対

するコンサルティン

グを実施する等、よ

り効果的な訪日外国

人旅行者の誘客を行

う。 

また、在外公館、

他の独立行政法人、

地方自治体、民間企

業等との連携を積極

的に行い、イベント

やセミナーの開催、

情報発信等オールジ

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間中に、

事業パートナーに対す

る海外事務所員や本部

職員による個別コ ン

サルティングを 4,000 

件以上とする。 

 

・事業パートナーに対

する調査において、機

構からの情報提供が、

4段階評価で最上 位の

評価を得る割合が 

50％以上となることを

目指す。 

 

・地方公共団体・DMO 

等国内関係主体を対象

に、各種研修会、ワー

クショップ、セミ ナ

ー等を年間 25 回以上

開催し、地方への誘客

等につながる的確な情

報やノウハウ を提供

＜主な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和

元年度）においては、戦略

的な訪日外国人旅行者の

誘客のため、在外公館、他

の独立行政法人、地方自治

体、民間企業等との連携を

通じて、オールジャパン体

制でプロモーションを行

うとともに、情報提供や相

談対応により、地方が行う

プロモーションの質の向

上を支援し、地方への旅行

者の誘客に向けた取組を

行った。 

 

【体制強化】 

・ 平成 30 年度に、地域

対応を強化するた

め、人員体制を拡充

した地域プロモーシ

ョン連携室を配置し

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【数値目標】 

（個別コンサルティングの件

数） 

・ 事業パートナーに対し、

海外事務所員や本部職員

による個別コンサルティ

ングを平成 30 年度に

4,092 件、令和元年度に

3,749 件、令和 2 年度に

2,748 件、令和 3 年度に

3,169 件実施し、コロナ前

においては、年度の目標

を上回ったが、コロナ禍

においては、年度の目標

を下回る結果となった。

中期目標（期間中に年

4,000 件）の達成として

は、コロナ前の平成 30年

度に目標を超える水準と

なったが、最終年度であ

る令和 4 年度にて中期の

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 中期計画の目標として設定した、地方公共団

体等向け各種研修会、セミナー等開催件数は、目

標達成率の期間平均が 146％となり、120％を超

えている。また、平成 30年度の事業パートナー

への個別コンサルティング件数は期間中最高の

4，092 件となり、対中期目標達成率は 102.3％

となった。機構による情報提供について 4 段階

評価中最上位の評価を得た割合の対中期目標達

成率は 127.4％となり、令和 3 年度の時点で中

期の数値目標を達成している。 

 さらに、他省庁や地方自治体、民間企業等と連

携し、オールジャパン体制でプロモーションを

実施したことに加え、コロナ禍においてもオン

ライン開催等工夫をし、戦略的に情報発信を行

った。 

 以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を上回る成果が得られる見込であると認められ

るため、Ａ 評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

 



54 

誘客のために、地方

自治体・DMO 等との

連携の促進や地方支

援を専任とする部署

の体制強化により、

地域への誘客・消費

につながる外国人目

線のニーズ等の的確

かつ迅速な情報提供

や地域の観光資源を

掘り起こしプロモー

ションしていくため

のノウハウの提供等

を通じて、地方が行

うプロモーションの

質の向上を支援す

る。 

 

ャパン体制での誘客

を図る。 

 さらに、地方への

訪日外国人旅行者の

誘客のために、地方

運輸局、地方自治体・

DMO 等との連携、地

方支援を専任とする

部署の体制強化、地

方におけるセミナー

等の開催を通じて、

外国人目線ニーズ等

の情報提供や相談対

応、地域の観光資源

をプロモーションし

ていくための助言等

を実施し、地方が行

うプロモーションの

質の向上を支援す

る。 

 

数値目標 

・中期目標期間中

に、事業パートナー

に対する海外事務所

員や本部職員による

個別コンサルティン

グを 4,000 件以上と

する。 

・事業パートナーに

対する調査におい

て、機構からの情報

提供が、4 段階評価

で最上位の評価を得

る割合が 50％以上

となることを目指

す。 

・地方公共団体・DMO

等国内関係主体を対

象に、各種研修会、

ワークショップ、セ

ミナー等を年間 25

する。 

 

 

<その他の指標> 

なし 

 

 

<評価の視点> 

在外公館や地方自治

体等と連携し、オール

ジャパン体制で訪日外

国人旅行者の戦略的誘

客が実現しているか。

地方への訪日外国人旅

行者の誘客のために、

地域への誘客・ 消費

につながる外国人目線

ニーズ等の情報提供や

相談対応、地域の観光

資源をプロモーション

していくための助言等

を通 じて、地方が行

うプロモーションの質

の向上を支援している

か。 

 

た「地域連携部」を

設置した。 

 

【個別コンサルティング

による取組の支援】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度、令和元

年度においては、本

部各部及び海外事務

所において、事業パ

ートナー等に対する

個別コンサルティン

グを実施した他、以

下の通りセミナー・

イベント開催時には

個別相談会を併設し

(例：海外事務所長に

よるインバウンド旅

行振興フォーラム開

催時の個別コンサル

ティング、本部・海

外職員によるテーマ

特化型 BtoB 情報交換

会開催時の個別コン

サルティング)、事業

パートナーとの個別

コンサルティングを

実施した。 

 

【関係機関との連携】 

（取組例：在外公館等外務

省との連携） 

各地の日本国在外公館

と連携して、外国人旅行客

の誘致を図る在外公館連

携事業を、平成 30年度は、

計 20 件、令和元年度は、

計 15 件実施した。各地の

在外公館と共に、旅行博や

日本祭等へ出展した他、セ

目標達成を目指している

ところ。 

・ 令和 2 年度以降は、国際

的な往来が難しくなった

ため、従来のように国内

関係者の海外渡航時に海

外事務所と面談し行うコ

ンサルティングの実施が

困難となった。このため、

海外事務所がロックダウ

ンの影響等により在宅勤

務を余儀なくされる中で

も、オンラインによるコ

ンサルティングを精力的

に実施しする等で、数字

を積み上げ、令和 3 年度

については令和 2 年度比

で 15％増となった。 

 

（事業パートナーの満足度） 

・ 事業パートナーに対する

調査において、機構から

の情報提供が、4段階評価

で最上位の評価を得た割

合 は 平 成 30 年 度 に

54.2％、令和元年度に

69.2％、令和 2 年度に

68.5％、令和 3 年度に

62.8％となり、年度の目

標に対し 4 年連続で達成

している。中期目標の達

成としては令和 3 年度時

点で年平均 63.7％とな

り、中期の目標の 50％を

大きく上回っている。（数

値目標達成率 127.4％） 

 

（各種研修会、ワークショッ

プ、セミナー等の開催回数） 

・ 各種研修会、ワークショ

ップ、セミナー等の開催

回数は平成 30 年度に 38

＜その他事項＞ 

特になし。 
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回以上開催し、地方

への誘客等につなが

る的確な情報やノウ

ハウを提供する。 

ミナーも開催した。主な取

組は以下の通り。 

・ 令和元年度在外公館

連携事業の一環とし

て、在サンパウロ日

本国総領事館、在リ

オデジャネイロ日本

国総領事館、在ブラ

ジル日本国大使館と

連携し、「Festival 

do Japão（日本祭

り）」出展、旅行会

社・メディア向けセ

ミナー開催、旅行会

社・メディア招請、

共同広告を実施し

た。 

・ 令和元年、フィリピ

ン・マニラにおい

て、機構マニラ事務

所開設後初めてとな

る、大使館や国際交

流基金等と連携した

機構主催の訪日促進

イベント「Japan 

Fiesta 2019」を実施

した。国内外合わせ

て 33の自治体、DMO

等の観光関係団体、

旅行会社、ホテル、

交通事業者等の共同

出展者と訪日旅行を

アピールし、2日間で

1万 8,134 人が来場し

た。 

（取組例：関係省庁との連

携） 

・ 平成 30 年度に環境省

との連携の一環とし

て、機構が運営する

回、令和元年度に 44 回、

令和 2年度に 28 回、令和

3 年度に 36 回実施し、年

度の目標を 4 年連続達成

している。中期目標の達

成としては、中期目標は

各年度 25回であり 4年連

続上回るとともに、令和 3

年度終了時点の 4 年平均

では 36.5 回となり、大き

く中期の目標を上回って

いる。  

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な業

務実績を参照）。 

（コロナ前） 

・ 個別コンサルティングに

よる取組の支援 

・ 関係機関との連携による

オールジャパンでの情報

発信（外務省、他省庁、独

立行政法人、地方自治体、

民間企業等） 

・ 地方自治体等と連携した

地域コンテンツの発掘

（ 例 ： 冊 子 「 100 

Experiences in Japan」等

を制作） 

・ 東北への誘客拡大に向け

た取組（例：台湾での一般

消費者向けイベント「日

本東北遊楽日 2019」） 

・ 各種研修会、ワークショ

ップ、セミナー等の開催

による取組の支援 

・ デジタルマーケティング

に関する地方への取組の

促進 
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英語グローバルウェ

ブサイト内に環境

省・国立公園のウェ

ブページ「National 

Parks of Japan」を

開設する等、国とし

て注力する観光資源

の情報発信強化に向

けた取組を開始し

た。環境省・国立公

園ウェブページで

は、全 34国立公園の

情報を掲載した。こ

のうち、環境省「国

立公園満喫プロジェ

クト」において先行

的・集中的に取り組

むとされた 8カ所

（阿寒摩周国立公

園、十和田八幡平国

立公園、日光国立公

園、伊勢志摩国立公

園、大山隠岐国立公

園、阿蘇くじゅう国

立公園、霧島錦江湾

国立公園、慶良間諸

島国立公園）の紹介

を重点的に行った。 

（取組例：国際交流基金、

日本貿易振興機構等の他

の独立行政法人との連携） 

・ 国際交流基金が事務

局を務めた「ジャポ

ニスム 2018」（平成

30 年 7 月～平成 31年

2 月、フランス・パ

リ）の公式プログラ

ムにおいて、機構が

欧米豪向けに展開し

ているグローバルキ

ャンペーンの動画

（コロナ禍） 

・ 事業パートナーに対する

個別コンサルティング等

による取組の支援 

・ 関係機関との連携による

オールジャパンでの情報

発信（外務省、他省庁、独

立行政法人、地方自治体、

民間企業等） 

・ 各種研修会、セミナー等

の開催による取組の支援 

・ 海外市場の最新動向等の

情報提供による取組の支

援（例：出入国規制等の定

期的な情報提供） 

・ 地方自治体等と連携した

地域の観光コンテンツの

発掘、情報発信 

・ サステナブル・ツーリズ

ムの推進に向けた国内関

係機関との連携強化（例：

外部セミナー、機構内勉

強会） 

 

【総合評価】 

・ 地域連携部を設置し体制

を強化した上、情報提供

や相談対応により、地方

が行うプロモーションの

質の向上を支援し地方へ

の旅行者誘客に向け取り

組むとともに、オールジ

ャパン体制でプロモーシ

ョンを実施。 

・ コロナ前は年度数値目標

も達成し、年度評価で平

成 30 年度、令和元年度 A

を取得。 

・ コロナ禍では、水際規制

による活動減少や出張困

難等で特に海外事務所と

の個別コンサルの機会が
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「Enjoy My Japan」

を放映するととも

に、来場者に訪日観

光のパンフレットを

配布した他、日本の

祭りとそれを契機と

した訪日旅行の魅力

を紹介するイベント

をパリ市内で開催す

る等の連携を行っ

た。 

・ 北海道胆振東部地震

で被災した地域への

訪日外国人観光客誘

致及び観光を通じた

復興支援を目的とし

て、平成 30 年度に日

本貿易振興機構と連

携し、日本貿易振興

機構が運営する産業

観光ウェブサイトの

北海道特設ページに

Japan Official 

Travel App 及びオフ

ィシャルウェブサイ

トの北海道復興キャ

ンペーンページのリ

ンクを設け、海外に

向けた観光プロモー

ションを実施した。 

（取組例：地方自治体との

連携） 

・ 以下【地方自治体等と

連携した地域コンテン

ツの発掘】および【東

北への誘客拡大に向け

た取組】を参照。 

（取組例：民間企業、その

他団体との連携） 

減る中、オンラインでの

リアルタイム発信等の工

夫も行い戦略的に情報発

信。数値目標は、個別コン

サル件数は令和2→令和3

年度は改善し、研修会・セ

ミナーはコロナ禍も目標

を大幅達成し、現時点で

中期の数値目標も達成。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。 
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・ 欧米豪市場向けプロ

モーションの一環と

して、令和元年度、

自動車メーカー株式

会社 SUBARU（スバ

ル）と共同でプロモ

ーション動画を制作

し、機構、スバル及

びインフルエンサー

の SNS アカウントで

の配信に加え、米国

のスバルファンを対

象としたイベントで

も紹介した。米国を

中心に海外にもコア

なファンを持つスバ

ルとの連携を通じて

新しい切り口で日本

の魅力を発信した結

果、動画再生回数は 6

万 2,508 回を記録

し、236 万人へ拡散し

た。 

・ 観光庁との連携とし

て令和元年 10月に北

海道倶知安町で開催

された「G20 観光大臣

会合」において、機

構は観光大臣会合に

出席した他、各国代

表団のリエゾンとし

て運営の支援を行っ

た。また、各国代表

団・海外メディア向

けにブース出展し、

訪日観光等のパンフ

レット配布、訪日プ

ロモーション動画の

放映を行った。 
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【地方自治体等と連携し

た地域コンテンツの発掘】 

（取組例） 

・ 外国人旅行者が参加

可能な体験型アクテ

ィビティや受入体制

が整った特徴ある観

光施設等の観光コン

テンツを、地方自治

体・DMO から募集・選

定し紹介する「観光

コンテンツ収集事

業」を実施。令和元

年度に、冊子「100 

Experiences in 

Japan」等を制作した

他、欧米豪市場・東

アジア 4市場向けに 5

言語（英語・中国簡

体字・台湾繁体字・

香港繁体字・韓国

語）で観光コンテン

ツを発信する多言語

ウェブサイト

「Experiences in 

Japan」を開設した。 

 

【東北への誘客拡大に向

けた取組】 

（取組例） 

・ 令和元年度に、台

湾・台北市内のコン

ベンション施設にお

いて、東北 6県、東

北観光推進機構及び

民間事業者等と連携

し、一般消費者向け

東北プロモーション

イベント「日本東北

遊楽日 2019」を開催

し、13 万 2,000 人以
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上が来場した。ま

た、高雄市内の商業

施設においても初め

て同イベントを開催

し、14 万 7,000 人以

上が来場した。両イ

ベントでは、東北 6

県等によるブース出

展をはじめ、花笠踊

り等の東北地域の伝

統芸能披露、試飲試

食や伝統工芸体験を

通じた観光魅力の発

信を行った他、台湾

現地企業とのコラボ

レーション商品の制

作・会場販売によ

り、東北地方への誘

客を促進した。 

 

【各種研修会、ワークショ

ップ、セミナー等の開催に

よる取組の支援】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度、令和元

年度では、オフライ

ンにてテーマ特化型

情報交換会、鉄道機

関インバウンド研究

会、機構インバウン

ド旅行振興フォーラ

ムを実施。賛助団

体・会員への積極的

な情報提供と賛助団

体・会員間の交流機

会の提供に努めた。

令和元年度に、各広

域連携 DMO 管内の自

治体並びに DMO、及

びその会員等の実務

者を対象とし、地域
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の訪日プロモーショ

ンの高度化を図り、

地域への誘客の促進

を目的としたマーケ

ティング研修会を全

国 11箇所で開催し

た。オープンデータ

やデジタルマーケテ

ィング等について講

演を行い、参加者数

は 801 人、最上位評

価割合は 63.7%であっ

た。 

 

コロナ禍（令和 2年度以

降）においては、コロナ禍

におけるインバウンドに

関する情報を、様々な手法

を通じて各地の事業パー

トナーに提供するととも

に、終息後を見据え、地方

自治体等との連携により

オールジャパン体制で日

本の魅力を戦略的に発信

したことで、機構からの情

報提供への最上位評価の

割合、地方自治体等を対象

とした研修会等の開催件

数の数値目標は達成した。 

 

【事業パートナーに対す

る個別コンサルティング

等による取組の支援】 

（取組例） 

・ コロナ禍における渡

航規制や業務縮小等

により賛助団体・会

員企業においては出

張セールスによる情

報収集・海外バイヤ

ーとの関係維持が困



62 

難であることを鑑

み、オンラインでの

個別コンサルティン

グ機会を拡大する

等、コロナ禍におけ

る海外の訪日旅行市

場に関する情報収集

及び、インバウンド

再開後に向けたマー

ケティング支援に取

り組んだ。令和 2年

度から自治体、ＤＭ

Ｏに対し、個別訪問

コンサルティング

（テーマ設定せずに

プロモーション初歩

段階の団体を訪問）

及び滞在型コンサル

ティング（テーマを

設定した出張相談

会）等を通じて、機

構の専門的知見の共

有、ウィズコロナの

取組に係る情報交換

等を行った。令和 3

年度の個別訪問コン

サルティングは北陸

信越、四国、九州の

各地方運輸局管内に

おいて、滞在型コン

サルティングは、10

地域の各地方運輸局

管内の団体に対して

実施した。 

 

【関係機関との連携】 

（取組例：ジャパン・ハウ

ス等外務省との連携） 

・ 戦略的対外情報発信

の強化に向けた取組

の一環として、外務
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省が世界 3都市（サ

ンパウロ、ロサンゼ

ルス、ロンドン）に

設置した対外発信拠

点「ジャパン・ハウ

ス（JH）」のうち、海

外事務所を設置する 2

都市（ロンドン・ロ

サンゼルス）におい

て、来館者に対する

情報提供を通じ、日

本の観光魅力の発信

を行った。また、サ

ンパウロにおいて、

令和 4年 3月より観

光情報デスクを開設

し、情報提供を開始

した。 

（取組例：関係省庁との連

携） 

・ 中期期間中におい

て、環境省や文化

庁、農水省等の省庁

が開催する委員会に

参画し、海外向け情

報発信のあり方等に

ついて意見を述べる

とともに、上述の国

立公園の他、日本

博、農泊等の新たな

観光情報を、本部が

運営する Facebook 及

び Instagram アカウ

ントで発信を行っ

た。また、国立公園

については、機構グ

ローバルウェブサイ

ト（英語）の国立公

園ページへの誘導強

化のために、サイト

内のリンク設定を増
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やす取組を行った。

更には、令和 2年 5

月に施行された文化

観光促進法に基づ

き、拠点計画や地域

計画の認定の検討に

参画し、文化観光の

プロモーション強化

を行った。 

・ 農林水産省と連携

し、一般消費者向け

に令和 2年 2月に

「Taste Tour 

Japan(食と旅)」サイ

トを公開し、地域の

食とそれを生み出す

農林水産業を核とし

て訪日外国人旅行者

等の誘致を図る取組

「SAVOR JAPAN」や農

泊、日本の食に関す

る記事を 10 本掲載し

た。また、グローバ

ルサイト内ウェブマ

ガジンにおいて農泊

や日本の食に関する

記事を 3本掲載し

た。 

・ 東京 2020 大会におい

て、国立公園の情報

発信を目的に環境省

が東京都メディアセ

ンターに出展（令和 3

年 8月 27 日～28 日の

2日間）した他、文化

庁と連携してオリパ

ラ特設ウェブサイト

で日本博のイベント

やデジタルギャラリ

ー等を紹介し、情報
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発信の連携を行っ

た。 

（取組例：国際交流基金、

日本貿易振興機構等の他

の独立行政法人との連携） 

・ 独立行政法人国際交

流基金と連携し、商

業ベースでは日本の

テレビ番組が放送困

難な国・地域におい

て、機構の訪日プロ

モーション動画を放

送した。令和 2年度

では 51 カ国・地域の

638 番組にて、令和 3

年度においては 57カ

国・地域の 876 番組

で放送し、日本の観

光魅力の情報発信を

行った。また、機構

デリー事務所やハノ

イ事務所において、

独立行政法人国際交

流基金海外事務所と

連携し、令和 2年度

のコロナによるロッ

クダウン期間中に日

本のアニメキャラク

ターを用いた記事を

SNS で投稿したり、

「アニメから見る日

本の観光情報」をテ

ーマとしたセミナー

を実施する等、日本

の文化や観光の情報

を発信した。 

・ 独立行政法人日本貿

易振興機構が令和 2

年度にクールジャパ

ン海外需要開拓プロ
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グラム「TAKUMI NEXT 

2020」において出展

したシンガポールの

海外ポップアップス

トアにおいて、機構

の訪日プロモーショ

ン動画を放映し、新

型コロナウイルス感

染症拡大の状況下で

も約 2,500 人が訪れ

る中、オールジャパ

ン体制で効率的に誘

客を図った。また、

令和 3年度に日本貿

易振興機構が出展

し、約 1万 5,000 人

が来場した「第四回

中国国際輸入博覧

会」のジャパンパビ

リオンにおいて、機

構の訪日プロモーシ

ョン動画の放映を行

った他、日本貿易振

興機構及び経済産業

省による「ミス・イ

ンターナショナル」

各国・地域代表を通

じた海外向け発信事

業と連携し、訪日観

光情報の発信をグロ

ーバルウェブサイト

及び Facebook アカウ

ントにて行った。 

（取組例：地方自治体との

連携） 

・ 東京 2020 大会期間中

に東京都が開設した東

京都メディアセンター

（TMC）において、メデ

ィア向けに日本全国の

観光魅力を訴求するた
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め JNTO 地方プロモー

ションブースを開設し

た（令和 3年 7月 23 日

～8 月 9日、8月 23 日

～9月 5日）。期間中は

31 団体（広域 DMO、自

治体等）が、TMC に来場

した 470 人（海外 194

人、国内 276 人）のメ

ディアにプロモーショ

ンを行った。アクセシ

ブルツーリズムに関す

るパネル等も展示し、

誰にとっても旅行しや

すいデスティネーショ

ンとしての情報発信も

行った。また、海外メ

ディアの来日が制限さ

れたため、来場できな

いメディア向けに、ウ

ェブサイトを通じたオ

ンラインでの配信にも

注力した。メディア向

けのページは令和 3 年

7 月 1 日～9 月 15 日の

間に 1,110 人が閲覧、

平均滞在時間 6:48、直

帰率 18.28％としっか

りとサイト内を閲覧さ

れた良い結果となっ

た。オンライン取材促

進を目的に掲載したテ

ー マ 別

（Nature,Tradition,F

ood,Experience）動画

は 2,881 回再生され

た。東京都及び東京

2020 組織委員会とも

連携してアクセス誘引

につなげた。 

・ その他の地方自治体と

の連携については以下
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【地方自治体等と連携

した地域の観光コンテ

ンツの発掘、情報発信】

を参照。 

 

【各種研修会、セミナー等

の開催による地方自治体

等の取組の支援】 

（取組例） 

・ 令和 2年度に各広域

連携 DMO 管内の自治

体並びに DMO、及び

その会員等の実務者

を対象とし、地域の

訪日プロモーション

の高度化を図り、地

域への誘客の促進を

目的としたマーケテ

ィング研修会を全 10

回オンラインにて開

催した。訪日トレン

ドやデジタルマーケ

ティング等について

講演を行い、参加者

数は 964 人、最上位

評価割合は 56.3%であ

った。令和 3年度に

は全国の自治体、DMO

等において訪日イン

バウンドプロモーシ

ョン業務に従事する

実務者を対象とし、

地域の訪日プロモー

ションの高度化を図

り、地域への誘客の

促進を目的とした地

域セミナーを全 2回

オンラインにて開催

した。デジタルマー

ケティングやアドベ

ンチャートラベル等
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について講演を行

い、参加者数は 1,116

人、最上位評価割合

は 52.1%であった。 

 

【海外市場の最新動向等

の情報提供による取組の

支援】 

（取組例） 

・ 令和 2 年度及び令和 3

年度において、各国・

地域に対する日本政

府の出入国規制や各

国における日本との

間の出入国規制等に

関する情報を海外事

務所から定期的に集

約し、ほぼ毎週提供し

た。海外現地からのリ

アルタイムかつ定期

的な提供情報として

の価値が高く、地方自

治体や民間企業等が、

今後のインバウンド

関係業務を検討する

際の判断材料を提供

した。また、令和 2年

度において、新型コロ

ナウイルス感染症の

影響により落ち込ん

だ訪日旅行市場への

回復の糸口とするた

め、「訪日旅行市場に

おける新型コロナウ

イルス感染症の影響

と需要回復局面の旅

行者ニーズと志向に

関する調査」を台湾、

香港、豪州、英国にて

オンラインで実施し、

今後の旅行需要回復
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に向けた有用な情報

として本調査報告書

を機構のホームペー

ジ上にて一般向けに

公開した。 

 

【地方自治体等と連携し

た地域の観光コンテンツ

の発掘、情報発信】 

（取組例） 

・ 令和 2年度に自治

体・ＤＭＯが作成し

た記事や動画を機構

のオウンドメディア

にて発信する事業を

開始しているとこ

ろ、令和 3年度はウ

ェブページの改修を

行いユーザーの利便

性を向上させ、地域

の観光情報を効果的

に発信した。閲覧ユ

ニークユーザー数は

6,003 人となり、日本

の知られていない魅

力を広く情報発信で

きた。 

・ 地域の「旬の魅力」

を Facebook でライブ

配信する「Fun From 

Home 事業」につい

て、令和 2年度はシ

ンガポール事務所等

で実施したが、令和 3

年度は地域連携部に

おいて全国の賛助団

体・会員から希望す

る団体を募集し実施

した。8月～3月にか

けて 13 団体が参加、

海外 8事務所（シン
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ガポール、インドネ

シア、マレーシア、

フィリピン、豪州、

米国、カナダ、英

国）の Facebook アカ

ウントでシェア配信

を行い、視聴者数は 7

万 2,864 人となっ

た。中山道の街歩き

（長野県）、沖縄民謡

（沖縄県）等、各団

体が地域ならではの

映像を制作し、視聴

者からは「今すぐ日

本に行きたい」、「次

回、日本に行くとき

の旅行先として選び

たい」といったコメ

ントが多数寄せられ

た。参加した地方自

治体等からは機構の

ネットワークを活用

して、様々な国の人

に見てもらうことが

できたとの評価を受

けている。 

 

【SDGs に貢献するサステ

ナブル・ツーリズムの推進

に向けた国内関係機関と

の連携強化】 

・ 国内のインバウンド

関係者を対象に、セ

ミナー等の機会を通

じて、サステナブ

ル・ツーリズムの概

要や世界の潮流、機

構の取組、国内外の

先進事例等の紹介を

行った。令和 3年 7

月にはフランス市場
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及びドイツ市場の最

新動向と欧州資料に

おけるサステナビリ

ティに関してテーマ

特化型セミナーを開

催した他、令和 4年 2

月にはサステナブ

ル・ツーリズムに関

する賛助団体・会員

との交流会を実施し

た。認定案内所向け

にも、令和 3年 6月

にユニバーサル対

応、11 月にサステナ

ブル・ツーリズム、

令和 4年 1月に食の

多様性（ベジタリア

ン・ヴィーガン対応

等）に関するセミナ

ーを実施した。ま

た、地域の要望に応

じ、関東観光広域連

携事業推進協議会

（令和 3年 12月）、

長野県インバウンド

推進協議会（令和 4

年 2月）、福井県あわ

ら市（令和 4年 3

月）向けに、サステ

ナブル・ツーリズム

に関する講演を行っ

た。機構内向けに

も、令和 4年 2月に

UNWTO（国連世界観光

機関）本部から駐日

事務所に派遣されて

いる職員による勉強

会を行った。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 
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・ 事業パートナーへの

個別コンサルティン

グ件数：期間中最高

実績（平成 30年度）

4,092 件（対中期目標

達成率 102.3％）  

   （各年度達成率 平

成 30年度：

113.7％、令和元年

度：101.3％、令和 2

年度：72.3％、令和

3年度：81.3％） 

・ 地方公共団体等向け

各種研修会、セミナ

ー等開催件数：平成

30～令和 3年度平均

36.5 回 （対中期目標

達成率 146.0％） 

   （各年度達成率 平

成 30年度：

152.0％、令和元年

度：176.0％、令和

2年度：112.0％、

令和 3年度：

144.0％） 

・ 機構による情報提供

の 4 段階評価最上位

評価割合：平成 30～

令和 3年度平均

63.7％（対中期目標

達成率 127.4％） 

   （各年度達成率 平

成 30年度：

108.4％、令和元年

度：138.4％、令和

2年度：137.0％、

令和 3年度：

125.6％） 

 

 

２．その他参考情報 
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特になし 

 

 

(2)国際会議等の誘致・開催支援業務 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 2) 国際会議等の誘

致・開催支援業務 

我 が 国 の MICE

（ Meeting, 

IncentiveTravel, 

Convention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推進

基本計画」に位置づ

けられている「アジ

ア主要国における国

際会議の開催件数に

占める割合 3 割以

上・アジア最大の開

催国」を達成するた

め、引き続き国際会

議誘致に関する取り

組みを強化する。ま

た、今後これまで以

上にインバウンドを

伸ばしていくために

は、国際会議のみな

らず、MICE 全体に対

する誘致策を促進す

る必要があることか

ら、国際会議以外の

分野についても取り

組みを強化する。こ

れらの取り組みに際

しては、令和元年の

ラグビーワールドカ

ップ、2020 年の東京

オリンピック・パラ

(2) 国際会議等の誘

致・開催支援業務 

我 が 国 の MICE

（ Meeting, 

IncentiveTravel,Co

nvention, 

Exhibition/Event 

の総称）推進におい

ては、「観光立国推進

基本計画」（平成 29 

年 3 月 28 日閣議

決定）に位置づけら

れている「アジア主

要国における国際会

議の開催件数に占め

る割合 3 割以上・ア

ジア最大の開催国」

の達成に貢献するよ

う、引き続き国際会

議誘致に関する取組

を強化する。また、

今後これまで以上に

インバウンドを伸ば

していくためには、

国際会議のみなら

ず、MICE 全体に対す

る誘致策を促進する

必要があることか

ら、ミーティング、

インセンティブ等国

際会議以外の分野に

ついても取組を強化

する。これらの取組

に際しては、2019 年

＜主な定量的指標＞ 

・中期目標期間中、海

外の国際会議・インセ

ンティブ旅行主催者等

と、機構、国内 の地

方公共団体及び民間事

業者等との商談件数を

年平均 3,400 件以上

とする。 

 

・商談参加者に対する

調査において、商談の

評価が、4段階評価で

最上位の評価を得 る

割合が 30％以上とな

ることを目指す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

「観光立国推進基本計

画」（平成 29 年 3 月 

28 日閣議決定）に位置

づけられている「アジ

ア主要国に おける国

際会議の開 催件数に

占める割合 3 割以上・

アジア最大の開催国」

の達成（目標：2020 年

まで）に貢献するよう、

関係者と連携して国 

＜主な業務実績＞ 

コロナ前（平成 30～令和

元年度）においては、海外

においては各種 MICE 関連

団体等との国際ネットワ

ークを活用した情報の収

集力・分析力を強化すると

ともに、国内においては大

学・学会・産業界等主催者

と連携し、国際会議の誘致

やインセンティブ旅行誘

致等の活動を強化した。海

外競合国・地域との誘致競

争が激しさを増す中、日本

における国際会議開催件

数は、527 件（ICCA 統計（令

和元年）前年比 7.1％増、

アジア・太平洋地域で2位、

世界総合ランキング第 8

位）となった。アジア主要

5 カ国における国際会議の

開催件数に占める割合は

30.1％となり、政府目標の

「3割」を超えた。 

 

【情報の収集力・分析力の

強化と市場トレンドの把

握等】 

・ MICE 専門見本市への

出展、国際的 MICE 関

連団体の活動へ積極的

参画を通じ、市場トレ

ンド等の情報収集・分

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【数値目標】 

（商談件数） 

・ 海外の国際会議・インセ

ンティブ旅行主催者等

と、機構、国内の地方公共

団体及び民間事業者等と

の商談件数は、平成 30年

度に 4,148 件、令和元年

度に 4,963 件、令和 2 年

度に 432 件、令和 3 年度

に 1,504 件実施し、コロ

ナ前においては、年度の

目標を上回ったが、コロ

ナ禍においては、年度の

目標を下回る結果となっ

た。中期目標の達成とし

ては令和 3 年度時点で平

均 2,762 件となり、目標

の年平均 3,400 件を下回

っている（数値目標達成

率 81.2％）が、コロナ前

の年平均は 4,555 件で中

期の目標値を大幅に上回

っている。 

・ コロナ禍においては、旅

行業界全体が疲弊し、バ

イヤーとなる旅行会社や

ミーティングプランナー

が休業要請や廃業によっ

て参加者の確保が難しか

ったことや、企業が全体

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 数値目標として設定した、機構、国内の地方公

共団体及び民間事業者等による商談件数の目標

達成率は、コロナ前の平成 30年度と令和元年度

において 120％を超えている。コロナ禍において

は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ

り商談会主催団体による商談会の中止・延期が

相次ぎ、海外バイヤー数の減少、共同出展社の確

保が困難となるなど、不可抗力による外部要素

があったため、令和２年度及び令和３年度の商

談件数は数値目標未達となったものの、機構主

催のインセンティブ旅行に関する商談会につい

てはオンライン開催に切り替えて実施するなど

の創意工夫で令和２年度から令和３年度の達成

度は大幅に改善した。なお、商談件数の中期の数

値目標は達成できない見込みではあるものの、

コロナ禍における国際会議の誘致においては、

実施形態も急激に変わる中、アンバサダープロ

グラムによる国際会議の令和２年度の誘致件数

は令和元年度と同数の５件、令和３年度の誘致

成功件数は４件となる等、国内主催者の国際会

議の誘致・開催活動の支援で成果を出した。 

商談参加者に対する調査において、商談の評

価が 4 段階評価で最上位の評価を得た割合は、

コロナ禍においても毎年度目標を大きく上回っ

ており、対中期目標達成率が令和 3 年度時点に

おいて 183.3％と大幅に高い水準で達成してい

る。 

 さらに、定性的にも、大学・学会・産業界等国

内主催者との関係・支援強化に取り組んだが、特

に、国際会議開催地決定に影響力がある PCO
（Professional Congress Organizer／国際会議

運営会社）との関係強化に取り組むため、機構の
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リンピック、2021 年

のワールドマスター

ズという大型スポー

ツイベントが集中的

に日本で開催され、

日本への注目が集ま

る機会を捉え、効果

的なプロモーション

活動を行い、大型ス

ポーツイベント開催

後も見据えた MICE

の誘致につなげる必

要がある。 

上記を踏まえ、具

体的な活動として

は、海外においては

各種 MICE 関連団体

等との国際ネットワ

ークを活用し、世界

の MICE 市場の動向

及び競合する都市や

団体による誘致活動

に関する情報の収集

力・分析力を強化し、

今後の市場トレンド

の把握や課題の整

理・解決を図るとと

もに、デスティネー

ションとしての日本

への関心を喚起する

コンテンツの作成

や、デジタルマーケ

ティングを活用した

プロモーションを展

開する等の取り組み

を実施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、大

学・産業界等国内主

催者との一層の関係

強化・支援強化に取

り組む。これらの活

のラグビーワールド

カップ、2020 年の東

京オリンピック・パ

ラリンピック、2021 

年のワールドマスタ

ーズという大型スポ

ーツイベントが集中

的に日本で開催さ

れ、日本への注目が

集まる機会を捉え、

効果的なプロモーシ

ョン活動を行い、大

型スポーツイベント

開催後も見据えた 

MICE の誘致につな

げるよう留意する。

上記を踏まえ、具体

的な活動としては、

海 外 に お い て は 

ICCA（国際会議協会：

International 

Congress and 

Convention 

Association）等との

国際ネットワークを

活用し、世界の MICE 

市場の動向及び競合

する都市や団体によ

る誘致活動に関する

情報の収集力・分析

力を強化し、今後の

市場トレンドの把握

や課題の整理・解決

を図るとともに、日

本の MICE ブラン

ド・コンセプトに基

づき、デスティネー

ションとしての日本

への関心を喚起する

コンテンツやデジタ

ルマーケティングを

活用したプロモーシ

際会議誘致に関する取

り組みを強化している

か。 また、ミーティン

グ、インセンティブに

ついては、デスティネ

ーションとしての日本

の認知度向上 に訴求

力のある海外 MICE 見

本市等の ベントや媒

体を活用し、露出効果

の最大化を図っている

か。 

 

析を強化するととも

に、国内の誘致関係者

への情報提供を行っ

た。 

（取組例） 

共同出展事業 

・ IMEX Frankfurt 

2019（ドイツ・フラ

ンクフルト：令和元

年 5月） 

・IMX America 2019

（米国・ラスベガス：

令和元年 9月） 

・IBTM World 2019

（スペイン・バルセ

ロナ：令和元年 11

月） 

MICE 関連団体の活動

への参加例 

・ 国 際 会 議 協 会

（ICCA）総会 （米

国・ヒューストン：

令和元年 10 月） 

・ 国 際 PCO 協 会

（IAPCO）総会 （カ

ナダ・バンクーバー：

令和 2年 2月） 

機構独自の出展 

・ Smart Meeting 

West National（米

国・スコッツデール：

令和元年 5月） 

・IBTM Americas（メ

キシコ・メキシコテ

ィ：令和元年 5月） 

・Get Global（豪州・

シドニー：令和元年

7月） 

・BUSINESS TRAVEL 

MICE AWARD（ロシア・

モスクワ：令和元年

的にインセンティブ旅行

を中止、または国内旅行

へシフトしたことで、事

業実施の費用対効果が低

いと判断し、商談会主催

団体が多くの商談会を中

止したこと等が大きく影

響し令和 2 年度は年度目

標を下回った。令和 3 年

度については、見本市・商

談会のオンライン化・ハ

イブリット化が進んだこ

と、欧米等一部の国・地域

ではリアル開催も行われ

るようになる等商談を実

施できる機会が増えた一

方、上半期に予定されて

いた大型見本市の中止や

海外バイヤー数の減少、

共同出展者の確保が困難

であったこと等から、年

度目標達成には至らなか

った。 

 

（商談参加者評価） 

・ 商談参加者に対する調査

において、商談の評価が、

4 段階評価で最上位の評

価を得る割合は、平成 30

年度に 45.6％、令和元年

度に 51.2％、令和 2 年度

に 70％、令和 3 年度に

53.3％であり、年度の目

標の 30％に対し毎年大き

く上回っている。中期目

標の達成としては、令和 3

年度時点で平均 55.0％と

なり、目標の 30％を大き

く上回っている。（数値目

標達成率 183.3％） 

 

【質的成果】 

長年の働きかけの結果、令和３年度より国際

PCO 協会（IAPCO）との間に、日本として初め

てとなるデスティネーション・パートナーシッ

プの締結が実現し、会員の PCO 約 140 社に対

して情報発信を複数回行い、国際会議開催国と

しての日本の認知度向上を図った点等は高く評

価できる。また、インセンティブ旅行コンテンツ

の収集・発信を通して訪日インセンティブ旅行

誘致の強化を図ったことも新たな取組として評

価できる。 

 なお、令和４年７月４日に開催した外部有識

者会議においても、何れの委員も自己評価に対

しては適切な評価である旨評価されていた。 

以上を踏まえ、中期計画における所期の目標を

上回る成果が得られる見込であると認められる

ため、A 評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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動に際し、地域のコ

ンベンションビュー

ローとの役割分担を

明確にして効率化を

図る一方、我が国の

ナショナルコンベン

ションビューローと

しての機能を強化す

る。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

イベントや媒体との

連携により、露出効

果の最大化を図る。

加えて産業界と連携

し、海外に対する訴

求を強化する。 

なお、これらの各

種取り組みに当たっ

ては、成果の最大化

の観点から、支援対

象等の選択と集中の

徹底及び効率的な実

施に留意することと

する。 

 

 

ョンを展開する等の

取組を実施する。 

また、国際会議の

誘致に関しては、

MICE アンバサダー

等国内主催者との一

層の関係強化・支援

強化に取り組む。こ

れらの活動に際し、

地域のコンベンショ

ンビューローとの役

割分担を明確にして

効率化を図る一方、

我が国のナショナル

コンベンションビュ

ーローとしての機能

を強化する。 

更に、ミーティン

グ、インセンティブ

については、プロモ

ーションに際し、デ

スティネーションと

しての日本の認知度

向上に訴求力のある

海外 MICE 見本市等

のイベントや媒体を

活用し、露出効果の

最大化を図る。加え

て産業界と連携し、

海外に対する訴求を

強化する。 

なお、これらの各

種取組に当たって

は、成果の最大化の

観点から、支援対象

等の選 

択と集中の徹底及び

効率的な実施に留意

することとする。 

 

数値目標 

・中期目標期間中、

10 月） 

 

【ブランド・コンセプトに

基づくデジタルマーケ

ティングを活用したプ

ロモーションの展開】 

（取組例） 

・ Facebook の MICE 専用

アカウントの運用開

始：平成 30 年 10 月よ

り、新たに MICE 関係

者向け Facebook アカ

ウントの運用を開始し

た。日本の都市、ユニ

ークベニュー、機構事

業の紹介等、MICE に

関する内容を発信し、

日本での MICE 開催意

欲が高まるような内容

の投稿を行った結果、

平成 30 年度 3月末時

点で 2万 8,000 人以上

のファン数を獲得し

た。 

・ フォト・動画コンテス

トの実施：平成 30年

に国内における MICE

ブランド・コンセプト

の浸透促進とコンテン

ツ収集のため、「第 1

回 MICE 開催地・日

本の魅力フォト・動画

コンテスト ～New 

ideas start here～」

を実施した。応募のあ

った 1,277 点の中から

最優秀賞及び優秀賞の

計 5点を選定し、東京

国際フォーラムにて授

賞式を行った。最優秀

賞の他、優秀賞も含め

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な業

務実績を参照）。 

（コロナ前） 

・ 情報の収集力・分析力の

強化と市場トレンドの把

握等（例：MICE 専門見本

市等） 

・ ブランド・コンセプトに

基づくデジタルマーケテ

ィングを活用したプロモ

ーションの展開（例：MICE

関係者向け face book） 

・ 大学・学会・産業界等国内

主催者との関係強化・支

援強化 

・ 訪日インセンティブ旅行

誘致の強化（例：MICE 見

本市での大型スポーツイ

ベント関連都市のプロモ

ーション） 

・ 自然災害からの復興対策 

例：平成 30 年 7 月豪雨被

災地支援のための情報発

信） 

 

（コロナ禍） 

・ 情報の収集力・分析力の

強化と市場トレンドの把

握等（例：IAPCO との連携

強化） 

・ ブランド・コンセプトに

基づくデジタルマーケテ

ィングを活用したプロモ

ーションの展開  （例：

ウェブサイト改修、専門

誌での情報発信等） 

・ 大学・学会・産業界等国内

主催者との関係強化・支

援強化（例：バーチャルの

都市視察紹介と商談会） 
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海外の国際会議・イ

ンセンティブ旅行主

催者等と、機構、国

内 の地方公共団体

及び民間事業者等と

の商談件数を年平均 

3,400 件以上とす

る。 

・商談参加者に対す

る調査において、商

談の評価が、4段階

評価で最上位の評価

を得 る割合が 30％

以上となることを目

指す。 

 

た計 75 点の入賞作品

については、今後のプ

ロモーションにおける

コンテンツとして活用

することとしている。 

 

【大学・学会・産業界等国

内主催者との関係強化・支

援強化】 

・ 国内の国際会議主催者

の開催・誘致意欲を高

めるため、有力な会議

主催者等との関係を強

化して誘致活動に取り

組むとともに会議誘致

の啓発活動を行った。 

（取組例：誘致に成功した

国際会議の例） 

英 国 旅 行 業 協 会

（ABTA）年次会議 

～令和元年に東京

で開催。参加者数 500

人規模（うち外国人

500 人） 

アジア太平洋てんか

ん学会（※コロナ禍に

よりオンライン開催

に変更） 

～令和2年に福岡で

開催。 参加者数 2,600

人規模（うち外国人

1,800 人） 

JCI 世界会議大会（※

コロナ禍によりハイ

ブリッド開催に変更） 

～令和 2 年に横浜

で開催。 参加者数1

万人規模（うち外国

人 3,000 人） 

 

・ 体系的な MICE 人材育成

（例：初級、中級、上級セ

ミナー） 

・ 訪日インセンティブ旅行

誘致の強化（例：インセン

ティブ旅行コンテンツの

収集・発信） 

 

【総合評価】 

・ 海外においては各種 MICE

関連団体等との国際ネッ

トワークを活用した情報

の収集力・分析力を強化

するとともに、国内にお

いては大学・学会・産業界

等主催者と連携し、コロ

ナ前は数値目標も高い水

準で達成し、年度評価も

平成 30年度 S等高い評価

を取得。令和元年は、アジ

ア主要 5 カ国における国

際会議の開催件数に占め

る割合は政府目標の「3

割」を超えた。 

・  また、コロナ禍では、水

際規制や見本市の中止等

も相次ぐ中、商談件数は

年度数値目標未達となる

も、オンライン等での創

意工夫で令和2→令和3年

度は改善、参加者満足度

は現時点で中期数値目標

を大幅に超過する高い水

準。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。 
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【訪日インセンティブ旅

行誘致の強化】 

（取組例） 

・ 平成 30 年度に訪日イ

ンセンティブ旅行の誘

致拡大を図り、2,712

件（前年度比：約

27.3％増）、17万

1,499 人の誘致に成功

した。また、ラグビー

ワールドカップ 2019

日本大会（RWC2019）、

令和 2年の東京 2020

大会、令和 3年のワー

ルドマスターズという

大型スポーツイベント

によって日本への注目

が集まる中、これらス

ポーツへの関心が強い

とされる地域を中心

に、海外の MICE 見本

市等で関連都市のプロ

モーションを実施し

た。 

・ CNBC（Consumer News 

and Business 

Channel）における記

事広告を実施するとと

もに、見本市出展に合

わせて MICE 専門オン

ライン媒体における広

告展開を実施した。 

・ 海外事務所の所在地域

の日系商工会議所に働

きかけ、現地企業向け

の訪日 MICE 旅行に関

する情報発信を行っ

た。特に、シドニー事

務所、香港事務所にお
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いては、具体的な説明

の機会を設けた。 

 

【自然災害からの復興対

策事業】 

（取組例：「平成 30年 7月

豪雨」被災地支援のための

情報発信の実施） 

・ 動画を活用した自然災

害発生地域にかかる正

確な情報発信：平成

30 年度に 7月豪雨の

被災地である岐阜・高

山・広島・尾道・岡山

にスポットを当て、実

際に MICE が開催され

ている様子やユニーク

ベニュー等、地域の魅

力を訴求する動画を制

作するとともに、MICE

専用ウェブサイトに掲

載のうえ当該サイトへ

の誘導広告を実施し、

MICE 開催地としての

各地の魅力の情報発信

を行った。また、平成

30 年 10 月に開催され

た IMEX America 及び

ITB Asia（共にインセ

ンティブ旅行の見本

市）会場にてホステッ

ドバイヤーラウンジを

スポンサーし、これら

の動画を放映する等、

復興支援に資する展開

を行った。 

（取組例：台風 21 号及び

北海道胆振東部地震の復

興支援のためのデジタル

広告事業の実施） 
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・ 台風 21 号及び北海道

胆振東部地震等からの

速やかな回復を支援す

るため、平成 30年度に

デジタル媒体による欧

米向けの記事広告を作

成し、被災地域の MICE

開催地としての魅力の

訴求を図った。また、

記事広告と同内容を機

構 MICE ウェブサイト

内に転載し、当該転載

記事に対して各種情報

発信プラットフォーム

を使用した運用型広告

を実施するとともに、

MICE 関係の情報発信

における各プラットフ

ォームとの親和性の比

較検証を行い、今後の

MICE 分野における情

報発信の戦略立案に役

立てることとした。 

 

コロナ禍（令和 2年度以

降）においては、海外で開

催される大型見本市や機

構が開催する予定であっ

たセミナーや商談会が中

止となり、商談件数の数値

目標は達成できなかった

が、国際会議の実施形態も

急激に変わる中、アンバサ

ダープログラムによる国

際会議の誘致件数は令和

元年度と同数の5件となる

等、国内主催者の国際会議

の誘致・開催活動の支援を

引き続き行った。また、商

談参加者の満足度は数値

目標を上回り、研修参加者

等からも高い評価を得た。 
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【情報の収集力・分析力の

強化と市場トレンドの把

握等】 

（取組例） 

・ 国際 PCO 協会

（IAPCO）との連携強

化：国際会議開催地決

定に影響力がある PCO

（Professional 

Congress Organizer／

国際会議運営会社）と

の関係強化に取り組む

ため、令和 3年 8月よ

り、国際 PCO 協会

（IAPCO）との間に、

日本として初めてとな

るデスティネーショ

ン・パートナーシップ

を締結した。本パート

ナーシップは機構から

の長い働きかけにより

実現したもので、アジ

ア地域では香港と日本

の 2団体のみが締結し

ている。同協会が発行

する機関誌『The 

PCO』にて、日本の安

全性や日本のハイブリ

ッド会議の開催事例

等、最新ニュースを計

3回発信し、会員の

PCO 約 140 社に対し

て、国際会議開催国と

しての日本の認知度向

上を図った。 

・ MICE 関係者との情報

交換、情報提供：令和

2年度にコロナ終息後

の国際会議誘致の激化

を見越し、学術や産業
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の集積が厚く、特徴的

な研究や都市戦略を展

開している国内の 16

都市に着目の上、当該

都市学術や産業の強み

をとりまとめた電子ブ

ック Japan: 

Competitiveness of 

Academia and 

Industry を日英で作

成した。国内の国際会

議主催者や海外の有力

PCO 等へ SNS 等を活用

して周知するととも

に、ウェブサイトに展

開しダウンロードを促

した。 

 

【ブランド・コンセプトに

基づくデジタルマーケ

ティングを活用したプ

ロモーションの展開】 

（取組例） 

・ MICE 専門誌等での情

報発信：令和 2年度に

デスティネーションと

しての日本への関心を

喚起するため、世界で

月間平均 6.3 億ページ

ビューのアクセスがあ

り、MICE 開催地の決

定権者の多くが利用す

る欧米の媒体

「BBC.com」を活用

し、新型コロナウイル

ス感染症の影響下にお

ける今後の MICE 業界

の展望、日本の安心・

安全の取組、日本にお

ける MICE 開催のガイ
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ドライン等を紹介する

とともに、海外 MICE

有識者にインタビュー

を行い、日本の MICE

の魅力についてプロモ

ーションする記事広告

を出稿した。また、産

業構造の特徴や強み、

最先端の学術・研究分

野及び産業振興の動向

等を紹介する資料

「Japan: 

Competitiveness in 

Academia and 

Industry」の公開を契

機に、欧州の代表的な

MICE 業界専門誌であ

る「Headquarters 

Magazine」に、学術や

産業の観点からみた日

本の魅力的な国際会議

開催都市として仙台

市、広島市、富山市、

北九州市を紹介する記

事広告を出稿、地方都

市の情報発信を行っ

た。 

・ 機構 MICE 専用ウェブ

サイトの改修：令和 2

年度に国際会議開催に

関する情報提供のた

め、日英両サイトに国

際会議における新型コ

ロナウイルス感染症へ

の対応に関する特設サ

イトを作成するととも

に、新型コロナウイル

ス感染症における

MICE 開催のガイドラ

イン等の資料のダウン

ロードを促す導線も整
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備した。更に、特設サ

イトへの誘導を図るた

め、国内の主要学会誌

に広告を掲載するとと

もに、Google ディス

プレイネットワーク

（GDN）、Facebook、

LinkedIn 等を活用し

た国内の潜在的な主催

者をターゲットとした

運用型広告を配信し、

デジタルマーケティン

グを活用したプロモー

ションを行った。広告

掲載の効果もあり、特

設サイトを含む日本語

の機構 MICE 専用ウェ

ブサイト全体のユニー

クユーザー数は令和元

年度比 139.9%の 31 万

5,447 となった。 

 

【大学・学会・産業界等国

内主催者との関係強化・支

援強化】 

（取組例） 

・ 国際会議海外キーパー

ソン招請事業の実施：

令和 2年度に例年開催

してきた国際会議キー

パーソン（国際会議の

開催地決定に権限や影

響力を持つ、主催団体

等のバイヤー）招請事

業をオンライン化（オ

ンライン Meet 

Japan）し、バーチャ

ルの都市視察紹介と商

談会を実施した。ま

た、バイヤーの参加意
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欲を高めるため、PCO

（国際会議運営会社）

の国際団体(IAPCO)と

連携したセミナーを盛

り込んだ結果、目標を

上回る 93商談、満足

度最上位 30％以上の

評価を得た。また

IAPCO との連携によ

り、150 人の IAPCO 会

員に対してセミナーを

追加で配信を行うこと

ができた。事業終了

後、2027 年度の 5,000

人規模の国際会議の誘

致活動が開始してい

る。 

 

【体系的なMICE人材育成】 

アジア競合国と比較し

て、海外の MICE 主催者と

対等に交渉できるグロー

バルレベルの能力を有す

る MICE 誘致担当者が不足

しているこことに加えて、

新型コロナウイルス等、最

新の業界動向をふまえた

誘致・開催支援と新たな課

題に対応できる人材の育

成が急務であることから、

体系的な人材育成プログ

ラム実施することとし、オ

ンデマンド（初級・中級）

及びオンライン（上級）形

式で実施した。 

（取組例）  

・ ＭＩＣＥセミナー 中

級者対象（令和 2年度

より開始、8月～9

月）：令和 2年度より

国内 MICE 業界関係者



86 

で実務経験が 2年以上

ある者を対象とした中

級者研修を新たに開始

した。都市の戦略策

定、ハイブリット会議

開催手法、オンライン

技術の進歩、施設の国

際衛生基準取得の方法

等、ポストコロナにお

ける MICE 開催のノウ

ハウに関する講義を全

10 件提供したこと、

受講期間を 2か月間と

長く設定してオンデマ

ンド方式で実施したこ

と等により、前年度の

実績 44 人を大きく上

回る 214 人が参加し、

受講者の満足度は最上

位評価が 52％となっ

た。 

 

【訪日インセンティブ旅

行誘致の強化】 

（取組例） 

・ ポストコロナのニーズ

に対応のインセンティ

ブ旅行コンテンツの収

集：令和 3年度にポス

トコロナにおけるミー

ティング及びインセン

ティブ旅行先としての

日本の優位性を訴求す

るため、国内各地域か

ら、コロナにより変化

したニーズに対応する

魅力的なインセンティ

ブ旅行コンテンツを募

集した。有識者の評価

により 145 件の応募か
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ら 42件を選定し、6

言語にてウェブサイト

で情報掲載を行うとと

もに、海外事務所での

ニュースレターやセミ

ナー等で紹介した。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ 機構、国内の地方公

共団体及び民間事業

者等による商談件

数：平成 30 年度～令

和 3年度平均 2,762

件（対中期目標達成

率 81.2％） 

   （各年度達成率 平

成 30年度：

122.0％、令和元年

度：146.0％、令和 2

年度：12.7％、令和

3年度：44.2％） 

・ 商談参加者による 4 

段階評価最上位評価

割合：平成 30年度～

令和 3年度平均 55％

（対中期目標達成率

183.3％） 

   （各年度達成率 平

成 30年度：

151.9％、令和元年

度：170.7％、令和 2

年度：233.3％、令

和 3年度：

177.7％） 

 

 

 

２．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―2 国内受入環境整備支援業務 

業務に関連する政策・施

策 

 当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

国際観光振興機構法 第 9条 第 1、2、3号 

通訳案内士法 第 11 条 

当該項目の重要度、困難

度 

 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．主要な経年データ 

観
光
案
内
所
の
整
備
支
援
業
務 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

(前中期目

標期間最終

年度値等) 

平成 

30 年度 

（達成率） 

令和 

元年度 

（達成率） 

令和 

2 年度 

（達成率） 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

  平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

情報提供の

評価 

4段階評価で

最上位の評

価を得る割

合が70%以上

を目指す 

  72.0% 

 (102.8%) 

 

 

 

83.4%

（119.2%） 

77.1% 

（110.1%） 

72.9% 

（104.1%） 

  予算額（千円） 292,591 

 

229,944 336,380 229,779  

        決算額（千円） 247,032 186,975 238,513 120,988  

        経常費用（千円） 254,292 

 

196,057 239,421 121,043  

        経常利益（千円） 347,908 

 

199,705 320,172 195,859  

        行政コスト（千円） - 

 

196,057 239,421 121,043  

        行政サービス実施

コスト（千円） 

43,653 

 

- 

 

- -  

        従事人員数      
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３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 (3) 国内受入環境整

備支援業務 

訪日外国人旅行者

の利便性・満足度を

向上させるため、国

内における受入環境

整備として、外国人

観光案内所の認定・

支援を行う。特に、

地方部においては、

多言語で案内が行え

る観光案内所を増や

すとともに、都市部

の観光案内所を含む

観光案内所間におけ

る密接な情報共有が

可能な仕組みの構

築・ネットワークの

拡充により、案内機

能の質の向上を図

る。また、認定・更新

については簡略化・

円滑化に向けた改善

を積極的に行う。上

記の取組に当たって

は、認定案内所から

の評価を踏まえ、課

題の改善に取り組む

こととする。機構が

運営するツーリス

ト・インフォメーシ

ョン・センター（TIC）

については、機構の

ネットワークや民間

のノウハウを取り入

れた効果的 

な運営により、対面

(3) 国内受入環境整

備支援業務 

訪日外国人旅行者

の日本滞在中の利便

性・満足度を向上さ

せるため、国内にお

ける受入環境整備と

して、外国人観光案

内所の認定・支援を

行う。平成 32 年ま

でに観光案内所の倍

増（1,500 箇所）を

目指すとした「観光

立国推進基本計画」

を踏まえ、特に、地

方部においては、多

言語で案内が行える

観光案内所を増やす

ために、観光庁等と

連携して未認定観光

案内所に対し、認定

制度の説明を行い、

認 定 観 光 案 内 所 

1,500 箇所に向けて

新規認定申請を促

す。また、引き続き

認定案内所実態調査

や研修会を実施する

他、連絡会を各地で

開催し、観光案内所

間における密接な情

報共有が可能な仕組

みの構築・ネットワ

ークの拡充により、

案内機能の質の向上

を図る。また、認定・

更新については電子

＜主な定量的指標＞ 

外国人観光案内所に対

する調査において、機構か

らの支援サービスの評価

が、4 段階評価で最上位の

評価を得る割合が 70％以

上となることを目指す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

平成 32 年までに観 

光案内所の倍増（1,500 箇

所）を目指すとした「観光

立国推進基本計画」を踏ま

え、訪日外国人旅行者の利

便性・満足度を向上させる

ため、国内における受入環

境整備として、外国人観光

案内所の認定・支援を行っ

ているか。 

観光案内所間における

密接な情報共有が可能な

仕組みの構築・ネットワー

クの拡充により、案内機能

の質の向上を図っている

か。 

TIC について、機構のネ

ットワークや民間のノウ

ハウを取り入れた効果的

な運営により、対面による

質の高い情報提供を行う

とともに、案内所支援業務

の中核として全国の案内

＜主な業務実績＞ 

（3）①観光案内所の整備支援

業務 

・ 外国人観光案内所の認

定・支援として、未認定

観光案内所に認定制度の

説明を行い、認定申請を

促した他、認定外国人観

光案内所向けウェブサイ

トのメニューを再整理す

る等、外国人観光案内所

認定手続きの円滑化を図

る改善を行った。その結

果、中期目標期間中の各

年度末の認定数の推移

は、平成 30 年度は 1,046

カ所、令和元年度は 1,365

カ所、令和 2年度は 1,558 

カ所、令和 3年度は 1,560

カ所となり、「観光立国推

進基本計画」の目標

（1,500 箇所）の達成に貢

献した。 

・ 認定外国人観光案内所の

案内機能の質の向上

（例：各種研修会実施、

メルマガ配信、訪問実態

調査）、ツーリスト・イン

フォメーション・センタ

ー（TIC）の運営、全国の

外国人観光案内所との連

携、ICT を活用した利便性

の高い観光情報提供機能

の拡充（例：チャットボ

ット及びオンライン上の

問合せ対応）、災害対応機

能の強化（例：多言語コ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

以下を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 

 

（3）①観光案内所の整備支

援業務 

・ コロナ前から外国人観

光案内所のネットワー

ク拡大及び更なる質の

向上を継続し、年度評

価でも高評価を獲得し

た。 

・ コロナの影響で閉鎖し

た観光案内所もあった

が、コロナ禍でも認定

数を伸ばし、令和 2年

12 月末までに外国人観

光案内所ネットワーク

拡大の目標であった

1,500 カ所認定を達成

した。事業実施におい

ては、国内の感染状況

への留意が必要となっ

たが、創意工夫によ

り、コロナ禍でも質的

にも高い水準の評価を

取得し、中期数値目標

に対しては現時点で超

過する水準となった。 

 

（3）②通訳案内士試験業務 

・ 「通訳案内士試験ガイ

ドライン」（国土交通

省）に基づき、試験の

公正性・適正性を確保

評定 Ａ 評定  

【細分化した項目の評定の算術平均】 

（Ａ４点×１項目 ＋ Ｂ３点＋１） ÷ ２項目 

＝ ３．５ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※算定にあたっては評定毎の点数を、Ｓ：５点、

Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、

重要度の高い項目については加重を２倍とし

ている。 

 

＜評定に至った理由＞ 

 観光案内所の整備支援業務については、コロ

ナ前から外国人観光案内所のネットワーク拡

大と質の向上を継続し、外国人観光案内所に対

する機構の支援サービスの評価が、4段階評価

で最上位の評価を得た割合は各年度で目標達

成率が 100％を上回った。また、令和 2年 12 月

末までに外国人観光案内所ネットワーク拡大

の目標であった 1500 か所認定を達成した。 

 通訳案内士試験業務については、試験の公正

性・適正性を確保しつつ、毎年 1回全国通訳案

内士試験を実施した。コロナ禍においては、安

定的な試験実施に向けた取組として、会場に収

容する定員を 50％以下に抑えるなど、徹底し

た感染防止対策を実施した。 

 以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を上回る成果が得られる見込であると認めら

れるため、当該項目の評定はＡとした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし 

 

＜その他事項＞ 

特になし 
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による質の高い情報

提供を行うととも

に、案内所支援業務

の中核として全国の

案内所との連携を強

化する。さらに、ウ

ェブ、モバイル等の 

ICT を活用した訪日

外国人旅行者にとっ

て利便性の高い観光

情報提供機能の拡充

を図る。 

 

 通訳案内士制度に

ついては、訪日外国

人旅行者の増加とニ

ーズの多様化に対応

するため、通訳案内

士法（昭和 24 年法

律第 210 号）を改正

し、通訳案内士の業

務独占規制を廃止す

るとともに、全国通

訳案内士試験におい

ては、試験科目に通

訳案内の実務を加え

る等の試験科目・内

容の見直しを行うこ

ととしている。その

ため、機構は、受験

者の数の増加や試験

業務の効率化に努め

てきたが、新たな制

度の元で安定的に実

施していくため、更

なる事務の効率化等

を図りながら、試験

業務等を実施するこ

ととする。 

 

 

 

申請システム及び認

定案内所の管理デー

タベースを活用する

ことにより、簡略化・

円滑化に向けた改善

に取り組むととも

に、更新手続きを確

実に行うため、更新

時前には認定観光案

内所に対して更新に

向けた呼びかけを積

極的に行う。 

上記の取組に当た

っては、認定案内所

からの評価を踏ま

え、課題の改善に取

り組むこととする。 

ツーリスト・インフ

ォメーション・セン

ター（TIC）について

は、機構のネットワ

ークや民間のノウハ

ウを取り入れた効果

的な運営により、対

面による質の高い情

報提供を行うととも

に、案内所支援業務

の中核として全国の

案内所との連携を強

化する。研修会、連

絡会等においても模

範的な案内や情報・

資料等、教育・指導

的役割を果たす。さ

らに、ウェブ、モバ

イル等の ICT を活

用した訪日外国人旅

行者にとって利便性

の高い観光情報提供

機能の拡充を図る。 

通訳案内士制度に

ついては、訪日外国

所との連携を強化してい

るか。 

改正通訳案内士法に よる

新たな制度の元 で、全国

通訳案内士試 験を安定的

に実施し ていくため、更

なる事 務の効率化等を図

り ながら、全国通訳案内 

士試験の実施に関する事

務を行っているか。 

ールセンター「Japan 

Visitor Hotline」）等に

取り組んだ。 

 

（3）②通訳案内士試験業務 

・ 平成 30 年 1 月 4 日より改

正通訳案内士法が施行さ

れ、全国通訳案内士の資格

を持たない方で あっても

有償で通訳案内業務を行う

ことが可能になったが、全

国通訳案内士試験について

は、引き続き、「通訳案内

士試験ガイドライン」（国

土交通省）に基づき、試験

の公正性・適正性を確保 

しつつ、業務収支の改善を

図りながら、試験事務を円

滑に運営した（平成 30年

度、令和元年度）。 

・ 令和 2年度以降は、新型コ

ロナウイルス感染症の感染

拡大を受け、筆記試験会場

の密集状況を避けるため、

受験者間の距離の確保・会

場収容率の定員の 50％以

下への抑制をするととも

に、会場及び教室の追加手

配を行い、会場の警備、備

品準備等を追加する等、感

染防止対策を施し実施し

た。徹底した感染防止対策

により、筆記試験、口述試

験ともに一人も感染者を出

すことなく安全に運営がで

きた。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

・ 外国人観光案内所に対す

る機構の支援サービス 4 

しつつ、効率化を行い

ながら、試験事務を円

滑に運営した。その結

果、コロナ前において

は、収支相償を実現し

た。 

また、コロナ後は、観光庁の

指示を踏まえ、徹底した感

染防止対策を施し実施し、

マークシート化等の効率化

も実現した。年度評価では

平成 30 年度 A、それ以降も

B評価を取得した。 
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人旅行者の増加とニ

ーズの多様化に対応

する ため、通訳案内

士法（昭和 24 年法

律第 210 号）が改正

され、通訳案内士の

業務独占 規制が廃

止されるとともに、

全国通訳案内士試験

においては、筆記試

験科目に通訳案内の

実務を加える等の試

験科目・内容の見直

しを行うこととなっ

ている。新たな制度 

の元で安定的に実施

していくため、更な

る事務の効率化等を

図りながら、全国通

訳案 内士試験の実

施に関する事務を行

っていく。 

 

数値目標 

・外国人観光案内所

に対する調査におい

て、機構からの支援

サービスの評価が、

4 段 階評価で最上

位の評価を得る割合

が 70％以上となる

ことを目指す。 

 

段階評価最上位評価割

合：平成 30 年度～令和 3

年度平均 76.4％（対中期

目標達成率 109.1％） 

   （各年度達成率 平成 30

年度：102.8％、令和元年度：

119.2％、令和 2年度：110.1％、

令和 3年度：104.1％） 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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（３）①観光案内所の整備支援業務 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 (3) 国内受入環境整

備支援業務 

 

訪日外国人旅行者

の利便性・満足度を

向上させるため、国内

における受入環境整

備として、外国人観光

案内所の認定・支援

を行う。特に、地方部

においては、多言語

で案内が行える観光

案内所を増やすととも

に、都市部の観光案

内所を含む観光案内

所間における密接な

情報共有が可能な仕

組みの構築・ネットワ

ークの拡充により、案

内機能の質の向上を

図る。また、認定・更

新 に つ い て は 簡 略

化・円滑化に向けた

改 善 を 積 極 的 に 行

う。上記の取り組みに

当たっては、認定案

内所からの評価を踏

まえ、課題の改善に

取り組むこととする。

機構が運営するツー

リスト・インフォメーショ

ン・センター（TIC）に

ついては、機構のネ

ットワークや民間のノ

ウハウを取り入れた効

果的な運営により、対

(3) 国内受入環境整

備支援業務 

 

訪日外国人旅行者

の日本滞在中の利便

性・満足度を向上さ

せるため、国内にお

ける受入環境整備と

して、外国人観光案

内所の認定・支援を

行う。平成 32 年まで

に観光案内所の倍増

（1,500 箇所）を目指

すとした「観光立国推

進基本計画」を踏ま

え、特に、地方部に

おいては、多言語で

案内が行える観光案

内 所 を 増 や す た め

に、観光庁等と連携し

て未認定観光案内所

に対し、認定制度の

説明を行い、認定観

光案内所 1,500 

箇所に向けて新規

認定申請を促す。ま

た、引き続き認定案

内所実態調査や研修

会を実施する他、連

絡 会 を 各 地 で 開 催

し、観光案内所間に

おける密接な情報共

有が可能な仕組みの

構築・ネットワークの

拡充により、案内機能

の質の向上を図る。ま

＜主な定量的指標＞ 

外国人観光案内所に対

する調査において、機構か

らの 支援サービスの 評価

が、4 段階評価で最上位の

評価を得る割合が 70％以

上となることを目指す。 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

平成 32 年までに観 

光案内所の倍増（1,500 箇

所）を目指すとした「観光立

国推進基本計画」を踏まえ、

訪日外国人旅行者の利便

性・満足度を向上させるた

め、国内における受入環境

整備として、外国人観光案

内所の認定・支援を行って

いるか。 

観光案内所間における密

接な情報共有が可能な仕組

みの構築・ネットワークの拡

充により、案内機能の質の

向上を図っているか。 

TIC について、機構のネット

ワークや民間のノウハウを取

り入れた効果的な運営によ

り、対面による質の高い情報

提供を行うとともに、案内所

支援業務の中核として全国

の案内所との連携を強化し

〈主な業務実績〉 

外国人観光案内所の認定・支

援、認定外国人観光案内所の案

内機能の質の向上（例：各種研

修会実施、メルマガ配信、訪問

実態調査）、ツーリスト・インフォメ

ーション・センター（TIC）の運営、

全国の外国人観光案内所との連

携、ICT を活用した利便性の高

い観光情報提供機能の拡充

（例：チャットボット及びオンライン

上の問合せ対応）、災害対応機

能の強化（例：多言語コールセン

ター「Japan Visitor Hotline」）等

に取り組んだ。 

 

【外国人観光案内所の認定・支

援】 

・ 未認定観光案内所に認定制

度の説明を行い、認定申請

を促した他、認定外国人観

光案内所向けウェブサイトの

メニューを再整理する等、外

国人観光案内所認定手続き

の円滑化を図る改善を行っ

た結果、中期目標期間中の

各年度末の認定数の推移

は、平成 30 年度は 1,046 カ

所、令和元年度は 1,365 カ

所、令和 2 年度は 1,558 カ

所、令和 3 年度は 1,560 カ

所となり、「観光立国推進基

本計画」の目標（1,500 箇所）

の達成に貢献した。 

 

<評定と根拠> 

評定：A 

 

【数値目標】 

（外国人観光案内所に対する

機構からの支援サービスの満

足度） 

・ 認定外国人観光案内所

に対する調査において、

機構の支援サービスの

評価が 4 段階評価のうち

最上位の評価を得た割

合は、平成 30 年度が

72.0％、令和元年度が

83.4％、令和 2 年度が

77.1％、令和 3 年末時点

が 72.9％と、アンケート

の満足度 4 段階評価の

うち最上位の評価を得た

割合が 70％という高い目

標を毎年度達成した。中

期目標（目標内容）につ

いては、令和 3 年度末

時点の平均で 76.4％と

なっている（数値目標達

成率は 109.1%）。 

 

【質的成果】 

・ 主な質的成果として、以

下のような成果を挙げら

れる（個々の詳細な取組

は主な業務実績を参

照）。 

・ 認定外国人観光案内所

の認定、案内機能の質

の向上 

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 

認定外国人観光案内所については、市場の変

化にも対応したテーマの取り込み等を行った

研修会や情報提供の強化を図り、案内機能の質

の向上に貢献した。その結果、中期計画の数値

目標の達成状況について、外国人観光案内所に

対する機構の支援サービスの満足度について

は、4段階評価のうち最上位の評価を得た割合

を 70％にするという極めて高い水準の目標で

あったにも関わらず、コロナ禍で活用が制限さ

れる中でも工夫を凝らした事業を実施したこ

とで、平成 30 年度から令和 3 年度にかけて、

各年度とも 100％以上となり、目標の７割を大

きく上回る高い満足度が得られている。 

また、外国人観光案内所の認定・支援により

外国人観光案内所認定手続きの円滑化を図る

改善を行った結果、コロナの影響で閉鎖した観

光案内所もあったが、コロナ禍でも認定数を伸

ばし、コロナ前に制定された目標である「観光

立国推進基本計画」の目標（認定観光案内所 

1,500 箇所）の達成を実現した。 

更に、チャットボット及びオンライン上の問

合せ対応や多言語コールセンター「Japan 

Visitor Hotline」により ICT を活用した利便

性の高い観光情報提供機能の拡充や、災害対応

機能の抜本的な強化を実現した。 

以上により、所期の目標を上回る成果が得

られる見込であると認められるので、Ａ評価

とする。 
 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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面による質の高い情

報 提 供 を 行 う と と も

に、案内所支援業務

の中核として全国の

案内所との連携を強

化する。さらに、ウェ

ブ、モバイル等の ICT

を活用した訪日外国

人旅行者にとって利

便性の高い観光情報

提供機能の拡充を図

る。 

 

た、認定・更新につい

ては電子申請システ

ム及び認定案内所の

管理データベースを

活用することにより、

簡略化・円滑化に向

けた改善に取り組む

とともに、更新手続き

を確実に行うため、更

新時前には認定観光

案内所に対して更新

に向けた呼びかけを

積極的に行う。 

上記の取組に当た

っては、認定案内所

からの評価を踏まえ、

課題の改善に取り組

むこととする。 

ツーリスト・インフォ

メーション・センター

（TIC）については、機

構のネットワークや民

間のノウハウを取り入

れた効果的な運営に

より、対面による質の

高い情報提供を行う

とともに、案内所支援

業務の中核として全

国の案内所との連携

を強化する。研修会、

連絡会等においても

模 範 的 な 案 内 や 情

報・資料等、教育・指

導的役割を果たす。

さらに、ウェブ、モバイ

ル等の ICT を活用

した訪日外国人旅行

者にとって利便性の

高い観光情報提供機

能の拡充を図る。 

 

数値目標 

ているか。 【認定外国人観光案内所の案内

機能の質の向上】 

（取組例） 

・ 認定案内所の質の向上を目

指し、平成 30 年度～令和元

年度は対面、コロナの影響を

受け令和 2 年度以降はオン

ラインにて研修会を行った。

令和 3 年度はテーマ別にオ

ンラインセミナーを開催し、訪

日旅行者の最新の旅行ニー

ズ把握に取組んだ（第 1 回

のテーマはユニバーサルツ

ーリズム、第 2 回は案内所か

らの情報発信、第 3 回はアド

ベンチャー・ツーリズム、第 4

回はサステナブル・ツーリズ

ム（SDGs）、第 5 回は食の多

様性～ヴィーガン・ベジタリア

ン）。 

・ 認定案内所においては、コロ

ナ禍で訪日旅行者への案内

と多言語活用の機会が無く

なったため、令和 2 年度の

全国研修会を皮切りに、令

和 3 年度には計 8 回（英語

研修 7 回、中国語研修 1

回）のネイティブ講師による

オンラインの語学研修会を開

催し、全国の認定案内所スタ

ッフに大変好評であった。 

・ 機構職員による全国各地の

認定外国人観光案内所への

訪問実態調査を、平成 30 年

度には 32 カ所、令和元年度

には過去最多の 101 カ所に

て実施し、認定案内所の先

進事例発掘を目的としたヒア

リングを行った。その調査結

果をもとに、令和 3 年度開催

・ （例：各種研修会実施、メ

ルマガ配信、訪問実態

調査） 

・ ツーリスト・インフォメーシ

ョン・センター（TIC）の運

営、全国の外国人観光

案内所との連携 

・ ICT を活用した利便性の

高い観光情報提供機能

の拡充（例：チャットボット

及びオンライン上の問合

せ対応） 

・ 災害対応機能の強化

（例：多言語コールセンタ

ー「Japan Visitor 

Hotline」） 

 

【総合評価】 

・ コロナ前から外国人観光

案内所のネットワーク拡

大及び更なる質の向上

を継続し、年度評価でも

高評価を獲得。 

・ コロナの影響で閉鎖した

観光案内所もあったが、

コロナ禍でも認定数を伸

ばし、令和 2 年 12 月末

までに外国人観光案内

所ネットワーク拡大の目

標であった 1,500 カ所認

定を達成。事業実施にお

いては、国内の感染状況

への留意が必要となった

が、創意工夫により、コロ

ナ禍でも質的にも高い水

準の評価を取得し、中期

数値目標に対しては令

和 3 年度末時点で超過

する水準となった。 

・ 以上を踏まえ、中期計画

における所期の目標を上
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・外国人観光案内所

に対する調査におい

て、機構からの支援

サービスの評価が、4

段 階評価で最上位

の評価を得る割合が 

70％以上となることを

目指す。 

 

 

の研修会（オンラインセミナ

ー）では全国各地の認定案

内所からライブ講演やオンラ

インツアーを行い、先進的な

案内所や地域の取組み事例

の共有を行った（コロナの影

響により、令和 2 年度以降、

訪問実態調査は中止中）。 

・ 中期目標期間中、認定案内

所の取組みやインバウンドに

関する情報提供を主たる目

的とした定期的なメールマガ

ジンの配信（原則月 2 回配

信）を行った。中期目標期間

中の災害発生時（台風や地

震、コロナ発生初期等）に

は、メールマガジンの臨時号

を配信し、災害等に関する情

報提供を迅速に行った。災

害時のメールマガジン臨時

号は、平成 30 年度に 10

回、令和元年度に 17 回、令

和 2 年度に 5 回、令和 3 年

度に 1 回配信した。 

 

【ツーリスト・インフォメーション・セ

ンター（TIC）の運営及び全国の

外国人観光案内所との連携】 

（取組例） 

・ 訪日観光客の入国制限によ

り、TIC を訪れるのは在日外

国人及び日本人のみの状況

が続いている。コロナの影響

により、令和 2 年～3 年度は

繁忙期の営業時間延長は実

施しなかった。（令和 3 年 8

月はオリパラ開催に伴い大

会関係者の訪問若干あり） 

・ 令和 3 年度に観光庁の「心

のバリアフリー認定」を受け、

回る成果が得られたと評

価。 
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館内に認定マークの設置を

行った。 

・ 令和 2 年～3 年度、年間の

相撲スケジュールや全国各

地の月ごとのイベント情報

等、機構 TIC のウェブサイト

に掲載し、観光案内情報の

充実を行った。 

・ 中期目標期間中、全国のイ

ベント情報や外国人旅行者

向けの各種資料を毎月英語

で作成し、認定案内所に情

報提供した。また、認定案内

所の多言語スタッフが不在

時や案内業務での質問に

対し、TIC スタッフが言語及

び情報提供のサポートを行

った。 

・ 平成 30 年度～令和元年度

に開催した外国人案内所向

けのブロック別研修会では、

TIC マネージャーが全国各

地の地域運輸局拠点にて講

演を行った。コロナの影響に

より、令和 2 年～3 年度に開

催したオンラインセミナーで

は、TIC マネージャーがオン

ラインでライブ講演及び TIC

のオンラインツアーを行っ

た。 

 

【ICT を活用した利便性の高い観

光情報提供機能の拡充】 

（取組例） 

・ 中期目標期間中、機構グロ

ーバルウェブサイトで運用し

ているチャットボット及びオン

ライン上の問合せに対して

専門オペレーターを活用し
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て 5 言語（英語、フランス

語、ドイツ語、スペイン語、イ

タリア語）により対応するシス

テムを活用し、多様な問合

せに効率的に対応した。ま

た、より広範な問合せに対

応できるようにするため、観

光情報と災害情報を取り扱う

データベースを統合し、新

型コロナウイルス感染症に

関する最新情報を登録する

ことで、常時、多言語で総合

的に情報提供が可能となる

体制をより一層強化した。 

 

【災害対応機能の強化】 

（取組例） 

・ 大規模災害等発生時にも訪

日外国人旅行者へ情報の提

供を図るため、24 時間体制

で、日本語、英語、中国語、

韓国語による電話対応を行う

多言語コールセンター

「Japan Visitor Hotline」を平

成 30 年度に新たに開設し

た。また、中期目標期間中

は、コールセンターへの電話

が殺到した場合に、自動音

声案内電話に転送し災害に

関連する必要情報を提供す

るとともに、機構が運営する

Japan Safe Travel Twitter、グ

ローバルサイト災害ページ、

Japan Official Travel App 等

からアクセス出来るチャットボ

ットも導入し災害対応機能の

強化を図った。 

・ 令和元年度、台風 15、19 号

が発生した際、訪日外国人よ

り避難の要否や公共交通機



97 

関の運行状況について問い

合わせが集中したが、「Japan 

Visitor Hotline」やチャットボ

ットに加え、機構が運用する

SNS 等を通じて、きめ細かな

情報提供を継続したことによ

り、訪日外国人に大きな混乱

が生じることを防いだ。 

 

<数値目標の達成状況> 

・ 外国人観光案内所に対する

機構の支援サービス 4 段

階評価最上位評価割合：平

成 30 年度～令和 3 年度平

均 76.4％（対中期目標達成

率 109.1％） 

  （各年度達成率 平成 30 年

度：102.8％、令和元年度：

119.2％、令和 2 年度：

110.1％、令和 3 年度：

104.1％） 

 
 

４．その他参考情報 
特になし。 
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（３）②通訳案内士試験業務 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 (3)国内受入環境整

備支援業務 

 

通訳案内士制度につ

いては、訪日外国人

旅行者の増加とニー

ズの多様化に対応す

るため、通訳案内士

法（昭和 24 年法律

第  210 号 ） を 改 正

し、通訳案内士の業

務独占規制を廃止す

るとともに、全国通訳

案内士試験において

は、試験科目に通訳

案内の実務を加える

等の試験科目・内容

の見直しを行うことと

している。そのため、

機構は、受験者の数

の増加や試験業務の

効率化に努めてきた

が、新たな制度の元

で安定的に実施して

いくため、更なる事務

の効率化等を図りな

がら、試験業務等を

実施することとする。 

(3)国内受入環境整

備支援業務 

 

通訳案内士制度につ

いては、訪日外国人

旅行者の増加とニー

ズの多様化に対応す

る ため、通訳案内士

法（昭和 24 年法律

第 210 号）が改正さ

れ、通訳案内士の業

務独占 規制が廃止

されるとともに、全国

通訳案内士試験にお

いては、筆記試験科

目に通訳案 6 内の

実務を加える等の試

験科目・内容の見直

しを行うこととなってい

る。新たな制度 の元

で安定的に実施して

いくため、更なる事務

の効率化等を図りな

がら、全国通訳案 内

士試験の実施に関す

る事務を行っていく。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

改正通訳案内士法によ

る新たな制度の元で、全

国通訳案内士試験を安

定的に実施していくた

め、更なる務の効率化等

を図りながら、全国通訳

案内士試験の実施に関

する事務を行っている

か。 

＜主な業務実績＞ 

平成 30 年 1 月 4 日より

改正通訳案内士法が施行さ

れ、全国通訳案内士の資格

を持たない方で あっても有

償で通訳案内業務を行うこ

とが可能になったが、全国

通訳案内士試験について

は、引き続き、「通訳案内士

試験ガイドライン」（国土交

通省）に基づき、試験の公

正性・適正性を確保 しつ

つ、業務収支の改善を図り

ながら、試験事務を円滑に

運営した（平成 30 年度、令

和元年度）。 

令和 2 年度以降は、新型

コロナウイルス感染症の感

染拡大を受け、筆記試験会

場の密集状況を避けるた

め、受験者間の距離の確

保・会場収容率の定員の

50％以下への抑制をすると

ともに、会場及び教室の追

加手配を行い、会場の警

備、備品準備等を追加する

等、感染防止対策を施し実

施した。徹底した感染防止

対策により、筆記試験、口述

試験ともに一人も感染者を

出すことなく安全に運営が

できた。 

【試験実施概要】 

（1）実施日程（期間中年1回

実施） 

＜評定と根拠＞ 
評定：B 
 
【質的成果】 
主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な業

務実績を参照）。 
・全国通訳案内士試験の実施

（毎年 1 回） 
・試験事務の効率化（例：出願

者受付の電子申請、筆記試験

のマークシート化、電子化に

よる印刷物の削減） 
・コロナ禍における安定的な

試験実施に向けた取組（例：

受験者間の距離確保、会場収

容率定員 50％以下への抑制、

会場、教室の追加手配等の感

染防止対策 
 
【総合評価】 
・「通訳案内士試験ガイドラ

イン」（国土交通省）に基づき、

試験の公正性・適正性を確保

しつつ、効率化を行いながら、

試験事務を円滑に運営した。

その結果、コロナ前において

は、収支相償を実現した。 
・また、コロナ後は、観光庁の

指示を踏まえ、徹底した感染

防止対策を施し実施し、マー

クシート化等の効率化も実

現。年度評価では平成 30 年度

A、 それ以降も B 評価を取得

した。 
・以上を踏まえ、中期計画に

評定 B 評定  
＜評定に至った理由＞ 
通訳案内士試験業務については、試験の安定

的な実施に向けて、出願者受付の完全電子申請

化、筆記試験の完全マークシート化等を行い、

試験事務の効率化を図った。また、コロナ禍に

おいては受験者間の距離の確保、会場収容率を

50％以下へと抑制する等、徹底した感染対策を

実施した。 
以上を踏まえ、中期計画における所期の目標

を達成する見込であると認められるため、Ｂ評

価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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・ 願書・施行要領の配付

及び願書受付（5 月～6

月） 

 ※ 令和 3 年度は 7 月

～8 月 

・ 筆記試験（8 月）※令和

3 年度は 9 月  

・ 筆記試験合格発表（11 

月）  

・ 口述試験（12 月）  

・ 最終合格発表（2 月） 

  

（2）試験地  

・ 筆記試験：札幌市、仙

台市、東京近郊、名古

屋市、大阪近郊、広島

市、福岡市、那覇市、韓

国・ソウル、台湾・台北、

及び準会場（令和 2 年

度は海外及び準会場の

実施無。令和 3 年度は

仙台市、名古屋市、広

島市、海外及び準会場

の実施無。令和 4 年度

は海外及び準会場の実

施無の予定）  

・ 口述試験：東京近郊、

大阪近郊、福岡市（令

和 3 年度は東京近郊、

大阪近郊） 

 

（3）試験科目  

・ 筆記試験： 外国語（10 

言語※）、日本地理、日

本歴史、一般常識、通

訳案内の実務  

・ 口述試験： 外国語（10 

言語※）の実践的なコミ

ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 

（※）英語、中国語、韓

国語、フランス語、スペ

イン語、ドイツ語、イタリ

おける所期の目標を達成して

いると評価。 
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ア語、ポルトガル語、ロ

シア語、タイ語の 10 言

語 

 

【試験実施結果概要】 

（平成 30 年度） 

・ 出願者数：8,421 人 

・ 受験者数：7,651 人 

・ 筆 記 試 験 合 格 者 数 ：

1,752 人 

・ 合格者数：753 人 

・ 合格率  ：9.8％ 

（令和元年度） 

・ 出願者数：8,035 人 

・ 受験者数：7,244 人 

・ 筆 記 試 験 合 格 者 数 ：

1,119 人 

・ 合格者数：618 人 

・ 合格率  ：8.5％ 

（令和 2 年度） 

・ 出願者数：5,848 人 

・ 受験者数：5,078 人 

・ 筆記試験合格者数：877

人 

・ 合格者数：489 人 

・ 合格率  ：9.6％ 

（令和 3 年度） 

・ 出願者数：4,157 人 

・ 受験者数：3,834 人 

・ 筆記試験合格者数：718

人 

・ 合格者数：347 人 

・ 合格率 ：9.1％ 

 

【試験事務の効率化】 

業務収支の改善と試験運

営の効率化に加えて、SDGs

に貢献する以下の取組を行

った。 

（取組例） 
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・ 筆記試験の完全マーク

シート化：筆記試験の

語学科目は、英語のみ

マークシート方式で実

施していたが、令和 2

年度には、中国語と韓

国語についても選択式

の出題方法について作

問委員と調整し、マー

クシート用紙は使用し

なかったものの、出題

の全てを選択式問題に

して採点の効率化を図

った。令和 3 年度以降

は、筆記試験の全科目

をマークシート方式とし

た。10 言語＋4 科目

（日本地理、日本歴

史、一般常識、通訳案

内の実務）全てをマー

クシート方式とすること

で、採点の効率化と公

平性の向上を図った。

また、採点について

は、コロナ禍において

試験委員との接触を避

けることが出来、安全な

運営にも繋がった。 

・ 合格発表の一元化：従

来、官報での合格発表

に加え、機構ウェブサイ

トへの掲示、機構本部

への掲示、郵送による

通知と多岐に亘って手

厚く合格発表を行ってき

たが、平成 30 年度から

機構本部への掲示を廃

止。令和 3 年度には、

電子申請システムのマ

イページ（ウェブ上に設

定する個人ページ）へ
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の掲載により機構ウェブ

サイトへの掲示及び郵

送での通知も廃止した。 

・ 印刷物の削減：令和 3

年度より、施行要領、願

書、受験票、結果通

知、合格証書等の紙媒

体の書類を廃止し電子

媒体で対応することに

より、印刷費や発送費

を削減すると共に、環

境にも配慮した運営と

した。また、施行要領、

願書の印刷廃止に伴

い、全国の語学学校・

大学、観光案内所等へ

の施行要領及び願書

の送付も廃止し、発送

作業に係るコストも削減

した。 

・ 機構と受託事業者との

役割分担の明確化：令

和元年度より、受験希

望者、出願者からの問

い合わせについて、受

託事業者主体の対応と

し、応対マニュアルを

整備した。応対マニュ

アルによって対処出来

ない案件のみ、事業者

が機構に連絡し指示を

仰ぐオペレーションを

整備した結果、事業者

が回答窓口としての主

体的な役割を果たし、

試験事務の効率化を

図った。 

・ 出願手続きの簡素化：

令和元年度より、書面

願書及び免除書類の
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事務局への持ち込み

申請を廃止し郵送のみ

の受付とした。令和 3

年度以降は、書面申請

を廃止し電子申請のみ

とすることで、データの

入力ミスの防止や入力

コストの削減を図った。 

・ 試験当日の運営に係る

人員配置の見直し：第

4 期中期目標期間を通

して試験運営実施に際

しては、当日の試験委

員の配置場所、業務の

役割分担の見直しを行

い、人員体制をより一

層効率化することによ

り、経費削減に資する

運営を実現した。 

 

【コロナ禍における安定的な

試験実施に向けた取組】 

令和 2 年度以降は、新型コ

ロナ感染症の感染防止対策

を取り、受験者が安心して受

験できる環境を整えて実施

した。 

（取組例） 

・ 機構ウェブサイトを通じ

た試験情報の発信に加

え、令和 3 年度以降

は、電子申請システムの

トップページを活用して

の更なる詳細な情報発

信を行った。 

コロナ禍においても継続して

試験を実施しスケジュール

通り進行することにより安定

的な試験運営を行った。令
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和 3 年度には、東京 2020 大

会の開催時期と筆記試験日

が重ならないよう調整するこ

とで、混雑や密による感染の

リスクを回避し、受験者の移

動の利便性にも留意して実

施した。 

 
４．その他参考情報 
特になし。 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 組織運営の効率化／業務運営の効率化／業務の電子化及びシステムの子最適化 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文等） 

 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

効率化対象経費の効率

化 

毎 年 度 平 均 で

1.25％以上 

 －14.36％ 

（基準年度からの削 
減率） 

－14.73％ 

（基準年度からの

削 減率） 

－21.39％ 

（基準年度からの削 
減率） 

－4.87％ 

（基準年度からの削 
減率） 

  

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 4.業務運営の効率化

に関する事項 

 

(1)組織運営の効率

化 

「明日の日本を支

える観光ビジョン」

及び「観光立国推進

基本計画」を踏まえ、

欧米豪を中心とした

組織の強化を図ると

ともに、平成 28 年

度以降に新設した事

務所については体制

整備をさらに進める

他、市場の動向を見

極めつつ、プロモー

ション効果の最大化

2.業務運営の効率化

に関する事項 

 

(1)組織運営の効率

化 

「明日の日本を支

える観光ビジョン」

及び「観光立国推進

基本計画」を踏まえ、

欧米豪を中心とした

組織の強化を図ると

ともに、平成 28 年

度以降に新設した事

務所については体制

整備をさらに進める

他、市場の動向を見

極めつつ、プロモー

ション効果の最大化

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

市場の動向を見極めつ

つ、プロモーション効果の

最大化を図る観点から、本

部の組織強化や海外事務

所新設の必要性について

も、随時検討を行っている

か。 

職員の意欲向上を図り

組織を活性化させるため、

能力と実績に基づく人事

評価を行っているか。 

＜主な業務実績＞ 

中期計画を踏まえ、訪日プロ

モーション事業の業務執行体

制の、将来の訪日誘客再開に向

けた機構のマーケティング機

能強化、適材適所の人事配置と

職員の意欲の向上、海外事務所

の業務運営目標等の管理、決裁

権限の見直しによる業務効率

化、SDGs を踏まえた職場環境整

備、運営経費の効率化、調達等

合理化、業務運営の効率化のた

めの ICT の活用等に取り組ん

だ。 

 

（1）組織運営の効率化 

【訪日プロモーション事業の

業務執行体制の強化】 

＜評定と根拠＞ 

評定： A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 訪日プロモーション事

業の業務執行体制の強

化（本部の例：企画総室、

地域連携部、デジタルマ

ーケティングセンター

の設置等、海外の例：マ

ニラ事務所、広州事務

所、ドバイ事務所、メキ

シコ事務所の設置等） 

・ 将来の訪日誘客再開に

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 機構は、本部においては企画総室、地域連携

部、デジタルマーケティングセンターの設置、

海外においては、マニラ事務所、広州事務所、

ドバイ事務所、メキシコ事務所の設置等を行

い、専門人材を活用したデジタルマーケティン

グ機能の強化にも取り組む等、組織運営の効率

化を図りながら訪日プロモーション事業の業

務執行体制を強化し、令和元年には 3,188 万人

の達成に大きく貢献した。また、中期目標期間

を通じて、一般競争入札等の活用、業務執行方

法の改善等により、業務運営の効率化に努めた

結果、効率化目標基準年度（平成 29 年度）に

対し、令和 3年度までの毎年度平均で 13.84％

の効率化となった。さらに、コロナ禍での急速

な業務環境の変化に適応し、在宅勤務に対応す

る ICT インフラ環境の整備等、ICT を活用した
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を図る観点から、本

部の組織強化や海外

事務所新設の必要性

についても、随時検

討を行う。 

また、市場のニーズ

に即応し、現地目線

のきめ細かな訪日プ

ロモーションを推進

していくため、海外

事務所に一定の権限

を与え、迅速な意思

決定を可能にすると

ともに、海外事業者

のより一層の活用

（海外契約）に努め

る。 

職員の意欲向上を

図り、組織を活性化

させるため、能力と

実績に基づく人事評

価を行い、これに応

じた処遇を行うとと

もに、能力の啓発に

努める。 

なお、中途採用職員

の増加に伴い、その

能力が十分発揮され

るよう、適材適所の

人事配置を行うとと

もに、プロパー職員

との相乗効果によ

り、組織の力が最大

化するよう、適切な

措置を講ずる。 

あわせて、地方自治

体・民間事業者等か

らの専門人材を活用

するとともに、現地

採用職員について

も、有能な人材の登

用や処遇改善を進め

を図る観点から、本

部の組織強化や海外

事務所新設の必要性

についても、随時検

討を行う。 

また、市場のニー

ズに即応し、現地目

線のきめ細かな訪日

プロモーションを推

進し 

ていくため、海外事

務所に一定の権限を

与え、迅速な意思決

定を可能にするとと

もに、海外事業者の

より一層の活用（海

外契約）に努める。 

職員の意欲向上を

図り、組織を活性化

させるため、能力と

実績に基づく人事評

価を行い、これに応

じた処遇を行うとと

もに、内外の研修等

を活用し、能力の啓

発に努める。 

なお、中途採用職

員の増加に伴い、職

員一人ひとりの能力

が十分発揮されるよ

う、適材適所の人事

配置を行うととも

に、組織の力が最大

化するよう、適切な

措置を講ずる。 

あわせて、地方自

治体・民間事業者等

からの専門人材を活

用するとともに、現

地採用職員について

も、有能な人材の登

用や処遇改善を進め

運営費交付金を充当し

て行う業務については、一

般管理費及び業務経費の

うち効率化対象の合計に

ついて、毎年度平均で前 

年度比 1.25％以上の効率

化を行っているか。 

公正かつ透明な調達手

続による適切で、迅速かつ

効果的な調達を実現する

観点から、契約監視委員会

を活用して契約案件の事

後点検を実施しているか。

また、毎年度策定する調達

合理化計画に基づき、一者

応札の改善等の取り組み

を着実に実施しているか。 

業務運営の簡素化及び

効率化を図るため、ICT の

活用等により、業務の電子

化及びシステムの最適化

を促進しているか。 

・ 海外事務所の体制強化とし

て、マニラ事務所（平成 30

年度）、広州事務所開設（令

和元年度）、ドバイ事務所

（令和 3年度）、メキシコ事

務所（令和 3 年度）を開設

した。 

・ 海外事務所開設の準備のた

め、成都事務所設置準備室

（令和 3 年度）及びストッ

クホルム事務所設置準備室

（令和 3年度）を設置した。 

・ 本部の体制強化として、訪

日プロモーション業務を統

括する企画総室（平成 30年

度）、地域対応強化のための

地域連携部（平成 30年度）、

デジタルマーケティング体

制強化のためのデジタルマ

ーケティングセンター（令

和 2年度）、海外プロモーシ

ョン部の業務を統括する海

外プロモーション統括グル

ープ（令和 3年度）、テーマ

別の新規市場開拓強化のた

めの市場開発グループ（令

和 3 年度）を新設した。ま

た、組織横断的に SDGs 及び

高付加価値旅行の推進に取

り組むため、サステナブル・

ツーリズム推進室（令和 3

年度）及び高付加価値旅行

推進室（令和 3 年度）を設

置した。 

 

【将来の訪日誘客再開に向け

た機構のマーケティング機能

強化】 

・ 令和 2 年度において、将来

の訪日誘客再開に向け、機

構全体のマーケティング戦

略策定の高度化への対応に

向けた機構のマーケテ

ィング機能強化（例：デ

ジタルマーケティング

高度人材活用等） 

・ 適材適所の人事配置と

職員の意欲の向上 

・ 海外事務所の業務運営

目標等の管理 

・ 決裁権限の見直しによ

る業務効率化（例：決裁

規程の抜本的見直し） 

・ SDGs を踏まえた職場環

境整備（例：在宅勤務環

境整備、ペーパーレス化

等） 

・ 運営経費の効率化（基準

年度に対し令和3年度に

お け る 毎 年 度 平 均

13.84％減） 

・ 調達等合理化（例：契約

監視委員会の開催等） 

・ 業務運営の効率化のた

めの ICT の活用（例：文

書管理システム、勤怠管

理システム等の導入・活

用） 

 

【総合評価】 

・ 訪日プロモーション事

業の業務執行体制の強

化を図り、専門人材や

ICT を活用し、SDGs 等の

社会的な流れも踏まえ

つつ、業務や経費等の効

率化を図りながら、組

織、人材面の体制整備・

強化を行った。年度評価

としても過去3年間のう

ち 2回 Aを取得、令和 3

年度自己評価もＡとし

ている。 

以上を踏まえ、中期計画に

業務環境の大幅な改善を行った。 

以上により、中期計画の所期の目標を上回る

成果が得られる見込であると認められるため、

Ａ評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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る。 

海外事務所につい

ては、成果指標に基

づき毎年度厳格に評

価を実施し、国のイ

ンバウンド政策及び

市場の動向も踏まえ

つつ、予算や人員等

の経営資源の配分等

について不断の見直

しを行う。 

 

 

 

(2)業務運営の効率

化 

① 効率化目標の設

定等 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標

期間中、一般管理費

（人件費、公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

る経費を除く。）及び

業務経費（公租公課

等の所要額計上を必

要とする経費及び特

殊要因により増減す

る経費を除く。）の合

計について、毎年度

平 均 で 前 年 度 比 

1.25% 以上の効率化

を行うものとする

（ただし、新規に追

加される業務、拡充

業務は対象外）。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

る。 

海外事務所につい

ては、成果指標に基

づき毎年度厳格に評

価を実施し、国のイ

ンバウンド政策及び

市場の動向も踏まえ

つつ、予算や人員等

の経営資源の配分等

について不断の見直

しを行う。 

 

(2) 業務運営の効率

化 

① 効率化目標の設

定等 

運営費交付金を充

当して行う業務につ

いては、今中期目標

期間中、一般管理費

（人 7 件費、公租公

課等の所要額計上を

必要とする経費及び

特殊要因により増減

する経費を 除く。）

及び業務経費（公租

公課等の所要額計上

を必要とする経費及

び特殊要因によ り

増減する経費を除

く。）の合計につい

て、毎年度平均で前

年度比 1．25％以上

の効 率化を行う（た

だし、新規に追加さ

れる業務、拡充業務

は対象外）。 給与水

準については、国家

公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を

含め役職員給与 の

在り方について検証

資する取り組みとして、プ

ロパー職員を中心に、マー

ケティングに関する外部の

e ラーニング研修を海外事

務所員 23 人、国内職員 27

人の計 50人が受講した。研

修終了後、今後、機構でマ

ーケティングに関する研修

を実施していく際の参考と

すべく、受講者よりマーケ

ティング研修に関する意見

等、情報の集約を行った。 

・ デジタルマーケティング機

能強化のため、「データ分

析・活用」、「ソーシャルメ

ディア」、「ウェブサイト制

作」、「デジタル戦略」等の

分野別に高度専門人材を外

部から登用し、その助言や

コンサルティングを踏まえ

て実施する体制を強化し

た。（再掲） 

・ 機構職員向け勉強会や海外

事務所や現地職員を対象と

した研修会を令和 2 年度に

計 9回、令和 3年度に計 13

回実施し、組織全体のデジ

タルマーケティング知識の

習得・能力の向上を図った。 

・ 令和 3 年度、国連世界観光

機関（UNWTO）本部から駐日

事務所に派遣されている職

員を講師に迎え、サステナ

ブル・ツーリズムに係る勉

強会を機構職員向けに行っ

た。 

 

【海外契約の推進】 

・ 市場の変化をタイムリーに

捉え、現地目線のきめ細か

な訪日プロモーションを推

進していくため、海外契約

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 
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し、手当を含め役職

員給与の在り方につ

いて検証した上で、

その適正化に取り組

むとともに、その検

証結果や取組状況を

公表するものとす

る。 

② 調達等合理化の

取組 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 

月 25 日総務大臣決

定）等を踏まえ、公

正かつ透明な調達手

続による適切で、迅

速かつ効果的な調達

を実現する観点か

ら、外部有識者及び

監事から構成される

契約監視委員会を活

用するとともに、毎

年度策定する「調達

等合理化計画」に基

づき、一者応札の改

善等の取組を着実に

実施する。 

 

(3) 業務の電子化及

びシステムの最適化 

業務運営の簡素化及

び効率化を図るた

め、ICT の活用等に

より、業務の電子化

及びシステムの最適

化を推進する。 

した上で、その適正

化に取り組むととも

に、その検証結果や

取 組状況を公表す

るものとする。 

 

② 調達等合理化の

取組 

「独立行政法人に

おける調達等合理化

の取組の推進につい

て」（平成 27 年 5 

月 25 日総務大臣決

定）等を踏まえ、公

正かつ透明な調達手

続による適切で、迅

速かつ効果 的な調

達を実現する観点か

ら、外部有識者及び

監事から構成される

契約監視委員会を 

活用して個々の契約

案件の事後点検を実

施する。また、毎年

度策定する「調達等

合理 化計画」に基づ

き、一者応札の改善

等の取組を着実に実

施する。 

 

 

(3) 業務の電子化及

びシステムの最適化 

業務運営の簡素化

及び効率化を図るた

め、ICT の活用等に

より、業務の電子化

及びシステムの最適

化を推進する。 

率が低かった市場において

は、海外事務所の体制強化

等により海外契約を推進し

た。また、海外事務所職員

向けに VJ 事業に係る予算

執行説明会を実施し海外事

務所における調達能力の向

上を図った 

 

【適材適所の人事配置と職員

の意欲の向上】 

・ 能力評価（年 1 回）と業績

評価（年 2 回）を区分した

人事評価制度に基づき、各

職員の能力及び業績を適切

に評価し、その結果を昇給・

昇格及び勤勉手当支給の処

遇に反映するとともに、能

力、適性、職務経験、専門分

野を踏まえながら、適材適

所の人事配置を行った。 

・ 顕著な功績のあった職員を

表彰することにより、職員

の積極的な創意工夫を促

し、業務実績と意欲の向上

に資することを目的とし

て、平成 30年度～令和 2年

度にかけて顕著な功績をあ

げた職員及びチーム（現地

職員含む）計 22件 144 人に

対して理事長表彰を行っ

た。 

・ 海外事務所の現地職員の更

なる活躍に向け、令和 2 年

度に現地職員制度の改革を

行い、新たな肩書の追加、

新たな昇給・昇格制度等を

設けた。新制度に基づき、

現地職員の給与改定・昇格

を行ったことに加え、日本

語習得又は業務関連知識に

関する講座受講に係る補助
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制度を導入した。 

・ 従来、招請事業添乗のため

に来日した現地職員に対

し、本部にて研修を実施し

ていたが、コロナ禍におけ

る現地職員のモチベーショ

ンの維持・向上のため、令

和 2 年度より全現地職員を

対象としたオンラインによ

る現地職員研修を企画、実

施した。事務所横断的なテ

ーマ別ワークショップ等を

通じて、事務所間の交流や

好事例の共有ができたこと

に高い評価が寄せられた。 

 

【海外事務所の業務運営目標

等の管理】 

・ 従来、本部が定める定量成

果指標に沿って海外事務所

の評価を行ってきたが、令

和 2年度に海外事務所の評

価方式の見直しを行い、中

期計画、年度計画、また本

部各部の業務運営方針との

整合性を図る他、PDCA サ

イクルの一環として各海外

事務所の前年度の反省点も

含め、各事務所がそれぞれ

の活動実態に沿った具体的

かつ実務的な目標設定を行

うことで、より定性的な実

施成果の把握に努めた。年

度計画に基づいた数値目標

による定量的成果について

は、目標達成率に応じた評

語による評価を実施した。 

 

【決裁権限の見直し等による

業務効率化】 

・ 令和元年度において、本部

及び海外事務所で執行する
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決裁業務について、決裁日

数の短縮化を図るため、決

裁内容の重軽度や業務との

関連性を検討し、権限の移

譲や決裁経路の見直しを行

った。さらに令和 3 年度の

文書管理システムの導入に

伴い、意思決定に関する理

事の関与強化と決裁プロセ

ス合理化を図るため、新た

に「決裁規程」を制定し、決

裁権限を全面的に整理し

た。 

・ 令和 2 年度において、機構

の「内部統制の推進に関す

る規程」に基づき、「業務効

率化検討チーム」を設置し、

手続きの適切性が損なわれ

ないことを前提に、海外事

務所から本部への会計報告

の郵送を廃止する等、業務

プロセスの見直しを行い、

制度改正及び規程改正を実

施することで、日常業務の

有効性及び効率性の向上を

図った。 

 

【SDGs を踏まえた組織的取組】 

・ SDGs や持続可能な観光（サ

ステナブル・ツーリズム）

に対する国内外の関心の高

まりを踏まえ、令和 3 年度

に「SDGs への貢献と持続可

能な観光（サステナブル・

ツーリズム）の推進に係る

取組方針」を策定した。同

方針に基づき、紙資源の削

減等 SDGs に資する組織運

営の推進、サステナブル・

ツーリズムの観点からの海

外向け観光情報の発信、国

内関係者への国内外の先進
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事例の共有等 105 件の取組

を行った。 

・ 令和 3 年度、環境に配慮し

た職場環境整備の観点か

ら、決裁システムの電子化

を行い、決裁のペーパーレ

ス化を行った。また、本部

役職員へ貸与されたノート

PC 及びオンラインミーテ

ィングアプリを活用し、理

事会等定期的に開催してい

る会議体や、日常の打合せ、

レク等のオンライン開催

（対面とオンラインを組み

合わせたハイブリッド開催

を含む）を進め、資料を原

則として電子ファイルで共

有することにより更なるペ

ーパーレス化を図った。そ

の結果、約 61 万枚のコピー

用紙利用削減（令和元年度

比）となった。 

・ 令和 3 年度、組織横断的に

SDGs 及び高付加価値旅行

の推進に取り組むため、サ

ステナブル・ツーリズム推

進室及び高付加価値旅行推

進室を設置した。（再掲） 

 

【経営理念の研修を通じた組

織の一体感の醸成】 

・ 令和 3 年度、経営理念の浸

透及び行動指針の実践を図

るために、7 月に年間取組

計画を策定した上、経営理

念・行動指針の周知、新入

職員向け研修、部署単位に

よる経営理念に関するディ

スカッション、職場内の優

良取組を称えあう GoodJob

メッセージの募集・共有、

部署・役職横断による経営
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理念に関するワークショッ

プ、経営理念・行動指針の

浸透度アンケートを実施し

た。一連の活動を通じ、コ

ロナ禍で組織・職員を取り

巻く環境が激変する中で、

改めて機構の経営理念につ

いて考え、共通の目標意識

を持ち、部署の垣根を超え

て職員間のコミュニケーシ

ョンを促進し、組織の一体

感を醸成し、組織のパフォ

ーマンスと職員のモチベー

ション向上に貢献した。 

 

（2）業務運営の効率化 

①効率化目標の設定等 

【運営費交付金を充当して行

う業務の効率化】 

・ 一般競争入札等の活用、業

務執行方法の改善等を通じ

て、業務運営の効率化を図

った結果、一般管理費（※

1）及び業務経費（※2）の

合計は、令和 3 年度は平成 

29 年度に対して 4.87％の

減となり、令和 3 年度まで

で中期計画で定める毎年度

平均の効率化比率は、

13.84％の減となった。 

 

（※1）人件費、公租公課等

の所要額計上を必要とす

る経費及び特殊 

要因により増減す

る経費を除く。 

（※2）公租公課等の所要

額計上を必要とする経費

及び特殊要因によ 

り増減する経費を

除く。 
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【給与水準の適正化】 

・ 令和 3 年度のラスパイレス

指数（国家公務員と比較し

た給与水準）について、地

域と学歴を勘案した対国家

公務員指数は 101.7 とな

り、対前年 3.7 ポイント上

昇した。これは、機構とし

て職員の処遇改善に取り組

んでおり、特別都市手当を

国家公務員並みに引き上げ

たことが反映されたもので

ある。 

  

＜ラスパイレス指数＞  

平成 30 年度    92.8 

令和元年度     95.9 

令和 2年度     98.0 

令和 3年度    101.7 

・ 業務実績・勤務実績の報酬・

給与への反映方法として、

役職報酬に関しては、期末

特別手当に対し主務大臣が

行う業績評価の結果を参考

にして、役員の実績に応じ

決定した。職員に関しては、

人事評価制度による厳正な

人事評価を行い、評価結果

を職員の昇給等の処遇に反

映させた。 

・ 「一般職の職員の給与に関

する法律の一部を改正する

法律」に基づく国家公務員

の給与の見直し内容等を踏

まえた給与改定を実施し

た。 

・ 給与水準については、その

内容をウェブサイトを通じ

て公表した。 

 

②調達等合理化の取組 

【契約監視委員会の開催】   
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・ 機構が締結した契約の第 3

者目線を含めた事後チェッ

クのため、外部有識者及び

監事から構成される契約監

視委員会を毎年度 2 回開催

して、本部及び海外事務所

が締結した随意契約方式

（企画競争方式）について、

事務事業の合規性や有効性

等の点検を受けた。 

 

【調達等合理化計画における

重点的な取組分野と取組結果】 

〇訪日プロモーション事業の

企画競争実施にあたっての要

件審査の充実及び迅速化並び

に計画的な事業実施 

・ 企画競争応募者が企画競争

要件審査のチェックリスト

を記入・確認し、企画提案

書とともに提出させ、不備

が無いか機構の担当者が確

認したうえで、企画競争審

査員が企画提案の審査を行

ったことで要件審査の充

実・迅速化が図られ、計画

的な事業の実施につながっ

た。 

＜要件審査実施件数＞ 

平成 30 年度 121 件、令

和元年度 146 件、 

令和 2年度 82 件、令和

3年度 67 件 

 

〇企画競争の一者応募の見直

し 

・ 企画競争説明書を受け取っ

たが応募しなかった者にア

ンケート調査を実施し、企

画提案書を提出しなかった

理由を調査することによ

り、機構の取組によって改
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善できる余地を検討した。

アンケート結果では、7 割

の回答者が自社都合、履行

困難等、事業者側の理由で

あったが、提出期限に余裕

がなかったとの回答も少数

あったことから、要件審査

の更なる迅速化を図ること

とした。 

・ また、新型コロナウイルス

感染症蔓延により、緊急事

態宣言の発令及びまん延防

止等重点措置が適用された

ことを踏まえ、公示期間を

十分に確保する等の対策を

講じ、より多くの事業者が

入札に参加することができ

るよう努めた。 

＜企画競争により調達し

た契約のうち一者応札となっ

た件数＞ 

平成30年度 121件中26

件（21.5％） 

令和元年度 146 件中 41

件（28.1％） 

令和 2 年度 82 件中 31

件（37.8％） 

令和 3年度 67件中 23件

（34.3％） 

 

【調達に関するガバナンスの

徹底】 

〇随意契約に関する内部統制

の確立 

・ 競争性のない随意契約を新

たに締結した案件につい

て、随意契約によることが

できる事由の整合性や、よ

り競争性のある調達手続き

の可否の確認の観点から監

査室による独立した立場か

らの点検を実施した。 
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＜監査室による新たに締

結した随意契約点検件数＞ 

平成 30 年度 32 件､令

和元年度 46 件、 

令和 2年度 22 件、令和

3年度 23件 

 

〇職員のスキルアップ 

・ 一層複雑化・専門化してい

る調達業務について職員の

スキルアップを図るため、

本部・海外事務所員及び海

外赴任予定者に対しては、

研修内容を改善して適切な

契約手続き等について研修

を行ったほか、必要に応じ

て本部会計担当者から会計

事務手続きの注意喚起を行

った。 

 

（3）業務の電子化及びシステ

ムの最適化 

ICT インフラ整備として、以下

を行い、在宅勤務やペーパーレ

ス化を含む業務環境の大幅な

改善を図った。 

 

【業務運営の効率化のための

ICT の活用】 

・ 業務運営の簡素化及び効率

化を図るため、以下を例と

する情報システムを導入

し、業務の電子化及びシス

テムの最適化を推進した。 

勤 怠

管 理

シ ス

テム 

（ 平

成 30

年 度

～） 

本部（平成 30 年

度～）及び海外

事務所（令和元

年度～）におい

て勤怠管理シス

テムを導入し、

職員の適切な労

働時間の把握及
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び勤怠管理、各

種申請手続きの

効率化を行っ

た。 

文 書

管 理

シ ス

テム 

（ 令

和3年

度～） 

電子決裁及び文

書管理の電子化

を行った。また、

電子決裁の運用

開始後、改修を

行い、収入支出

決議書の電子決

裁が可能となっ

た。 

旅 費

精 算

シ ス

テム 

（ 令

和3年

度～） 

国内出張（一部）

及び海外出張の

航空券等を手配

できるようにな

った他、経費精

算書（旅費請求

書）の電子決裁

が可能となっ

た。 

・ 業務インフラの BCP 対策強

化（令和元年度～）のため、

オフィス内で運用、管理を

行っていた業務用 ICT イン

フラについて、オフィスの

閉鎖や被災等を念頭に、遠

隔地でのバックアップ機能

を有する外部データセンタ

ーでの運用への切り替えを

行った。 

・ 在宅勤務に対応する ICT イ

ンフラ整備（令和 2年度～）

のため、本部、海外事務所

で勤務するすべての者を対

象に、在宅勤務時に職場と

同等の作業が可能なテレワ

ークインフラを導入した。

これにより、在宅勤務時に

利用する PC 端末にデータ

が保存されないため、デー
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タの外部持ち出しが発生せ

ず、情報漏洩の防止に資し

た。整備した主な ICT イン

フラは以下のとおり。 

会議シ

ステム

の導入 

（令和

2 年度

～） 

会議システム

「Webex」のラ

イセンスを全

役職員に付与

し、在宅勤務下

においても、機

構内外との会

議が円滑にな

った。さらに、

チャット機能

やファイル共

有機能を活用

することによ

り、会議の円滑

化に加え、職員

間のコミュニ

ケーションが

容易となった。 

仮想デ

スクト

ップシ

ステム

の導入 

（令和

2 年度

～） 

サーバー上の

仮想化された

PC をリモート

から利用する、

仮想デスクト

ップシステム

を本部へ導入

した。PCの一元

的管理が可能

となるため、各

利用者の管理

負荷を軽減す

るとともに脆

弱性対策の漏

れを防止し、情

報セキュリテ

ィの最適性を

維持した。 

ノート

型 PC

仮想デスクト

ップ環境の利
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の導入 

（令和

3 年度

～） 

 

用を念頭に置

いたノート型

PC を本部の全

役職員へ支給

するとともに、

支給外端末の

利用を禁止し

た。利用環境の

統一を図った

ことにより、情

報システム部

門の管理負荷

が大幅に軽減

され、支給外端

末に起因する

インシデント

等の発生リス

クを最小化し

た。 

 

【各種会議における配布資料

及び一部決裁の電子化】 

・ 本部において開催する会

議、打合せ等について、タ

ブレット端末の導入（平成

30 年度～）・全役職員に配

布されたノート PC の活用

（令和 3年度～）・テレビ会

議装置の配備（令和 3 年度

～）等により、オンライン

による積極的な実施及びペ

ーパーレス化を進め、業務

運営の効率化を図った。 

・ 令和 3 年度に文書管理シス

テムを導入し、立案及び事

務連絡の電子決裁を開始し

たことに加え、システム改

修を行い、決議書の電子決

裁を可能とした。  
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務運営の適正化／自己収入の確保 

業務に関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠 

（個別法条文等） 

国際観光振興機構法 第 9条 第 3号 

通訳案内士法 第 11 条 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 5. 財務内容の改善

に関する事項 

 

 

 

 

 

 

(1) 財務運営の適正

化 

中期目標期間にお

ける予算、収支計画

及び資金計画につい

て、適正に計画し健

全な財務体質の維持

を図る。 

「独立行政法人会

計基準」（平成 12 年 

2 月 16 日 独立行

3. 予算（人件費の見

積りを含む。）、収支

計画及び資金計画 

 

(1) 予算（人件費の

見積りを含む。）、収

支計画及び資金計画 

別紙のとおり 

 

(2) 財務運営の適正

化 

「独立行政法人会計

基準」（平成 12 年 2 

月 16 日 独立行政

法人会計基準研究会

策 定、平成 27 年 1 

月 27 日改訂）等に

より、運営費交付金

の会計処理として、

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

（2）運営費交付金の会計

処理として、業務達成基準

による収益化が原則とさ

れたことを踏まえ、収益化

単位としての業務ごとに

予算と実績の管理を行っ

ているか。 

独立行政法人会計基準

等を遵守し、適正な会計処

理に努めているか。 

運営費交付金額の算定

＜主な業務実績＞ 

（2）財務運営の適正化 

「独立行政法人会計基準」

（平成12 年 2月 16 日 独立行

政法人会計基準研究会策定、平

成 27 年 1月 27 日改訂）等に

より、運営費交付金の会計処理

として、業務達成基準による収

益化が原則とされたことを踏

まえ、収益化単位としての業務

ごとに予算と実績の管理を行

った。また、独立行政法人会計

基準等を遵守し、適正な会計処

理を行った。 

また、コロナ禍においては、

インバウンド再開後を見据え

た情報発信やデータ分析、国内

の魅力向上支援等、新規の取組

を含め、コロナ禍において重点

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 「独立行政法人会計基

準」等を踏まえた適正な

会計処理 

・ 賛助団体・会員への取組

（コロナ前は増加、コロ

ナ後も満足度の向上に

取り組み、減少数は徐々

に改善） 

・ （平成 30 年度当初 567

団体→令和元年度当初

596 団体→令和 2年度当

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 「独立行政法人会計基準」等を踏まえた適正

な会計処理のもと、特にコロナ禍においては機

動的、戦略的、効果的な事業活動、予算執行管

理を行った。また、賛助団体・会員数について

はコロナ前ではインバウンド旅行者数の拡大

に伴い増加。コロナ禍においては、インバウン

ド業界に大きな影響がある中でも、賛助団体・

会員への満足度向上等に取り組み、賛助団体・

会員数の減少は改善傾向にある。加えて、令和

元年度よりウェブサイト等を活用したデジタ

ルマーケティング支援メニュー等収益事業を

継続的に推進し、コロナ禍においても創意工夫

により VJTM、インバウンドフォーラムの参加

費等、機構のノウハウを生かした受託事業の実

施により、自己収入拡大に取り組んだ。 

以上を踏まえ、所期の目標を上回る成果が得

られる見込であると認められるため、当該項目
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政法人会計基準研究

会策定、平成 27 年 

1 月 27 日改訂）等

により、運営費交付

金の会計処理とし

て、業務達成基準に

よる収益化が原則と

されたことを踏ま

え、引き続き、収益

化単位としての業務

ごとに予算と実績を

管理する。 

また、独立行政法

人会計基準等を遵守

し、適正な会計処理

に努める。 

なお、毎年度の運

営費交付金額の算定

については、運営費

交付金債務残高の発

生状況にも留意した

上で、厳格に行う。 

 

(2) 自己収入等の拡

大 

賛助団体・会員制

度について、日本を

代表する幅広い業種

とのパートナーシッ

プを構築するととも

に、デジタルマーケ

ティングをはじめと

した新たに取り組む

事業等を通じて、自

己収入の拡大に努め

る。 

 

 

業務達 成基準によ

る収益化が原則とさ

れたことを踏まえ、

収益化単位としての

業務ごとに予 算と

実績の管理を行う。 

また、独立行政法人

会計基準等を遵守

し、適正な会計処理

に努める。 なお、毎

年度の運営費交付金

額の算定について

は、運営費交付金債

務残高の発生状 況

にも留意した上で、

厳格に行う 

 

 

 

 

 

 

(3) 自己収入の確保 

賛助団体・会員制

度について、日本を

代表する幅広い業種

とのパートナーシッ

プを 構築するとと

もに、デジタルマー

ケティングをはじめ

とした新たに取り組

む事業等を 通じて、

自己収入の拡大に努

める。  

について、運営費交付金債

務残高の発生状況にも留

意した上で、厳格に行って

いるか。 

 

（3）賛助団体・会員制度に

ついて、日本を代表する幅

広い業種とのパートナー

シップを構築するととも

に、デジタルマーケティン

グをはじめとした新たに

取り組む事業等を通じて、

自己収入の拡大に努めて

いるか。 

 

的に取り組むべき事業を纏め

た取組方針を策定し事業を執

行。これにより、コロナの影響

下にあって、コロナの状況や入

国規制の変化に対応し、機動的

かつ戦略的に、また、より効果

的に事業を実施できるよう、事

業活動や予算執行を管理した。 

 

（3）自己収入の確保 

以下の取組等を通じて、自己

収入拡大に努めた。 

【賛助団体・会員への取組】 

・ コロナ前においては、イン

バウンド旅行者数の拡大に

伴い、特に会員企業数は急

速に増加した。賛助団体・

会員向けイベントに対する

評価については以下の通

り。 

テーマ特化型オンラインセ

ミナー最上位選択率 73％ 

テーマ特化型実務担当者交

流会最上位評価 63％ 

オンライン個別相談会最上

位評価 91％ 

・ コロナ禍以降においては、

新型コロナウイルス感染症

の急速な拡大により各国間

の往来の目途が立たず、ま

た海外の旅行会社とのコン

タクトもままならない状況

が生じたことにより、民間

企業を中心に業務や体制、

支出等が見直され、令和 2

年度以降は退会する会員が

相次いだが、退会数は改善

傾向にあり、また、賛助団

体のうち自治体・DMO の数

においては増加傾向となっ

ている。 

（賛助団体・会員数） 

初604団体→令和3年度

当初 521 団体→R4 年度

当初 491 団体） 

・ ウェブサイト等を活用

した収益事業の推進

（例：デジタルマーケテ

ィング支援メニュー） 

・ 機構のノウハウを生か

した受託事業（例：VJTM、

インバウンドフォーラ

ムの参加費等） 

 

【総合評価】 

・ 「独立行政法人会計基

準」等を踏まえた適正な

会計処理を行い、また、

賛助団体・会員制度、そ

の他各種収益事業によ

り自己収入拡大の取組

を実施。コロナ禍におい

ては、インバウンド業界

に大きな影響がある中

でも、賛助団体・会員へ

の満足度向上等に取り

組み賛助団体・会員数も

改善傾向。年度評価につ

いても過去3年Aで高い

評価を取得している。 

・ 以上を踏まえ、中期計画

における所期の目標を

上回る成果が得られた

と評価。 

の評定はＡとした。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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・ コロナ前推移 

- 平成 30 年度当初：賛助

団体 260、会員 307 

- 令和元年度当初：賛助

団体 277、会員 319 

・ コロナ禍推移 

- 令和 2 年度当初：賛助

団体 291、会員 313 

- 令和 3 年度当初：賛助

団体 296、会員 225 

 

【ウェブサイト及び印刷物等

を活用した収益事業の推進】 

（取組例） 

・ 令和元年度より実施してい

る、地方自治体、DMO 等を

対象としたデジタルマーケ

ティング支援メニューを継

続募集した。支援メニュー

は、「ジャパン・マンスリ

ー・ウェブマガジン

（Japan Monthly Web 

Magazine）記事広告」、

「JNTO 英語グローバルウ

ェブサイト『Travel 

Japan』情報発信コンサル

ティング」及び「JNTO デ

ジタル広告商品」で構成さ

れ、インバウンドに従事す

る事業者・団体の活動を支

援することを目的としてい

る。「JNTO デジタル広告商

品」は、機構ウェブサイト

や外部データ(属性、興

味・関心、購買データ等)

等、機構がこれまでに DMP

（※）に収集・蓄積したデ

ータを活用することによ

り、日本に関心の高いユー

ザーに対して効果的に情報

発信することができるメニ
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ューとなっており、ターゲ

ットとする市場を選定した

上でデジタル広告による情

報発信が可能となっている

（対象国欧米・アジア等

19 カ国）。令和 2年度は新

たに、広告配信先に

Facebook と Instagram の

枠を設けた他、オプション

として、広告配信後、広告

を閲覧したユーザーのその

後の訪日有無について検証

するメニューを追加した。

支援メニューの受注件数は

9件、収入額は約 1,800 万

円、令和 3年度は 13 件、

収入額は約 5,073 万円と

なった。（再掲） 

（※）機構内外のデータを

収集・蓄積してプロモーシ

ョンに活用するデータ・マ

ネジメント・プラットフォ

ームをいう。 

 

【機構のノウハウを生かした

受託事業等】 

（取組例） 

・ 訪日プロモーションの実施

主体として、事業に参加す

る団体・企業から参加費を

受け入れて事業費に充当し

た。例として、VISIT JAPAN 

トラベル＆MICE マートで

は、平成 30年度～令和 3年

度までに計 1,054 団体・社

から合計 1 億 4,466 万円を

受け入れた。 

・ インバウンド旅行振興フォ

ーラムにおいて、平成 30年

度、令和元年度は一般有料

参加者の受け入れ、BtoB プ
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ロモーションデスクの設

置、有料交流会の実施によ

り、それぞれ平成 30 年度

3,307 千円（2 回/年度開

催）、1,850 千円（1回/年度

開催）の収入を計上した。

令和 2 年度からはコロナ禍

によりオフラインによる開

催が困難となり、完全オン

ラインでの実施となったこ

とから、参加者を賛助団体・

会員に限定し、有料での

BtoB プロモーション枠の

販売や交流会の開催を見合

わせたため、本事業による

自己収入は生じなかった。 

・ 民間事業者等からの需要が

多い英文地図の有償提供に

取り組み、約 1,817 万円の

収入をあげた。 

 

上記の取組等の結果、賛助金

等収入及び事業収入として、平

成 30 年度～令和 3 年度までに

22 億 3,048 万円の収入をあげ

た。  

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし 予見し難い事故等

の事由に限り、資金

不足となる場合にお

ける短期借入金の限

度額 は、100 百万円

とする。 

 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

4．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ 不要財産又は不要財産になることが見込まれる財産の処分に関する計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし なし ＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし なし ＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

― 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ 剰余金の使途 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 なし 訪日プロモーション

等業務、国内受入環

境整備支援業務、業

務の改善・質の向上

のための環境の整備

に充てる。 

＜主な定量的指標＞ 

― 

 

＜その他の指標＞ 

― 

 

＜評価の視点＞ 

― 

＜主要な業務実績＞ 

該当なし 

＜評定と根拠＞ 

― 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

― 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―1 内部統制の充実／情報セキュリティ対策の推進 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュー  

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値（前中期目標期

間最終年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 6. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(1) 内部統制の充実 

内部統制について

は、「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備」（平成 26 年 11 

月 28 日付け総務省

行政管理局長通知）

を踏まえ、内部規程

の整備、業務運営方

針や組織・業務目標

の明確化を行い、役

職員による共有を図

るとともに、定期的

に業務実績や課題を

整理し、改善を行う

等、内部統制の仕組

みが有効に機能する

ことを確保する。 

法令等について、職

8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(1) 内部統制の充実 

内部統制について

は、「独立行政法人の

業務の適正を確保す

るための体制等の整

備」 （平成 26 年 11 

月 28 日付け総務省

行政管理局長通知）

を踏まえ、内部規程

の整備、 業務運営方

針や組織・業務目標

の明確化を行い、役

職員による共有を図

るとともに、 定期的

に業務実績や課題を

整理し、改善を行う

等、内部統制の仕組

みが有効に機能 す

ることを確保する。 

法令等について、

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 内部規程の整備、業務運

営方針や組織・業務目標の

明確化を行い、役職員によ

る共有を図るとともに、定

期的に業務実績や課題を

整理し、改善を行う等、内

部統制の仕組みが有効に

機能することを確保して

いるか。 

 機構全体の職員のコン

プライアンスの徹底を図

っているか。 

 また、内部監査を行う、

監査結果に基づくフォロ

＜主な業務実績＞ 

以下のような取組を実施し

た。なお、特に、コロナ禍とな

る令和 2年度以降は、新型コロ

ナウイルス感染症の世界的な

拡大により、外国人旅行者の訪

日が難しくなり、機構の活動が

制限される中、組織インフラの

強化及びガバナンス強化を図

るため、年度計画の数値目標の

進捗管理の強化、内部統制の強

化、機構全体の職員のコンプラ

イアンスの更なる徹底、情報セ

キュリティ対策の改善を重点

的に実施した。 

 

①内部統制の充実 

【内部規程等の整備】 

・ 中期目標期間を通じ、規程

類の制定や改正について、

都度、全役職員に周知し、

全役職員が常に閲覧・参照

が可能な環境を整備した。 

評定：A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

のような成果を挙げられる

（個々の詳細な取組は主な

業務実績を参照）。 

・ 内部規程等の整備（例：

規程・制度・マニュアル

等の整備、意思決定に関

する理事の関与強化と

プロセス合理化の両立） 

・ 業務運営方針等の明確

化と共有（例：各部業務

運営方針の策定） 

・ 業務実績の定期的整理

（例：数値目標の四半期

報告、月次報告） 

・ 内部統制委員会の機能

強化（例：経営層主導の

強化による組織的課題

の整理と解決） 

・ リスク管理の強化（例：

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 独法通則法の改正を踏まえ、規定・制度・マ

ニュアル等の整備を通して内部規程の整備を

行ったことに加え、各部業務運営方針を策定し

業務運営方針等の明確化と共有化や、研修や自

己点検等により、職員のコンプライアンスの更

なる徹底を図り、システムの性格を踏まえた最

適なセキュリティレベルの定義や整備、ヒュー

マンエラー防止のための訓練・研修等を通じ

て、情報セキュリティ対策を推進した。 

また、特に今中期期間中においての追加的な

取組として、数値目標の業務実績の定期的管理

として、従来の四半期報告に加え、月次報告に

よるきめ細やかな管理を行ったことは、期中管

理強化につながる取組として高く評価に値す

る。更に内部統制員会の開催頻度を増やし経営

層レベルでの内部統制強化を図ったことやリ

スク管理の取組については、内部統制の抜本的

な強化となった。 

以上を踏まえ、所期の目標を上回る成果が得

られる見込であると認められるため、当該項目

の評定はＡとした。 
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員等に対する周知を

行い、機構全体の職

員のコンプライアン

スの更なる徹底を図

る。また、内部監査

を行い、監査結果に

基づくフォローアッ

プを適切に行う。 

 

 

(2) 情報セキュリテ

ィ対策の推進 

「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成 

27 年 9 月 4 日閣

議決定）等の政府方

針を踏まえ、関連す 

る規程類の策定・見

直しを行うととも

に、情報セキュリテ

ィインシデント対応

の訓練や保有個人 

情報の保護を含む情

報セキュリティ対策

に関する教育等の対

策を講じ、情報シス

テムに対する サイ

バー攻撃への防御

力、攻撃に対する組

織的対応能力の強化

に取り組む。  

また、上記の対策

の実施状況を毎年度

把握し、PDCA サイク

ルにより情報セキュ

リティ対策の 改善

を図る。 

職員等に対する周知

を行い、機構全体の

職員のコンプライア

ンス の更なる徹底

を図る。 

 また、内部監査を

行い、監査結果に基

づくフォローアップ

を適切に行う。 

 

(2) 情報セキュリテ

ィ対策の推進 

「サイバーセキュ

リティ戦略」（平成 

27 年 9 月 4 日閣

議決定）等の政府方

針を踏ま え、関連す

る規程類の策定・見

直しを行うととも

に、情報セキュリテ

ィインシデント 対

応の訓練や保有個人

情報の保護を含む情

報セキュリティ対策

に関する教育等の 

対策を講じ、情報シ

ステムに対するサイ

バー攻撃への防御

力、攻撃に対する組

織的対 応能力の強

化に取り組む。 

 また、上記の対策の

実施状況を毎年度把

握し、PDCA サイクル

により情報セキュリ

ティ対策の改善を図

る。 

ーアップを適切に行って

いるか。 

 情報セキュリティに関

する教育等の対策を講じ、

サイバー攻撃への防御力、

攻撃に対する組織的対応

能力の強化に取り組みみ、

その対策の実施業況を把

握し、PDCA サイクルにより

情報セキュリティ対策の

改善を図っているか。 

・ 法改正等を契機に、当該規

程の見直しを都度行い、文

書管理規程、個人情報保護

規定等の改定、決裁文書・

法人文書管理のマニュアル

作成等を行った。 

 

【業務運営方針や目標の明確

化・共有、定期的な業務実績・

課題の整理】 

・ 中期期間中を通じて、各部

等の重点課題や業務の取り

組みの方向性を組織全体で

共有する業務運営方針を策

定し、組織全体で業務目標

の明確化を図った。 

・ 理事長をはじめとする役員

のリーダーシップのもと数

値目標の進捗管理を行っ

た。具体的には、平成 30年

度及び令和元年度におい

て、年度計画の達成状況を

四半期ごとに理事会へ報告

することにより、達成阻害

要因等のリスクを確認し、

必要な対策を講じることで

業務の改善を図った。令和

2 年度以降、従来の年度計

画の理事会への四半期報告

に加え、月次での進捗確認

も行った。また、新型コロ

ナウイルス感染症の世界的

な流行により、機構の活動

が制約される事態を受け、

出入国規制が継続するコロ

ナ禍においても工夫を凝ら

し国内外で精力的に取組を

実施するため、年度計画の

数値目標とは別に独自の数

値目標を設定した。（令和 2

年度以降の追加的な進捗管

理は以下のとおり） 

外部専門家の助言を踏

まえ検討） 

・ 職員のコンプライアン

スの更なる徹底（例：研

修、自己点検等） 

・ 適正な監査実施による

ガバナンスの強化 

・ 情報セキュリティ対策

の推進 （例：システム

の性格を踏まえた最適

なセキュリティレベル

の定義や整備、ヒューマ

ンエラー防止のための

訓練・研修等） 

 

【総合評価】 

・ 法改正を契機とした規

程・制度の整備、マニュ

アル整備やコンプライ

アンスの徹底に加え、近

年は経営層主導による

組織的課題の整理や解

決、リスク管理等の内部

統制の強化を図り、ま

た、業務実績の進捗状況

確認の強化を行った。そ

の結果、年度評価におい

ては、令和 2年度評価で

A、令和 3 年度自己評価

でも Aとしている。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を上回る

成果が得られたと評価。 

 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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＜令和 2年度＞ 

- 年度計画の数値

目標の月次進捗

管理（下半期） 

- 独自に設定した

数値目標の月次

進捗管理（下半

期） 

＜令和 3年度＞ 

- 年度計画の数値

目標の月次進捗

管理（下半期） 

- 独自に設定した

数値目標の四半

期進捗管理（上半

期）及び月次進捗

管理（下半期） 

 

【内部統制委員会の開催】 

・ 毎年度、内部統制委員会の

機能強化のため、内部統制

の推進のために取組むべき

事項の組織的課題の整理及

び解決を行った他、リスク

設定やフォローアップを行

い、リスク管理の強化を進

めた。 

＜内部統制委員会開催回数

＞ 

平成 30 年度 1回、令和元

年度 1回、令和 2年度 3回、

令和 3年度 3回 

・ 令和 2 年度より、内部統制

の推進に関する規程に基づ

き、内部統制監理者である

理事長代理が、各部の担当

理事、部長及び総室長や監

査室長と意見交換を行う機

会を設け、内部統制委員会

での議論をより効果的にす

るよう取り組んだ。 

・ 令和 3 年度においては、リ
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スク管理の強化に関して外

部専門家の助言を得た制度

の見直しに取組み、リスク

評価の新たな手法の提案や

既存のリスクの再評価、新

規リスクの洗い出し等につ

いて検討を行った。なお、

その成果物を基に、令和 4

年度において、新たなリス

ク管理手法について審議を

行う予定。 

 

【職員のコンプライアンスの

更なる徹底】 

・ コンプライアンスの遵守に

ついては、就業規則に明確

に規定するとともに、平成

30 年度、内部統制の推進に

関する規程にコンプライア

ンス違反事案発生時の報告

と対応について規定した。 

・ 各年度において本部及び海

外事務所の職員を対象とし

た以下の研修を実施し、職

員のコンプライアンス遵守

の意識及び理解の向上を図

った。 

（取組例） 

平

成

30

年

度 

・ 本部及び海外

事務所の職員

を対象とした

オンラインの

コンプライア

ンス研修 

令

和

元

年

度 

・ 海外事務所現

地職員を対象

とした法人文

書管理に関す

る e ラーニン

グ研修及び情

報セキュリテ

ィに関する自
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習型研修 

・ 個人情報保護

に関する月 1

回のメール点

検 

令

和

2

年

度 

・ 全職員（※）を

対象とした法

人文書管理、情

報セキュリテ

ィ及び個人情

報保護に関す

る e ラーニン

グ研修 

（※）個人情報

保護の研修につい

ては、海外事務所

の現地職員 

受講者は

希望者のみ 

・ 12月を「個人情

報保護強化月

間」と定め、個

人情報漏洩に

関する具体事

例のポスター

掲示等、週替わ

りでの啓蒙 

令

和

3

年

度 

・ 本部全役職員

を対象とした、

ハラスメント、

法人文書管理、

情報セキュリ

ティ及び個人

情報保護に関

する e ラーニ

ング研修 

・ 初めて現地職

員を必須受講

研修とするた

めの英語教材

準備 

・ 「個人情報保
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護強化月間」に

おける役職員

の意識啓発、個

人情報保護の

関する自己点

検等の実施 

・ 法人文書保存

状況の一斉点

検の実施及び

その結果に基

づいた文書保

存の適正化（30

年保存の法人

文書ファイル

の集中管理、紙

ファイルのラ

ベル貼り、電子

ファイルの保

存体系整理等） 

・ 各海外事務所において、従

来個々の事務所の判断によ

り必要に応じて専門家によ

るリーガルチェックを行っ

ていたが、令和 2 年度に全

事務所に対し専門家との顧

問契約を締結することを制

度化し、定期的に、現地法

令に基づく現地職員就業規

則や雇用契約書のリーガル

チェックを行う体制を構築

した。専門家を通じて最新

の現地法令等に関する情報

収集や相談を実施すること

で使用者としての義務を果

たすことはもちろん、適法

性の維持を図った。また令

和 3 年度には就業規則の無

いフランクフルト、シドニ

ー、トロント事務所におい

て試行的に外部労務監査を

実施した。 
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【 EU 一般データ保護規則

（GDPR）への対応】 

・ 平成30年度において、EU一

般データ保護規則（GDPR）

が 5 月に本格施行されたこ

とに伴い、下記の対応を実

施した。 

- 関係規程類の整

備 

- 欧州の海外事務

所に GDPR 担当現

地職員配置 

- ウェブサイトの

GDPR 対応（データ

主体への情報通

知、プライバシー

ポリシーの改定

等） 

- データ侵害時の

対応マニュアル

作成 

- 職員向け研修の

実施（外部講師を

招き GDPR の概要

や対策実務を学

習） 

・ 令和 2 年度において、欧州

委員会が GDPR(ＥＵ一般デ

ータ規則)に基づく新たな

標準契約条項を採択したこ

とに伴い、機構の GDPR に係

る契約書についても改訂を

行い適法に機構が事業を行

えるように環境を整備し

た。 

 

【適正な監査実施によるガバ

ナンスの強化】 

・ 監事による以下の監査を、

監査室の専従職員等を監査

補助者として毎年度実施

し、監査の結果に基づき、
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必要に応じて理事長等に意

見を提出するとともに、改

善の状況について確認を行

った。 

- 決算監査 

- 本部における保

有個人情報の管

理に関する監査 

- 海外事務所実地

監査（令和 2年度

はコロナ禍のた

めオンライン方

式による海外事

務所業務監査を

実施） 

平

成

30

年

度 

ソウル事

務所、北

京 事 務

所、上海

事務所、

ローマ事

務所、パ

リ 事 務

所、マド

リード事

務所（6事

務所） 

令

和

元

年

度 

マニラ事

務所、シ

ンガポー

ル 事 務

所、シド

ニー事務

所、モス

クワ事務

所、ロン

ドン事務

所、フラ

ンクフル

ト 事 務

所、トロ

ント事務
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所、ニュ

ーヨーク

事務所、

ロサンゼ

ルス事務

所（9事務

所） 

令

和

2

年

度 

香港事務

所、バン

コク事務

所、ジャ

カルタ事

務所、デ

リー事務

所（4事務

所）※オ

ンライン

方式 

令

和

3

年

度 

パリ事務

所、マド

リード事

務所（2事

務所） 

・ 監査室の専従職員等が独立

した立場で、以下の内部監

査を毎年度実施し、理事長

等に監査結果を報告すると

ともに、改善状況について

確認を行った。 

- 本部における法

人文書監査 

- 情報セキュリテ

ィ監査（令和 2年

度以降は、監査の

質向上のため、一

部内容について

外部専門事業者

を活用） 

- 海外事務所実地

監査 

平

成

ハノイ事

務所、ク
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30

年

度 

アラルン

プール事

務所、デ

リー事務

所（3事務

所） 

令

和

元

年

度 

マニラ事

務所、シ

ンガポー

ル 事 務

所、シド

ニー事務

所、モス

クワ事務

所、ロン

ドン事務

所、フラ

ンクフル

ト 事 務

所、トロ

ント事務

所、ニュ

ーヨーク

事務所、

ロサンゼ

ルス事務

所（9事務

所） 

令

和

3

年

度 

パリ事務

所、マド

リード事

務所（2事

務所） 

・ 内部監査の質向上及びモ

ニタリング機能強化を図

るため、内部監査協会主催

の内部監査手法向上に資

する研修等に参加すると

ともに、海外に拠点を有す

る他独立行政法人との意

見交換を実施し、監査実務

のスキルアップを図った。 
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・ 執行部門は、上記両監査に

おける指摘事項を踏まえ、

業務改善に取り組み、ま

た、理事会等において、フ

ォローアップへの対応状

況や対応策を報告するこ

とで、組織のガバナンス強

化に努めた。 

 

②情報セキュリティ対策の推

進  

・ 「サイバーセキュリティ戦

略」（平成 27 年 9 月 4 日閣

議決定）等の政府方針を踏

まえ、基幹 ICT インフラの

継続的な情報セキュリティ

対策に加え、以下の取り組

みを行い、PDCA サイクルを

機能させた。 

 

○ 情報セキュリティ関連会

議の開催（平成 30年度～） 

情報セキュリティに関す

る対策推進計画について

「情報セキュリティ委員

会」で審議するとともに、

情報セキュリティ対策チ

ームの定期会合を開催し、

情報セキュリティに係る

対応状況を定期的に確認

した。 

○ 情報セキュリティ研修の

実施（平成 30年度～） 

情報セキュリティ対策の

周知徹底のため、全役職員

（海外事務所現地職員は

令和元年度より）を対象と

した eラーニングに加え、

新規入構者・海外赴任者向

けの集合型研修を実施し

た。さらに、情報システム

担当職員のスキル向上の
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ため、外部研修を受講し

た。 

○ 標的型攻撃メール訓練（平

成 30年度～） 

昨今被害が拡大している

標的型攻撃メールへの対

応能力向上のため、国内外

の全役職員を対象とした

訓練及びeラーニングを実

施した。 

○ 情報システムの管理強化

（平成 30年度～） 

- 機構が利用する情

報システムの運用

状況をCISOも参加

する定例会議にお

いて報告し、情報

システムが適正に

管理されているこ

との確認を行っ

た。 

- 情報システムの調

達に際し、運用保

守内容の明確化や

インシデント発生

時の対応等、シス

テムの内容によっ

て仕様書に盛り込

むべき項目の整理

及び周知を行い、

システムの性格を

踏まえた最適なセ

キュリティレベル

の整備を行った。 

- SNS 開設時の届出、

複数担当者による

運用内容や手順の

確認、なりすまし

対策等を徹底し、

情報セキュリティ

水準の維持を図っ

た。 
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○ セキュリティ統一基準へ

の対応（令和 3年度～） 

「政府機関等のサイバー

セキュリティ対策のため

の統一基準」の改定に伴

い、関連規程類の見直しを

実施するとともに、情報シ

ステム管理台帳へ改定版

統一基準への適合性の確

認項目を追加し、各情報シ

ステムの管理状況の把握

に努めた。 

 

 

4．その他参考情報 

特になし 

 

  



143 

様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―2 活動成果等の発信 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビ

ュー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 6. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(3) 活動成果等の発

信 

訪日プロモーション

に係る取組の目的や

必要性、その成果に

ついて、ホームペー

ジ等を通じて国民に

わかりやすく説明す

るとともに、政府が

掲げる目標の達成の

ために、どのような

貢献をしているのか

が明確となるような

情報発信に努める。 

8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(3) 活動成果等の発

信 

訪日プロモーション

に係る取組の目的や

必要性、その成果に

ついて、ホームペー

ジ等を通じて国民に

わかりやすく説明す

るとともに、政府が

掲げる目標の達成の

ために、 どのような

貢献をしているのか

が明確となるような

情報発信に努める。 

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

＜評価の視点＞ 

訪日プロモーションに

係る取り組みの目的や必

要性、その成果について、

ホームページ等を通じて

国民にわかりやすく説明

しているか。 

また、政府が掲げる目標の

達成のために、どのような

貢献をしているのかが明

確となるような情報発信

に努めているか。 

＜主な業務実績＞ 

・ 機構が実施する訪日

プロモーションに係る取組の

目的、必要性、成果について、

国民に分かりやすく説明する

ため、以下の通り積極的な情報

発信を行った。 

 

【国内広報の取組強化】 

（取組例） 

・ 令和 2年度には広報

専門部署を新たに設立し、機

構の訪日プロモーションに係

る取組の目的や必要性等を、

効率的かつ効果的に発信でき

る体制を整備した。 

・ 機構の活動を国民に

対して分かりやすく情報発信

するため、国内の報道関係者

に対するメディアブリーフィ

ングを平成 30年度から開始

し、四半期ごとに開催した。

平成 30 年度～令和 3年度で計

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げられる（個々

の詳細な取組は主な業務実

績を参照）。 

・ メディアブリーフィングの

定期的開催 

・ メディアへの役職員の寄

稿 

・ 役職員の講師派遣 

・ 論説委員、解説委員訪問 

・ 広報専門部署の設置 

・ 日本語ウェブサイトの充

実（例：法人サイト、地域

インバウンド促進サイト、

統計サイト） 

・ 機構の取組・業務成果の

公開（例：市場調査結果

の公表、各国出入国規制

等コロナ禍情報の提供） 

評定 Ａ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

機構は、広報専門部署を設置した上で、メデ

ィアブリーフィングの定期的開催、メディアへ

の役職員の寄稿など各種情報発信を行ったほ

か、論説委員、解説委員の訪問、日本語ウェブ

サイトを充実させるなど、国内広報の取り組み

強化を図った。また、市場調査結果の公表、各

国出入国規制等コロナ禍情報の提供など、機構

の取組・業務成果の公開に積極的に取り組ん

だ。とりわけ、メディアブリーフィングについ

ては、役員クラスによる対応で、機構の活動を

国民に対して分かりやすく情報発信を行い、令

和 3 年度について、オンラインで発信といった

新たな拡散手法も取り込むことで、インバウン

ドの回復・促進に向けて、多くの国内関係者に

対する積極的な情報提供を実現した。 

以上のことから、中期計画における所期の目

標を上回る成果が得られる見込であると認められ

るため、Ａ評価とする。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 
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延べ 290 人以上の記者が参加

した。 

・ 影響力の強い国内の

一般メディア・業界メディアを

対象に、記者の上位職にあたる

論説委員・解説委員を訪問する

活動を令和元年度から開始し

た。1 媒体あたり年 1 回の頻度

で実施し、訪日インバウンドの

現状や展望等について意見交

換を行った。訪問したメディア

数は、令和元年度 7 社、令和 2

年度は 10 社、令和 3 年度は延

べ 8社となった。 

・ 中期期間中、機構の業

務に対する国民の認識・理解を

高めるため、国内広報に重点的

に取組、報道資料の発表に加

え、テレビ・一般紙・旅行業界

紙誌のインタビューへの対応、

最新のマーケット動向や機構

の活動状況について役職員の

寄稿等を行った。 

・ 関係省庁、地方公共団

体、観光関連団体等の主催する

会議、セミナー等に役職員を講

師として派遣することを通じ

て、インバウンド振興への理解

の促進、訪日プロモーションに

かかる機構の取組について中

期期間中にわたり情報発信を

行った。 

 

【機構の取組・業務成果の公

開】 

・ 訪日プロモーション

の方針、機構の取組、機構のマ

ーケティング活動を通じて得

られたインバウンドに関する

情報をウェブサイト等により

公開することによって、訪日プ

ロモーション及び機構の取組

・ 統計・マーケティング情報

等保有資料・データの公

開 

 

【総合評価】 

・ 広報専門部署を設置した

上で、メディアブリーフィ

ングの定期的開催や各種

情報発信を行い国内広

報の取組強化を図った。

その結果、年度評価にお

いては、既に過去 3 年間

で A 評価を取得してい

る。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。 

 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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に対する理解の促進を図ると

ともに、インバウンド関係者の

取組の参考となる情報を提供

した。また、年度計画や業務実

績、決算等報告書等をウェブサ

イトに掲載した。 

 

【ウェブサイトの充実】 

・ 機構の日本語サイト

は目的別に以下のサイトを有

しており、インバウンドに関す

る新たなデータや動画の公開、

サイトの機能拡充等を随時行

い、国民やインバウンドに取り

組む事業者の方々に対して中

期期間中にわたり様々な情報

を提供した。 

- 法人サイト：組織紹

介、報道発表、海外のマーケッ

ト情報、事業パートナーの紹介

等 

- 地域インバウンド促

進サイト：地方自治体・DMO、民

間企業向けインバウンドのヒ

ントを紹介 

- 統計サイト：訪日外客

数や消費動向、訪問地動向等の

データサイト 

 

【統計・マーケティング情報等

保有資料・データの公開】 

・ 中期期間中、訪日外客

数、出国日本人数等の統計情報

を毎月集計・分析し、報道発表

を行うとともに、その内容を機

構ウェブサイトに掲載した。令

和 2年度において、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、

落ち込んだ訪日旅行市場への

回復の糸口とするべく実施し

た、「訪日旅行市場における新

型コロナウイルス感染症の影
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響と需要回復局面の旅行者ニ

ーズと志向に関する調査」によ

り、台湾、香港、豪州、英国に

おける実態をオンラインでア

ンケート調査を実施した。当該

報告書は、今後の旅行需要回復

に向けた有用な情報として、機

構のホームページ上にて一般

向けに公開した（再掲）。 

・令和 2年度からは、新たに重

点市場となったメキシコ及び

中東地域のデータを追加する

とともに、新型コロナウイルス

感染症の拡大に伴い、報道発表

資料の一部に海外事務所から

の情報提供に基づく、各国・地

域における渡航制限、日本側の

入国制限、航空便の状況の詳細

な記載等を追加し、発信する情

報を拡充した。これらの取組も

寄与し、コロナ禍においても当

該資料を引用した情報が、一般

紙及び業界専門誌等において、

毎月 20 件前後掲載される等、

コロナ禍におけるインバウン

ド情報の発信強化に貢献した。 

・訪日外客数や訪日旅行者の動

向（訪日回数、宿泊数、消費額

等）についてわかりやすく紹介

する「日本の観光統計データ」

サイトを運営した。また、令和

2 年度は、国際会議誘致関係者

のニーズに応えるため、新たに

国際会議統計のデータを拡充

し、地方自治体等の国際会議誘

致関係者の戦略立案に資する

データの提供を開始した。 

・ 中期期間中、国際観光

に関する以下の出版物を刊行

し、機構がマーケティング活動

等で得られた情報を発信した。

（日本の国際観光統計、訪日旅
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行データハンドブック、訪日旅

行誘致ハンドブック、国際会議

統計） 

・ 中期期間中、賛助団

体・会員に対しては、賛助団体・

会員専用サイト「J-Members」を

通じて、市場別マーケティング

データ、セミナー等イベントの

アーカイブ及び資料、毎週金曜

発行のニュースフラッシュの

バックナンバーを掲載し、情報

共有・見逃しフォロー対応を図

っている。 

 

＜数値目標の達成状況＞ 

設定なし 

 

４．その他参考情報 

（予算と決算の差額分析、「財務内容の改善に関する事項」の評価に際して行う財務分析など、必要に応じて欄を設け記載） 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―3 関係機関との連携強化 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値（前中期目標期

間最終年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 6. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(4) 関係機関との連

携強化 

在外公館をはじめ

とする関係省庁、事

務所の共用化・近接

化を進めている独立

行政法人国際交流基

金、独立行政法人国

際協力機構及び独立

行政法人日本貿易振

興機構等の政府関係

法人、地方 自治体

やインバウンドに取り

組む関係団体・民間

企業等とより一層緊

密な連携を図る体制

を構築 し、在外公館

等連携事業を活用し

た海外におけるイベ

ントやセミナーの開

催、官民連携事業を

8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(4) 関係機関との連

携強化 

在外公館をはじめと

する関係省庁、事務

所の共用化・近接化

を進めている独立行

政法 人国際交流 基

金、独立行政法人国

際協力機構及び独立

行政法人日本貿易振

興機構等の政府関係

法人、地方自治体や

インバウンドに取り組

む関係団体・民間企

業等とより 一層緊密

な連携を図る体制を

構築し、在外公館等

連携事業を活用した

海外におけるイ ベン

トやセミナーの開催、

官民連携事業を活用

＜主な定量的指標＞ 

なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

在外公館をはじめとする

関係省庁・政府関係法人、

地方自治体、インバウンドに

取り組む関係団体・民間企

業等と、オールジャパンで、

戦略的、効率的かつ効果的

な訪日プロモーションを実施

しているか。 

  

＜主な業務実績＞ 

以下の取組を通じて、在外公

館をはじめとする関係省庁・政府

関係法人、地方自治体、インバウ

ンドに取り組む関係団体・民間企

業等との連携を図る体制を構築

するとともに、オールジャパンで

の戦略的、効率的かつ効果的な

訪日プロモーションを実施した。

具体的な事例は以下のとおり。 

 

【在外公館、ジャパン・ハウス等外

務省との連携】  

（取組例） 

・ 令和元年度在外公館連携事

業の一環として、在サンパウ

ロ日本国総領事館、在リオデ

ジャネイロ日本国総領事館、

在ブラジル日本国大使館と

連携し、「Festival do Japão

（日本祭り）」出展、旅行会

社・メディア向けセミナー開

催、旅行会社・メディア招請、

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下の

ような成果を挙げられる（個々

の詳細な取組は主な業務実

績を参照）。 

・ 在外公館との連携（例：在

ブラジルの在外公館と連

携したイベント「Festival 

do Japão（日本祭り）」の出

展、外務省の対外発信拠

点「ジャパン・ハウス」での

観光情報提供や事業連

携） 

・ 関係省庁との連携（例：環

境省と連携しアドベンチャ

ー ト ラ ベ ル の イ ベ ン ト

「ATWS 北海道」における

国立公園等の魅力発信） 

・ 他の独立行政法人政府と

の連携（例：国際交流基

金が事務局を務めたパリ

評定 Ａ 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 機構は、在外公館、関係省庁、地方自治体、

民間企業等と連携して事業を行い、各関係者の

強みを生かした訪日プロモーション等を戦略

的、効率的かつ効果的に実施した。特に、政府

の戦略的対外情報発信の強化に向けた取組の

一環として、外務省が設置した対外発信拠点

「ジャパン・ハウス（JH）」の 2 都市（ロン

ドン・ロサンゼルス）において、平成 30 年よ

り来館者に対する情報提供を実施しており（令

和 4 年よりサンパウロにおいても開始）、ま

た、ジャパン・ハウスと連携したイベントを通

じた情報発信を行う等で日本の観光魅力の発

信を行った。 
以上により、中期計画における所期の目標を

上回る成果が得られる見込であると認められ

るため、Ａ評価とした。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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活 用した情報発信

等、オールジャパン

で、戦略的、効率的

かつ効果的な訪日プ

ロモーションを実施す

る 

した情報発信等、オ

ールジャパンで、 戦

略的、効率的かつ効

果的な訪日プロモー

ションを実施する。  

共同広告を実施した。（再

掲） 

・ 戦略的対外情報発信の強化

に向けた取組の一環として、

外務省が世界 3 都市（サン

パウロ、ロサンゼルス、ロンド

ン）に設置した対外発信拠点

「ジャパン・ハウス（JH）」のう

ち、海外事務所を設置する 2

都市（ロンドン・ロサンゼルス）

において、来館者に対する

情報提供を通じ、日本の観

光魅力の発信を行った。ま

た、サンパウロにおいて、令

和 4 年 3 月より観光情報デ

スクを開設し、情報提供を開

始した。（再掲） 

・ 令和元年、フィリピン・マニラ

において、機構マニラ事務所

開設後初めてとなる、大使館

や国際交流基金等と連携し

た機構主催の訪日促進イベ

ント「Japan Fiesta 2019」を実

施した。国内外合わせて 33

の自治体、DMO 等の観光関

係団体、旅行会社、ホテル、

交通事業者等の共同出展者

と訪日旅行をアピールし、2

日間で 1 万 8,134 人が来場

した。（再掲） 

 

【関係省庁との連携】  

（取組例） 

・ 平成 30 年度に環境省との連

携の一環として、機構が運営

する英語グローバルウェブサ

イト内に環境省・国立公園の

ウェブページ「National Parks 

of Japan」を開設する等、国と

して注力する観光資源の情

報発信強化に向けた取組を

での大型文化紹介イベン

トでの訪日キャンペーン

動画放映等の連携、日本

貿易振興機構によるシン

ガポールでの「TAKUMI 

NEXT 2020」事業と連携し

た観光情報発信） 

・ 地方自治体・DMO との連

携（例：オリパラ期間中の

東京都設置のメディアセ

ンター（TMC）での情報発

信） 

・ 民間企業、関係団体との

連携（例：自動車メーカー

との連携） 

・ 官民連携事業（例：ナイト

タイム、離島振興等事業） 

 

【総合評価】 

・ 各種関係機関との連携強

化を行い、オールジャパ

ンで、戦略的、効率的か

つ効果的な訪日プロモー

ションを実施。S の結果、

年度評価においても過去

3 年間 A 評価を取得して

いる。 

以上を踏まえ、中期計画にお

ける所期の目標を上回る成果

が得られたと評価。 
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開始した。環境省・国立公園

ウェブページでは、全 34 国

立公園の情報を掲載した。こ

のうち、環境省「国立公園満

喫プロジェクト」において先行

的・集中的に取り組むとされ

た 8 カ所（阿寒摩周国立公

園、十和田八幡平国立公

園、日光国立公園、伊勢志

摩国立公園、大山隠岐国立

公園、阿蘇くじゅう国立公

園、霧島錦江湾国立公園、

慶良間諸島国立公園）の紹

介を重点的に行った。（再

掲） 

・ 「ATWS 北海道／日本」で機

構が運営したデジタルブース

において、環境省と連携の

上、国立公園をベースとした

質の高い様々なアクティビテ

ィや異文化体験の情報を掲

載し、日本においてのアドベ

ンチャートラベルの魅力発信

を行った。（再掲） 

・ 中期期間中において、環境

省や文化庁、農水省等の省

庁が開催する委員会に参画

し、海外向け情報発信のあり

方等について意見を述べる

とともに、上述の国立公園の

他、日本博、農泊等の新たな

観光情報を、本部が運営す

る Facebook 及び Instagram

アカウントで発信を行った。

更には、令和 2 年 5 月に施

行された文化観光促進法に

基づき、拠点計画や地域計

画の認定の検討に参画し、

文化観光のプロモーション強

化を行った。（再掲） 
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・ 農林水産省と連携し、一般

消費者向けに令和 2 年 2 月

に「Taste Tour Japan(食と

旅)」サイトを公開し、地域の

食とそれを生み出す農林水

産業を核として訪日外国人

旅行者等の誘致を図る取組

「SAVOR JAPAN」や農泊、

日本の食に関する記事を 10

本掲載した。また、グローバ

ルサイト内ウェブマガジンに

おいて農泊や日本の食に関

する記事を 3 本掲載した。

（再掲） 

 

【他の独立行政法人との連携】 

（取組例） 

・ 国際交流基金が事務局を務

めた「ジャポニスム 2018」（平

成 30 年 7 月～令和元年 2

月、フランス・パリ）の公式プ

ログラムにおいて、機構が欧

米豪向けに展開しているグロ

ーバルキャンペーンの動画

「Enjoy My Japan」を放映す

るとともに、来場者に訪日観

光のパンフレットを配布した

他、日本の祭りとそれを契機

とした訪日旅行の魅力を紹

介するイベントをパリ市内で

開催する等の連携を行った。

また、国際交流基金が事務

局を務める、米国で日本の

文化・芸術を紹介するイベン

ト「Japan2019」（令和元年 3

月～12 月、米国）における

「Japan Day」(令和元年 5

月、ニューヨーク、来場者 6

万人)にブース出展を行い、
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パンフレットや訪日旅行情報

を提供した。（再掲） 

・ 国際交流基金と連携し、商

業ベースでは日本のテレビ

番組が放送困難な国・地域

において、機構の訪日プロモ

ーション動画を放送した。令

和 2 年度では 51 カ国・地域

の 638 番組にて、令和 3 年

度においては 57 カ国・地域

の 876 番組で放送し、日本

の観光魅力の情報発信を行

った。また、機構デリー事務

所やハノイ事務所において、

独立行政法人国際交流基金

海外事務所と連携し、令和 2

年度のコロナによるロックダウ

ン期間中に日本のアニメキャ

ラクターを用いた記事を SNS

で投稿したり、「アニメから見

る日本の観光情報」をテーマ

としたセミナーを実施する

等、日本の文化や観光の情

報を発信した。（再掲）  

・ 日本貿易振興機構が令和 2

年度にクールジャパン海外

需要開拓プログラム

「TAKUMI NEXT 2020」にお

いて出展したシンガポールの

海外ポップアップストアにお

いて、機構の訪日プロモーシ

ョン動画を放映し、新型コロ

ナウイルス感染症拡大の状

況下でも約 2,500 人が訪れ

る中、オールジャパン体制で

効率的に誘客を図った。（再

掲） 

・ 令和 3 年度に日本貿易振興

機構が出展し、約 1 万 5,000

人が来場した「第四回中国
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国際輸入博覧会」のジャパン

パビリオンにおいて、機構の

訪日プロモーション動画の放

映を行った他、日本貿易振

興機構及び経済産業省によ

る「ミス・インターナショナル」

各国・地域代表を通じた海外

向け発信事業と連携し、訪日

観光情報の発信をグローバ

ルウェブサイト及び Facebook

アカウントにて行った（再

掲）。 

  

【地方自治体との連携】 

（取組例） 

・ 外国人旅行者が参加可能な

体験型アクティビティや受入

体制が整った特徴ある観光

施設等の観光コンテンツを、

地方自治体・DMO から募

集・選定し紹介する「観光コ

ンテンツ収集事業」を実施。

令和元年度に、冊子「100 

Experiences in Japan」等を制

作した他、欧米豪市場・東ア

ジア 4 市場向けに 5 言語

（英語・中国簡体字・台湾繁

体字・香港繁体字・韓国語）

で観光コンテンツを発信する

多言語ウェブサイト

「Experiences in Japan」を開

設した。（再掲） 

・ 令和元年度に、台湾・台北

市内のコンベンション施設に

おいて、東北 6 県、東北観

光推進機構及び民間事業者

等と連携し、一般消費者向け

東北プロモーションイベント

「日本東北遊楽日 2019」を

開催し、13 万 2,000 人以上

が来場した。また、高雄市内
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の商業施設においても初め

て同イベントを開催し、14 万

7,000 人以上が来場した。両

イベントでは、東北 6 県等に

よるブース出展をはじめ、花

笠踊り等の東北地域の伝統

芸能披露、試飲試食や伝統

工芸体験を通じた観光魅力

の発信を行った他、台湾現

地企業とのコラボレーション

商品の制作・会場販売によ

り、東北地方への誘客を促

進した。（再掲） 

・ 東京 2020 大会期間中に東

京都が開設した東京都メディ

アセンター（TMC）において、

メディア向けに日本全国の観

光魅力を訴求するため機構

地方プロモーションブースを

開設した（令和 3 年 7 月 23

日～8 月 9 日、8 月 23 日～

9 月 5 日）。期間中は 31 団

体（広域 DMO、自治体等）

が、TMC に来場した 470 人

（海外 194 人、国内 276 人）

のメディアにプロモーションを

行った。アクセシブルツーリ

ズムに関するパネル等も展

示し、誰にとっても旅行しや

すいデスティネーションとして

の情報発信も行った。また、

海外メディアの来日が制限さ

れたため、来場できないメデ

ィア向けに、ウェブサイトを通

じたオンラインでの配信にも

注力した。メディア向けのペ

ージは令和 3 年 7 月 1 日～

9 月 15 日の間に 1,110 人が

閲覧、平均滞在時間 6:48、

直帰率 18.28％としっかりと

サイト内を閲覧された良い結
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果となった。オンライン取材

促進を目的に掲載したテー

マ別

（Nature,Tradition,Food,Exp

erience）動画は 2,881 回再

生された。東京都及び東京

2020 組織委員会とも連携し

てアクセス誘引につなげた。

（再掲） 

・ 令和 2 年度に自治体・ＤＭＯ

が作成した記事や動画を機

構のオウンドメディアにて発

信する事業を開始させ、令和

3 年度はウェブページの改

修を行いユーザーの利便性

を向上させ、地域の観光情

報を効果的に発信した。閲

覧ユニークユーザー数は

6,003 人となり、日本の知ら

れていない魅力を広く情報

発信できた。（再掲） 

 

【民間企業、その他団体との連

携】 

（取組例） 

・ 欧米豪市場向けプロモーショ

ンの一環として、令和元年

度、自動車メーカー株式会

社 SUBARU（スバル）と共同

でプロモーション動画を制作

し、機構、スバル及びインフ

ルエンサーの SNS アカウント

での配信に加え、米国のス

バルファンを対象としたイベ

ントでも紹介した。米国を中

心に海外にもコアなファンを

持つスバルとの連携を通じて

新しい切り口で日本の魅力

を発信した結果、動画再生

回数は 6 万 2,508 回を記録
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し、236 万人へ拡散した。（再

掲） 

・ 観光庁との連携として令和元

年 10 月に北海道倶知安町

で開催された「G20 観光大臣

会合」において、機構は観光

大臣会合に出席した他、各

国代表団のリエゾンとして運

営の支援を行った。また、各

国代表団・海外メディア向け

にブース出展し、訪日観光

等のパンフレット配布、訪日

プロモーション動画の放映を

行った。（再掲） 

 

【官民連携事業】 

・ 民間企業や団体等が有する

海外ネットワーク、ブランド

力、ノウハウ等を活用する事

業アイディアを公募し、78 件

の応募の中から、5 件のアイ

ディアを官民連携事業として

事業化し実施した。 

（取組例：「ナイトタイム観光のコ

ンテンツ化及び情報発信による

訪日旅行促進事業」） 

- 実施時期：平成 30 年度

1 月～3 月 

- 連携先：（株）ナビタイム

ジャパン及び Resident 

Advisor 

- 概要：日本各地にあるナ

イトタイム観光をコンテン

ツ化し、世界最大のナイ

トカルチャーメディアで

ある Resident Advisor 社

や欧米のインフルエンサ

ー3 人による情報発信を

行った。メディアによる情

報発信では、世界で活
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躍するアーティストが音

楽、飲食、エンターテイ

メント等広いジャンルで

自身の好きなスポットを

紹介する4本の動画と記

事を作成し、メディアの

ウェブサイトで発信した

他、SNS やオンライン広

告等を実施した。インフ

ルエンサーによる情報

発信では、日本各地の

「ナイトライフ」ならびに

「夜観光」等日本のナイ

トタイムコンテンツの魅力

を外国人目線で発信す

ることで、日本でのナイト

タイム観光の認知・興味

の拡大及び訪日旅行意

欲の喚起を図った。 

（取組例：「離島観光の魅力発信

による訪日旅行促進事業」） 

- 実施時期：令和元年度

10 月～3 月 

- 連携先：（株）MELZ 

- 概要：島旅好きや訪日

ヘビーユーザー等に向

けて日本の離島観光の

魅力を発信し、新たに

「日本の島旅」をテーマ

とした訪日需要の喚起、

地方誘客及び消費拡大

を 図るため 、米 国 、豪

州、香港、台湾を対象市

場とし、8 つの重点発信

エリア（①利尻島、礼文

島、②佐渡島③伊豆諸

島④隠岐諸島⑤瀬戸内

海の島々⑥五島列島⑦

大隅 諸島⑧八重 山諸

島）を定め、全国の旅客

船運航事業者とのネット
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ワークを有する一般社団

法人日本旅客船協会と

連携してプロモーション

を行った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―4 人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 なし 

 
8. その他業務運営

に関する重要事項 

 

(5) 人事に関する計

画 

上記目標の達成に

向けて、効率的かつ

効果的な業務運営を

行うため、人材確保、

人 材育成を実施す

るとともに国内、海外

における適切な人事

配置を図る。 

 職員の意欲向上

を図り、組織を活性化

させるため、能力と実

績に基づく人事評価

を 行い、これに応じ

た 処 遇 を 行 う と と も

に、内外の研修等を

活用し、能力の啓発

に努める。 

＜主な定量的指標＞ 

 なし 

 

 

＜その他の指標＞ 

 なし 

 

 

＜評価の視点＞ 

効率的かつ効果的な業

務運営を行うため、人材確

保、人材育成を実施するとと

もに国内、海外における適

切な人事配置を行っている

か。 

 給与水準については、国

家公務員の給与水準も考慮

し、適正化に取り組んでいる

か。 

＜主な業務実績＞ 

以下の取組を通じて、適切な

業務運営を行うための人材確

保、人材育成、適材適所の人事

配置、能力と実績に基づく人事

評価と処遇、専門人材の活用、

給与水準の適正化、勤怠管理シ

ステムの導入、コロナ禍における

職員の安全確保・テレワーク等の

業務環境整備、ウクライナ情勢対

応等に取り組んだ。 

 

【適切な業務運営を行うための人

材確保、人材育成、適材適所の

人事配置】 

・ 本部体制の強化、海外事務

所の設置拡大等を受け、業

務をより効率的かつ効果的

に実施できるよう、総合職職

員として新卒採用及び中途

採用により人材を確保した。 

・ 業務遂行に必要な知識・スキ

＜主な業務実績＞ 

＜評定と根拠＞ 

評定：B 

 

【質的成果】 

主な質的成果として、以下

の よ う な 成 果 を 挙 げ ら れ る

（個々の詳細な取組は主な業

務実績を参照）。 

適切な業務運営を行うため

の人材確保、人材育成、適材

適所の人事配置（例：本部職

員の中途採用、職員への階

層別等の研修実施、現地職

員の人事制度改革や研修の

充実）  

能力と実績に基づく人事評

価と処遇、専門人材の活用

（例：自治体、民間企業等から

の受入や、デジタルマーケテ

ィング、ICT 専門人材の活用） 

給与水準の適正化（令和 3

評定 B 評定  
＜評定に至った理由＞ 
 機構は、効率的かつ効果的な業務運営を行う

ため、本部職員の中途採用、現地職員の人事制

度改革や研修を充実させるなど、人材確保・人

材育成に積極的に取り組んだ。 
 また、国家公務員の給与水準と比較するラス

パイレス指数については、令和 3 年度時点での

年齢・地域・学歴勘案で 101.7 となっており、適

正な給与水準となっている。 

 以上のことから、人事に関する計画を着実に

実行しており、目標水準を満たしているため、

Ｂ評価とする。 
 
＜今後の課題＞ 
特になし。 
 
＜その他事項＞ 
特になし。 
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また、中途採用職

員の増加に伴い、職

員一人ひとりの能力

が十分発揮されるよ

う、 適材適所の人事

配置を行うとともに、

組織の力が最大化す

るよう、適切な措置を

講じ 10 組織力の強

化 を 図 る 。  あ わ せ

て、地方自治体・民間

事業者等からの専門

人材の活用を行う。 

給与水準について

は、国家公務員の給

与 水 準 も 十 分 考 慮

し、手当を含め役職

員給与 の在り方につ

いて検証した上で、そ

の適正化に取り組む

とともに、その検証結

果や取 組状況を公

表するものとする。 

 

 

 

ルを習得する機会を拡充す

べく、階層別研修や奨学金

支給等を実施し、職員の能

力開発・向上を支援した。ま

た、現地職員についても本

部における組織・業務理解

に係る研修等を実施し、人材

育成を行った。 

 

【能力と実績に基づく人事評価と

処遇、専門人材の活用】 

・ 能力評価（年 1 回）と業績評

価（年 2 回）を区分した人事

評価制度に基づき、各職員

の能力及び業績を適切に評

価し、その結果を昇給・昇格

及び勤勉手当支給の処遇に

反映するとともに、能力、適

性、職務経験、専門分野を

踏まえながら、適材適所の人

事配置を行った。（再掲） 

・ 海外事務所の現地職員の更

なる活躍に向け、令和 2 年度

に現地職員制度の改革を行

い、新たな肩書の追加、新た

な昇給・昇格制度等を設け

た。新制度に基づき、現地職

員の給与改定・昇格を行った

ことに加え、日本語習得又は

業務関連知識に関する講座

受講に係る補助制度を導入

し、現地職員の業務に関す

る理解と意欲の向上を図っ

た。（再掲） 

・ 業務運営の高度化を進める

ため、地方自治体、民間企

業等から専門人材の受入、

中途採用を行い、デジタルマ

ーケティング、地方連携、

ICT 等の部門に配属した。 

 

【給与水準の適正化】（再掲） 

年度時点での年齢・地域・学

歴を勘案したラスパイレス指

数は 101.7） 

勤怠管理システムの導入 

コロナ禍における職員の安

全確保・テレワーク等の業務

環境整備、ウクライナ情勢対

応 

 

【総合評価】 

適切な業務運営を行うため

の人材確保、人材育成、適材

適所の人事配置等、各種人

事に関する施策を行った結

果、年度評価において、過去

3 年間 B を取得。 

以上を踏まえ、中期計画に

おける所期の目標を達成して

いると評価。 
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・ 令和 3 年度のラスパイレス指

数（国家公務員と比較した給

与水準）について、地域と学

歴を勘案した対国家公務員

指数は 101.7 となり、対前年

3.7 ポイント上昇した。これ

は、機構として職員の処遇改

善に取り組んでおり、特別都

市手当を国家公務員並みに

引き上げたことが反映された

ものである。 

  

＜ラスパイレス指数＞  

平成 30 年度    92.8 

令和元年度     95.9 

令和 2 年度     98.0 

令和 3 年度    101.7 

・ 業務実績・勤務実績の報酬・

給与への反映方法として、役

職報酬に関しては、期末特

別手当に対し主務大臣が行

う業績評価の結果を参考に

して、役員の実績に応じ決定

した。職員に関しては、人事

評価制度による厳正な人事

評価を行い、評価結果を職

員の昇給等の処遇に反映さ

せた。 

・ 「一般職の職員の給与に関

する法律の一部を改正する

法律」に基づく国家公務員の

給与の見直し内容等を踏ま

えた給与改定を実施した。 

・ 給与水準については、その

内容をウェブサイトを通じて

公表した。 

 

【勤怠管理システムの導入】 

・ 勤怠管理システムを活用し、

職員の適切な労働時間の把

握及び勤怠管理を行い、超

過勤務の抑制を図るとともに
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業務の効率化を図った。 

 

【コロナ禍における職員の安全確

保・業務環境整備、ウクライナ情

勢対応】 

・ 内部の緊急対策本部を設置

して、新型コロナウイルス感

染症やウクライナ情勢を受け

た組織運営にかかる方針の

策定及び取組状況の確認を

実施した。 

・ コロナ禍での業務の継続性

及び職員の安全を確保する

ため、テレワークシステムの

環境整備を行い、在宅勤務

の試行的な実施を継続した。 

・ 海外事務所に勤務する職員

の安全を確保するため、一

部事務所のコロナの拡大等

を受けた一時退避を実施し

た。 

・ ワクチンの接種環境の整備

及び職場における感染防止

対策の実施を通じて、コロナ

禍での勤務環境を整備した。 

・ 面談の強化等により、コロナ

禍における職員の心身の健

康管理を徹底した。 
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様式１－２－４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

1．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ―5 独立行政法人国際観光振興機構法（平成 14 年法律第 181 号）第 11 条第 1 項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レビュ

ー 

 

 

2．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終

年度値等） 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な情報 

         

         

         

         

 

３．中期目標期間の業務に係る目標、計画、業務実績、中期目標期間評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 主な評価指標等 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 
 なし 8. その他業務運

営に関する重要

事項 
 
(6) 独立行政法人

国際観光振興機

構法（平成 14 年

法律第 181 号）第

11 条第 1 項に規

定する積立金の

使途 
前期中期目標期

間の最終事業年

度において、独立

行政法人通則法

第 44 条の処理を

行った後の積立

金に相当する金

額のうち主務大

臣の承認を受け

た金額について、

やむを得ない事

＜主な定量的指標＞ 
― 
 
＜その他の指標＞ 
― 
 
＜評価の視点＞ 
― 

＜主要な業務実績＞ 
（業務実績報告書からの抜粋

及び業務実績報告書の引用箇

所などを記載） 
 

前期中期目標期間繰越積

立金 2,683,988 円について

は、自己収入財源で取得し、

当期中期目標期間に繰り越し

た固定資産の減価償却費等

に要する費用に 88,955 円を

充当し、前期中期目標期間繰

越積立金の残高は 2,595,033

円となった。 

評定  評定  
＜評定に至った理由＞ 
― 
 
＜今後の課題＞ 
― 
 
＜その他事項＞ 
― 
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情により前期中

期目標期間中に

完了しなかった

業務の財源、前期

中期目標期間に

発生した経過勘

定等の損益影響

額に係る会計処

理等に充当する。 
 

4．その他参考情報 

特になし 

 


